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第１章 方針の目的等                

 １．背景・目的  
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第１章 方針の目的等
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１．背景・目的                             

本市では、拡大する行政需要や多様化する市民ニーズに対応するため、これまで多くの建物とイ

ンフラを整備してきました。その結果、本市が保有する建物系施設は、窓口センターや消防署等の

行政施設、校区・地区市民館等のコミュニティ関連施設、市民文化会館等の文化施設、地区体育館

等のスポーツ施設、小中学校等の学校施設、市民病院や保健所等の医療・保健施設など、多岐にわ

たっています。そして、インフラ系施設は、高度経済成長期に産業基盤を中心に整備を行い、住み

やすいまちの実現に向けて市民生活の利便性向上に努めてきました。

しかし、高度経済成長期に整備した建物やインフラは更新時期を迎えています。同時に、少子高

齢化の進行は施設の利用需要に変化をもたらします。併せて、人口減少に伴う税収の減少や高齢化

による扶助費の増加などにより厳しい財政運営が予想されます。

こうした状況に対応するため、本市は、平成２３年度に「豊橋市ファシリティマネジメント推進

基本方針」を策定し、これまでの間、多岐にわたる建物について情報の一元化、施設評価の実施、

施設保全計画の策定、施設の廃止等に取り組むとともに、利用見込みのない遊休土地についても積

極的な売却を実施するなど一定の成果を上げてきました。また、市民の生活や社会経済活動と密着

しているインフラについても将来にわたり安全な状態を保てるよう平成２３年度に「豊橋市橋梁長

寿命化修繕計画」を策定するなど着実に取り組みを進めています。

今後に向けては、将来の人口や財政状況を考慮した施設の最適化が求められています。このため、

様々な建物はもとより、道路、橋りょう、河川などインフラも含めたすべての公共施設（以下「公

共施設等」とします。）が統一的な方針の下で本市の特性やこれまでの取り組みを活かし、維持管

理や更新、統廃合、長寿命化などを総合的かつ計画的に行うことが重要と考えます。

そこで、「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」を踏襲・発展させた「豊橋市公共施

設等総合管理方針」を定め、「住みやすいまち」「災害に強いまち」を目指して公共施設等の最適

化を図り、人口減少に対応し、将来の負担軽減による安定した財政運営、時代に応じた適正かつ安

全・安心な公共施設等の提供及び維持可能なまちづくりに寄与してまいります。
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２．方針の位置づけ                          

本方針は、平成２５年１１月に国の「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」で

決定された「インフラ長寿命化基本計画」にもとづく地方公共団体の行動計画（公共施設等総合管

理計画）に位置づけられます。地方公共団体の行動計画は公共施設等について長期的な最適化の方

針を示すものであるため、本市では「豊橋市公共施設等総合管理方針」とします。

なお、施設ごとに工事時期など具体的な内容を定めた本方針にもとづく個別施設計画を平成３２

年度までに策定します。道路や河川などは新たに同計画を策定し、既に策定済である「豊橋市施設

保全計画」等は必要に応じて改訂していきます。

▼豊橋市公共施設等総合管理方針の位置づけ 

※本市では、本方針の策定前から長寿命化等に取り組んできたため、策定済の個別施設計画があります 

３．目標年次                              

この方針の期間を策定からおおむね２０年とし、目標年次を平成４７年度（２０３５年度）とし

ます。

＋

豊橋市総合計画

豊橋市公共施設等総合管理方針

・豊橋市施設保全計画

・豊橋市市営住宅ストック

総合活用計画

・豊橋市橋梁長寿命化修繕計画

・豊橋市公園施設長寿命化計画

・豊橋市上下水道ビジョン

インフラ系建物系

個
別
施
設
計
画

・道路、河川など

・行財政改革プラン

・都市計画マスタープランなど

【国】

インフラ長寿命化計画
(各省庁が作成）

行
動
計
画

【国】

・学校、河川、道路など
(各省庁が作成）

豊橋市
【国】

インフラ長寿命化基本計画

策定済（必要に応じ改訂）

平成32年度までに策定

策定済（必要に応じ改訂）

 平成４７年度（２０３５年度） 目 標 年 次 
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※建物棟数は、公衆トイレやポンプ室など小規模な建物を除いています

４．対象とする施設                          

本方針は、本市が保有するすべての施設を対象とし、「建物系施設」「インフラ系施設」に区分

して施設用途によって分類します。全体の保有状況は以下のとおりとなっています。 

▼施設分類ごとの保有状況 

（平成２７年３月末時点）

大分類 中分類

ｺﾐｭﾆﾃｨ関連施設

文化施設

図書館

博物館等

その他施設

ｽﾎﾟｰﾂ施設

その他施設

産業振興施設

観光施設

その他施設

学校施設

野外教育施設

その他施設

保育所等

幼児・児童施設

医療・保健施設

衛生施設

地域・高齢福祉施設

その他施設

その他施設 その他施設

庁舎施設

消防施設

防災施設

環境施設

市営住宅

その他施設

計

その他施設

排水機場

公園

駐車場

計

----- 45,980.55

15,689 8,485.1 22,190,485 107,144.50

13,662.18

下水道施設
管きょ ----- 1,552.9 ----- ----- 

処理場等 173 ----- 

水道施設
管路 ----- 2,202.3 ----- ----- 

浄水場等 45 ----- ----- 

公園等 536 ----- 4,427,379 3,225.35

自動車・自転車 6 ----- ----- 30,418.42

ため池・調整池等 135 ----- ----- ----- 

海岸施設 ----- 12.5 ----- ----- 

河川等

河川・排水路等 ----- 1,278.5 ----- 56.00

28 ----- 51,720 3,656.00

1,304 ----- ----- ----- 

18 ----- ----- 10,146.00

内訳 （㎡）

都市基盤系施設

道路等

道路（トンネル含む） 13,444 3,438.9 17,711,386 ----- 

橋りょう

イ

ン
フ
ラ

系
施

設

大分類 中分類 小分類 箇所等 延長（km） 面積（㎡）
建物延べ面積

29 39 14,690.51

569 1,017 1,274,174.76

2,373.23

20 29 53,144.63

28 182 287,136.52

行政施設 行政系施設

12 18 65,346.61

88 88 16,523.98

17 17

4 8 15,856.56

13 20 25,097.93

医療・保健
福祉系施設

6 15 73,935.04

6 5 2,304.92

13 13 10,008.73

子育て支援系

施設

56 23 6,780.72

2 3 8,161.72

学校教育系施

設

77 334 482,907.95

4 12 5,179.93

5 10 13,779.82

産業系施設

3 1 2,872.85

18 67 19,602.91

6 2 1,614.65

ｽﾎﾟｰﾂ系施設
40 34 50,849.45

27 2 1,192.78

9 18 26,482.15

4 6 7,956.36

7 9 35,114.36

3 1 7,661.39

建

物
系

施
設

小分類 箇所数 建物棟数 建物延べ面積(㎡)

市民利用施設

文化・社会教

育系施設

72 61 37,599.06
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（平成 27 年３月末時点）

１．公共施設等の現状                         

（１）保有状況 

①建物系施設の保有状況 

建物系施設の多くは、昭和４０年代から５０年代までにかけて建設されています。 

昭和３０年代後半から４０年代までにかけては学校校舎を木造から鉄筋コンクリート造へ建替

え、昭和５０年代には児童・生徒の増加に対応するために学校校舎を増築するとともに、地域コミ

ュニティの中心的施設である校区・地区市民館を集中的に建設してきました。また、市営住宅は、

昭和３０年代から継続的に建設してきました。 

▼建設年度別の建物延べ面積 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
S64
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26

延べ面積（㎡）

建
設
年
度

防災危機管理

財務部

文化市民部

福祉部

こども未来部

健康部

環境部

産業部

建設部

都市計画部

動植物公園部

市民病院

上下水道局

消防本部

教育委員会

選挙管理委員会
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（平成 27 年３月末時点）（平成 27 年３月末時点）

平成２６年度末時点での建物の延べ面積1（企業会計分含む。）は１,３８１,３１９㎡となってい

ます。施設用途では、学校（専修学校含む。）が４８７,３６６㎡（全体の３５．３％）と最も多

く、次に多い市営住宅が２８７,１３６㎡（同２０．８％）となっており、双方合わせて全体の 

５６．１％を占めています。 

経過年数では、建設後５０年を超えた建物が５０,０８５㎡（全体の３．６％）、４０年以上 

５０年未満が２５２,９０８㎡（同１８．３％）となっており、建設後４０年以上経過した建物が

全体の２１．９％を占めています。また、３０年以上４０年未満が４３４,８８１㎡（同３１．５％）

となっていることから、今後法定耐用年数４７年を超えた建物が大幅に増加しますが、本市では耐

震補強は完了しているため、長寿命化を実施することで施設の活用が引き続き可能であると見込ん

でいます。 

▼施設用途別延べ面積の割合         ▼経過年数別延べ面積の割合 

1 インフラ系の建物施設（公園トイレ、自動車駐車場など）を含む延べ面積

市営住宅, 

287,136㎡ , 

20.8%

学校（専修

学校含む）, 

487,366㎡ , 

35.3%

その他一

般施設（上

下水道局、

病院含む）, 

606,817㎡ , 

43.9%

市営住宅

学校（専修学校含む）

その他一般施設（上下

水道局、病院含む）

10年未満, 

129,244㎡ , 

9.4%

10年以上20

年未満, 

251,559㎡ , 

18.2%

20年以上30

年未満, 

262,642㎡ , 

19.0%

30年以上40

年未満, 

434,881㎡ , 

31.5%

40年以上50

年未満, 

252,908㎡ , 

18.3%

50年以上, 

50,085㎡ , 

3.6%

10年未満

10年以上20年未満

20年以上30年未満

30年以上40年未満

40年以上50年未満

50年以上
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（平成 25 年度末時点：総務省データ）※「○」は平成の大合併を実施した市を表し、「○」を除いた平均は 2.85 ㎡／人となっています

＜中核市の状況（建物）＞ 

中核市における平成２５年度末時点の人口一人当たり延べ面積（企業会計分除く。）では、本市

は平均より若干少ない状況となっています。 

なお、平成の大合併1を実施した中核市を除けば平均よりやや多い状況となっています。 

▼中核市における人口一人当たり延べ面積 

1 主に 2003 年（平成 15 年）から 2005 年（平成 17 年）にかけて行われた市町村合併のこと 

3.22

0.00
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②インフラ系施設の保有状況 

インフラ系施設は、施設ごとに特性や諸元が異なっていることから、主な施設の保有状況につい

て経過年数を中心に示します。 

なお、施設ごとに耐用年数の考え方が異なるため、老朽化の考え方も施設によって異なります。

▼主なインフラ系施設の法定耐用年数等 

分 類 法定耐用年数等 備考
内 訳

道路等
道路 １０年

橋りょう ５０年

河川等
河川・排水路等 － 構造物のない河川がある

排水機場 ４５年 農林の場合の目安

水道施設

管路 ４０年

施設

土木 ６０年

建築 ５０年

設備 １５年

下水道施設

管きょ1 ５０年

施設

土木 ５０年

建築 ５０年

設備
電気１７年

機械２０年

1 断面の形状が円形（管）のものとそれ以外を含めた下水道管の総称 
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（平成 27 年３月末時点）

＜道路の保有状況＞ 

市道は、平成２６年度末時点で１３,４４４路線（１級路線数８９路線、２級路線数９７路線を

含む。）、実延長は３,４３８．９㎞、道路面積は１７,７１１,３８６㎡となっています。現状は、

不具合等が生じた場合、対症療法的に安全性を確保するための維持・補修に重きを置いています。 

なお、災害時において緊急輸送道路・避難路として重要な都市計画道路については、社会情勢の

変化を踏まえ、道路の機能を明確化したうえで、必要に応じて計画の見直しを行っています。 

▼市道の整備状況 

路線数 実延長（㎞） 道路面積（㎡） 

１級 市道 ８９ １３９．３ １,６５０,３０８

２級 市道 ９７ １３３．０ １,０７７,６１６

その他の市道 １３,２５８ ３,１６６．６ １４,９８３,４６２

計 １３,４４４ ３,４３８．９ １７,７１１,３８６
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（平成 27 年３月末時点）

＜橋りょうの保有状況＞ 

橋りょうは、平成２６年度末時点で市内に１,３０４橋存在しています。架設年次別にみると、

昭和４０年代から５０年代までにかけて数多く整備されています。このため、平成３２年頃から、

建設後５０年以上の老朽化した橋りょう数が急増し、平成４７年には全体の約７０％を占める状況

となっています。また、平成１５年度から平成２４年度まで１０４橋を対象に耐震補強工事を実施

して地震対策を完了しており、長寿命化に取り組んでいる状況です。 

▼架設年次別橋りょう数 
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（平成 27 年３月末時点）

（平成 27 年３月末時点）

（平成 27 年３月末時点）

＜河川等の保有状況＞ 

本市が管理する河川は、８０河川、約１１８㎞あり、これに排水路等を含めた総延長では

約１,２７８㎞となります。河川事業として整備した河川・排水路の年度別整備延長をみると、平成

元年頃から徐々に減少しており、近年はほぼ横ばい状況となっています。

また、河川の現況流下能力1別割合をみると、都市化の進展や排水先の河川整備状況などによっ

て１／５年確率計画洪水量に満たない河川区間数が全体の３０．８％あります。

現在、本市は２８の排水機場を管理していますが、４０年以上経過した排水機場が１０．７％存

在しており、経過年数にもとづき県と連携して計画的な建替・更新事業を行っています。

▼河川・排水路の年度別整備延長

▼河川の現況流下能力別割合          ▼排水機場の経過年数割合 

1 河道が安全に流せる水の量。１／５年確率年より１／１００年確率年の方がより安全な河川区間となります
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（平成 27 年３月末時点）

（平成 27 年３月末時点）（平成 27 年３月末時点）

＜水道施設の保有状況＞ 

本市の水道事業は、昭和５年に給水を開始して以来、８次にわたる拡張事業を実施し、給水区域

の拡大を進めた結果、水道普及率は平成２６年度末時点で９９．６％に達しており、ほぼ市内全域

への給水が可能となっています。 

平成２６年度末時点における管路延長約２,２０２㎞のうち法定耐用年数４０年を過ぎた管路延

長は約４０２㎞となっており、全体の１８．３％を占めています。今後、高度経済成長期以降の拡

張時代に布設した管路が順次耐用年数を迎えることとなります。 

現在、第７期配水管整備事業や第２期水道施設整備事業（後期）により、老朽化対策を進めると

ともに災害に強い管網の整備と安定給水の確保のため計画的に事業を推進しています。 

▼管路の年度別布設延長と総延長 

▼管路の経過年数割合            ▼施設の経過年数割合 
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（平成 27 年３月末時点）

＜下水道施設の保有状況＞ 

本市の下水道事業は、市街化区域は公共下水道、市街化調整区域は地域下水道として整備してい

ます。平成２６年度末時点で、公共下水道については計画区域５,０４４haのうち４，４０６haが

整備済みであり、総人口に対する普及率は７１．３％となっており、地域下水道については特定環

境保全公共下水道、農業集落排水施設、し尿処理施設等が整備され、地域下水道普及率は８．７％

で下水道全体の普及率としては８０．０％となっています。また、公共下水道・地域下水道の管き

ょ総延長約１,５５３㎞のうち法定耐用年数５０年を過ぎた管きょ延長は約１５５㎞となっており、

全体の１０．０％を占めています。 

現在、第１次拡張事業（昭和３１年～３９年）までに整備した老朽管きょについては、テレビカ

メラ調査等を実施し、状況に応じて修繕や布設替えを行うとともに、公共下水道第９次拡張事業に

より未普及地区の解消と浸水対策等を行っています。 

▼管きょの年度別布設延長と総延長 
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（平成 27 年３月末時点）

（平成 27 年３月末時点）

（平成 27 年３月末時点）

（平成 27 年３月末時点）

   ▼管きょの種別割合              ▼管きょの経過年数割合 

▼施設の用途割合               ▼施設の経過年数割合
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③土地の保有状況 

平成２６年度末時点における本市の面積は、２６１．３５㎞2となっています。そのうち本市が

保有する土地は約８．８㎞2となっており、本市の面積の約３％を占めています。

会計別の内訳は、一般会計・特別会計で約８．２㎞2、企業会計（病院事業、水道事業、下水道事

業）が約０．６㎞2となっています。また、公有財産別の内訳は、行政財産1が約７．４㎞2、普通財

産2が約０．８㎞2となっており、普通財産のうち貸付等により利用している土地は約０．３㎞2、山

林等の未利用の土地は約０．５㎞2となっています。

▼土地（公有財産）の保有状況 

会計別、公有財産別 面積 割合 

 一般会計・特別会計  8,153,465.86 ㎡ （約 8.2 ㎞2）  93％ 

行政財産 7,389,125.61 ㎡ （約 7.4 ㎞2） 84％ 

普通財産 764,340.25 ㎡ （約 0.8 ㎞2） 9％ 

 企業会計    行政財産  599,042.96 ㎡ （約 0.6 ㎞2） 7％ 

計 8,752,508.82 ㎡ （約 8.8 ㎞2）  100％ 

区分 面積 割合 

普 利用地   288,180.10 ㎡ （約 0.3 ㎞2）   38％ 

通 未利用地   476,160.15 ㎡ （約 0.5 ㎞2）   62％ 

財   山林   429,745.11 ㎡ （約 0.4 ㎞2）   56％ 

産   その他   46,415.04 ㎡（約 0.05 ㎞2）   6％ 

計   764,340.25 ㎡ （約 0.8 ㎞2）   100％ 

本市では、土地カルテを作成・

活用し、遊休資産等の情報を全庁

的に提供するとともに土地評価

を実施し、未利用地の有効活用、

暫定貸付地の見直しなど資産有

効活用の促進を図っています。

1 公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産

2 行政財産以外の公有財産

（平成２７年３月末時点：財産に関する調書）
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（２）本市の適正化に向けての取組 

本市では、今後見込まれる施設の老朽化に対応するため、財政負担の軽減と利用満足度の向上を

目的とした「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」を策定し、この方針を基軸に、施設

評価による施設廃止計画の策定や施設保全計画による長寿命化など様々な取組を実施してきまし

た。 

また、建物系施設の市営住宅やインフラ系施設の橋りょう、公園などについてもそれぞれで個別

施設計画を策定しており、各施設の特性に沿った取組を推進してきています。 

▼ファシリティマネジメントの取組 

年度 取 組 内 容 

２３ ○「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」の策定

２４ 

○「豊橋市ファシリティマネジメント推進についての基本的な考え方」の策定

○「施設評価」の実施

○「施設評価結果：設置目的を失った施設等の方向性」の公表

２５ 

○「施設評価結果」の公表

○「施設廃止計画」の策定

○「施設保全計画の考え方」の策定

▼策定済の主な個別施設計画 

区 分 施設分類 個別施設計画（主なもの） 

建物系施設 

文化・社会教育系施設、 

学校教育系施設 など 
○「豊橋市施設保全計画」（平成 27～41 年度） 

市営住宅 
○「豊橋市市営住宅ストック総合活用計画」（平成 25～34 年度） 

○「豊橋市市営住宅等長寿命化計画」（平成 21～30 年度） 

インフラ系

施設 

橋りょう ○「豊橋市橋梁長寿命化修繕計画」（平成 24～73年度） 

公園 ○「豊橋市公園施設長寿命化計画」（平成 25～34年度） 

水道施設、下水道施設 ○「豊橋市上下水道ビジョン」（平成 23～32 年度） 
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①建物系施設の適正化（豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針） 

豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針では、建物系施設について、５つの主な施策を柱

とし、中長期的な視点で長寿命化等により市有資産の適正管理を行い、将来に向けて財政負担の軽

減を図るとともに、維持管理コストの最適化や遊休資産の有効活用により管理運営の適正化を図る

ことで、市民が安全で快適に利用できる施設や利用満足度の向上、環境負荷の低減を目指してきま

した。 

推進の視点 ５つの主な施策（５つの柱） 

①改修、建替え需要への対応 

 ②社会ニーズへの的確な対応 

 ③機能性の向上 

 ④環境負荷の低減 

（１）公共ストック情報の一元化及び共有化 

（２）施設評価の実施 

（３）市有資産の適正管理 

（４）管理運営の適正化 

（５）職員の意識向上 

▼ファシリティマネジメント推進の全体イメージ図 
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これまでのファシリティマネジメントの取組の中では、施設評価による量の適正化（施設保有量

の適正化）と施設保全計画（施設の長寿命化）による質の適正化に重点的に取り組んできました。 

この２つの取組を継続的に実施することで将来の施設保有量を縮減するとともに、保有する施設

の維持管理コストの見直しやＣＯ 削減等の環境対策につなげます。 

▼施設評価と施設保全の全体構想 
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（ア）施設保有量の適正化 

＜施設評価＞ 

施設評価は、建物系施設の利活用のあり方をあらかじめ評価し、今後の方向性を決める基礎と

なるものであり、施設を分類することにより、市有資産の適正化を図っています。 

評価の手法については、保全マネジメントシステム1に登録した施設すべてを対象に施設一次

評価（現状把握）と施設二次評価（方向性分類）の２段階で行います。 

まず、一次評価では、施設の設置目的や行政サービス提供度等により「必要性」、「有効性」、

「利用形態・実態」について現状を把握します。そして、二次評価では、一次評価の結果をもと

にポートフォリオ2を用いて施設の方向性を利用ニーズによる「必要性・有効性評価」と建物性

能による「建設年度評価」の２軸にて「継続グループ」と「廃止グループ」の２つに分類します。 

▼施設の方向性分類（二次評価） 

1 一般財団法人建築保全センターが提供する施設情報の一元化を始め、保全業務や総合的な施設計画を支援するシステ

ム（BIMMS）

2 ２軸からクラス分けして、所有不動産戦略を考える評価方法として使用 

高

低 高

建

設

年
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評

価

必要性・有効性評価

継続Ｇ

・保全

・統合
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・貸付、売

却等

用途

変更

改築

【施設方針】

継続グループ

・改築

※他の建物の利用を検討し

た上で建替を検討

【施設方針】

継続グループ

・適正管理

・長寿命化

【施設方針】

廃止グループ

・用途変更

※施設有効活用

【施設方針】

廃止グループ

・貸付、売却等
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こうした評価の結果、「継続グループ」に位置づけられた施設のうち、必要性・有効性が高く

建設年度評価が低い施設は他の施設の利用を検討したうえで改築（建替え）を検討し、現状を維

持する施設については保全計画により長寿命化を図ります。そして、「廃止グループ」に位置づ

けられた施設のうち、必要性・有効性が低いものの建設年度評価が高い施設は用途変更（異なる

目的の施設へ転用）を行って施設の有効活用を図り、必要性・有効性と建設年度評価がいずれも

低い施設は、売却や貸付等の方針を決定したうえで施設廃止計画を策定し、市有資産の縮減を進

め施設に係る維持管理費の縮減を図っています。 

▼施設評価結果と施設保全計画・施設廃止計画の施設数 

施設評価結果 施設保全計画 

施設廃止計画 対象 内訳 

４４０ 

継続グループ ４１５ 
施設保全計画 対象 ２８８ 

〃 個別対応等 １２７ 

廃止グループ  ２５ 
施設廃止計画 策定済 １６ 

    当面保持  ９ 

▼施設廃止計画（平成２５年９月２６日総務委員会） 

施設名 
廃止（予定）時期 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

駅前文化ホール ☆ 

大岩住宅 ☆ 

新植田（旧）住宅 ☆ 

若葉寮 ☆ 

旧賀茂分団第三部 ☆ 

旧西郷分団中山部 ☆ 

旧嵩山分団第二部 ☆ 

旧谷川分団雲谷部 ☆ 

旧谷川分団原部 ☆ 

旧玉川分団第五部 ☆ 

旧岩西分団 ☆ 

旧松葉分団第二部 ☆ 

杉山分団第三部 ☆ 

旧生活家庭館 ☆ 

前芝地区市民館 ☆ 

旧勤労青少年ホーム ☆ 

（平成 25 年 9 月：施設廃止計画について）

（平成 25 年 9 月）
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（イ）施設の長寿命化 

＜豊橋市施設保全計画＞ 

豊橋市施設保全計画は、施設評価で継続グループに位置づけた施設を計画的な施設保全により

建築物の長寿命化を図るとともに財政負担の軽減を行い、さらに環境負荷の低減に配慮し省エネ

化・省資源化の推進を図るものです。 

長寿命化の手法については、下図のとおり不具合や故障が生じる前に対応する「予防保全」と

大規模な改修によって時代のニーズや劣化等に対応する「改良保全」を周期的に行うことにより、

耐用年数を４７年から８０年とします。保全を行う周期については、「予防保全」は１５年ごと、

「改良保全」は長期的に３０年ごととします。改良保全では、予防保全と併せた大規模改修を実

施することで、建築物の性能や機能水準の向上に努めます。残りの２０年は事後保全対応として

います。 

また、計画的な施設保全を行っていくうえで、施設間における優先度を決定する必要がありま

す。優先度は、行政機能の中枢や防災の拠点となるなど施設の果たす機能と内部価値による「施

設重要度」、建築物の機能や安全を確保するうえで重要な外壁や屋上等の基本部位による被害損

失の度合として「部位度合」、定期的に実施する施設点検により更新や修繕の必要性が高いなど

不具合度として「点検結果による度合」によって導きます。 

▼施設保全の工事周期イメージ図 

　　【施設保全の工事周期イメージ図（目標耐用年数８０年）】

15年間 15年間 15年間 15年間 20年間

初期機能水準

（竣工時）

15年 30年 45年 60年 80年

劣化度レベル（－）

経過年数

建替 建替
建替水準

建物機能水準

（改良保全後）

保全工事による建物性能・建物水準の維持 事後保全

経
年
劣
化

・予防保全 ・予防保全
・予防保全

・改良保全

・予防保全

・改良保全

機能面

性能面

向上度レベル（＋）
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②インフラ系施設の適正化 

（ア）施設保有量の適正化

道路や橋りょう、上下水道といったインフラ系施設は、市内全域にネットワーク化され、市民

の生活、経済産業の活動と密着しているため、保有量の適正化は難しい状況である中で、利用状

況などを踏まえた精査や検討を行っています。 

（イ）施設の長寿命化 

各施設で長寿命化の手法が異なっており、橋りょうと上下水道については以下のとおり長寿命

化等の手法を定めています。その他の施設については、平成３２年度までに策定する個別施設計

画の中で具体的な維持更新の手法を検討していきます。 

＜豊橋市橋梁長寿命化修繕計画＞

豊橋市橋梁長寿命化修繕計画は、本市が管理する橋りょうについて、市民へ提供するサービス

レベルの維持、コストの縮減と安全性・信頼性向上の両立を目的とし、将来的な財政負担の軽減

と道路交通の安全の確保を図ります。長寿命化の手法については、市内にある橋りょうのうち社

会生活への影響が大きく、かつ投資効果の高い長大橋(橋長１５ｍ以上）をはじめとした主要な

３３１橋を対象とし、５年ごとの定期点検により損傷状態を把握することで、従来行われてきた

損傷が深刻化してから対策を行う「事後保全」から、適切な時期に修繕を行い長持ちさせる「予

防保全」へ管理手法を転換します。 

また、主要な３３１橋に加え、残りの約１,０００橋の点検も実施しており、今後はすべての

橋りょうの長寿命化に取り組んでいきます。 
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＜豊橋市上下水道ビジョン＞ 

豊橋市上下水道ビジョンは、老朽化を迎える施設の計画的な改築・更新やその財源確保といっ

た課題に対応するため、本市の上下水道事業が目指すべき方向性を明らかにし、望ましい上下水

道の将来像を示すものです。その中で、水道は、平常時・非常時を問わず、市民生活や企業活動

にとって必要不可欠なライフラインであり、常に安定的な供給が求められているため、「安全・

安心な水を安定的に供給する水道」を目指し、緊急度や財源等の状況による優先度を考慮した「水

道施設整備事業」や「配水管整備事業」によって安定的な給水体制や災害に強い水道システムの

構築を推進します。また、下水道は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るために必要

な社会基盤であるため、「快適な暮らしに向けた安全・安心な下水道」を目指し、今後急増する

老朽施設の調査点検を実施し、適切な修繕、長寿命化を考慮した改築を行うなど、次世代に残す

下水道施設の適切な維持更新を図ります。 

○水道 

管路については、適切な管理によって緊急度の高いものから優先的に更新を行うとともに、高

耐久管に取り換えます。また、浄水場などの施設については、点検によって健全度を判断し適切

な修繕を行います。 

○下水道 

管きょについては、現時点では基本的な情報が不足していますが、今後は計画的な点検による

診断を実施し、適切な修繕や布設替えを行います。また、処理場などの施設については、点検に

よる調査を実施し、各設備の特性に応じた適切な管理手法へ転換を図り、長寿命化を実施します。 
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（３）長寿命化等による維持・更新費用の試算 

現在の公共施設等を今後も維持していく場合にかかる費用を試算すると、今までの管理方法によ

り更新を行った場合は年平均約３４９億円、長寿命化等による管理方法への転換を行った場合は年

平均約２６８億円となり、年平均約８１億円の削減効果が見込まれます。各施設の考え方は、次頁

以降に整理しています。 

▼維持・更新費用の試算結果の一覧 

区 分
長寿命化等 実施前 長寿命化等 実施後 削減効果

総額(５０年間) 年平均 総額(５０年間) 年平均 年平均

建物 約 4,700 約 94 約 3,890 約 78 約 16

橋りょう 約 660 約 13 約 360 約 7 約 6

道路 約 2,230 約 56 約 2,230 約 56 －

河川等 約 900 約 18 約 860 約 17 約 1

小計(一般会計分) 約 181 約 158 約 23

水道施設 約 3,150 約 63 約 1,930 約 39 約 24

下水道施設 約 5,240 約 105 約 3,550 約 71 約 34

総  計 約 349 約 268 約 81

【参考】試算における耐用年数について

▼長寿命化等による試算の耐用年数

区 分 法定耐用年数等
長寿命化等による

試算の耐用年数内 訳

建物 ４７年 ８０年

橋りょう ５０年 １００年

道路 １０年 －

河川等
河川・排水路等 － －

排水機場 ４５年 ５５年

水道施設

管路 ４０年 ６０年

施設

土木 ６０年 ８０年

建築 ５０年 ８０年

設備 １５年 ２５年

下水道施設

管きょ ５０年 ７５年

施設

土木 ５０年 ８０年

建築 ５０年 ８０年

設備
電気１７年

機械２０年
２５年

（注１）長寿命化の試算は行っていません。総額は４０年間で試算しています 

（注２）排水機場のみ長寿命化の試算を行っています 

（単位：億円） 

（注１） 

（注２） 

（注３） 

（注３）一部の施設で長寿命化等の試算を行っています
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＜建物の維持・更新費用試算＞ 

建物は、不具合や故障が生じる前に対応する「予防保全」と大規模な改修によって時代のニー

ズや劣化等に対応する「改良保全」を周期的に行う長寿命化により、耐用年数を４７年から８０

年に延長すると仮定して改修や建替えにおける費用を試算しています。その結果、５０年間の累

計金額は、約４,７００億円が約３,８９０億円となり、約８１０億円（年平均約１６億円）の削

減が見込まれます。 

▼建物の年度別事業費の比較 

≒4,700億円

≒3,890億円
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※公共駐車場、公衆トイレ等小規模施設、総合動植物公園、地域下水道処理場、市民病院、上下水道局は含んでいません

（平成 24 年 12 月：「豊橋市ファシリティマネジメント推進についての基本的な考え方」による）
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＜橋りょうの維持・更新費用試算＞ 

橋りょうは、市内にある約１，３００橋のうち主要な３３１橋について、従来行われてきた損

傷が深刻化してから対策を行う「事後保全」から、適切な時期に修繕を行い長持ちさせる「予防

保全」へ管理手法を転換させることにより、耐用年数を５０年から１００年に延長すると仮定し

て維持・更新費用を試算しています。その結果、５０年間の累計金額は、約４６０億円が約１６０

億円となり、約３００億円（年平均約６億円）の削減が見込まれます。 

なお、残りの約１,０００橋については、今後試算を行っていきますが、５０年間の累計金額

として約２００億円の費用を見込んでいます。 

▼主要な橋りょう（３３１橋）の年度別事業費の比較 

＜道路の維持・更新費用試算＞ 

道路は、橋りょうのような構造物ではなく長寿命化は困難であるため、路線を利用状況や重要

度に応じて区分し、点検・診断により状態を把握します。そして、道路に係る個別計画を策定し、

重要度の高い路線については計画的な保全に取り組んでいくとともに、道路パトロール等による

状況把握により補修等を行っていきます。そのため、総務省が公開する「更新費用試算ソフト」

により、全整備面積（未舗装除く。）の耐用年数を１５年（法定耐用年数１０年と一般的な供用

寿命（１２年～２０年）を勘案）と仮定して費用を試算しています。その結果、４０年間の累計

金額は、約２,２３０億円（年平均約５６億円）と試算されます。 

≒160億円

≒460億円

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0

5

10

15

20

25

30

35

H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40 H42 H44 H46 H48 H50 H52 H54 H56 H58 H60 H62 H64 H66 H68 H70 H72

事
業
費
累
計
（

億
円
）

事
業
費
（

億
円
）

予防保全型LCC（億円）
事後保全型LCC（億円）
予防保全型LCC（億円）(累計）
事後保全型LCC（億円）(累計）

（平成 24 年 3 月：豊橋市橋梁長寿命化修繕計画）
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＜河川等の維持・更新費用試算＞ 

排水機場は、使用状況などを踏まえ、２０年経過を目安に適正化事業による機能回復やストッ

クマネジメントによる施設の長寿命化により、耐用年数を４５年から５５年に延長すると仮定し

て維持・更新費用を試算しています。その結果、５０年間の累計金額は、約４５０億円が 

約４１０億円となり、約４０億円（年平均約１億円）の削減が見込まれます。 

なお、河川・排水路等の土木構造物は、自然に存在するものを整備したものであり、適切な維

持管理を行うことによって永続的に使用可能であるため、維持・更新費用の過去１０年の実績を

もとに１年間の費用を試算し、５０年間の累計金額として約４５０億円を見込んでいます。 

▼排水機場の年度別管理費用の比較 
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＜水道施設の維持・更新費用試算＞ 

管路は厚生労働省のアセットマネジメント「簡易支援ツール」により耐用年数を４０年から 

６０年（１．５倍）に延長すると仮定し、施設は耐用年数を土木が６０年から８０年、建築が 

５０年から８０年、設備が１５年から２５年に延長すると仮定して更新費用を試算しています。

その結果、５０年間の累計金額は、管路は約２,６７０億円が約１,６８０億円、施設は約４８０

億円が約２５０億円となり、合わせて約１,２２０億円（年平均約２４億円）の削減が見込まれ

ます。 

▼管路の年度別事業費の比較 

▼施設の年度別事業費の比較 
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＜下水道施設の維持・更新費用試算＞ 

管きょは今後ストックマネジメント計画を策定予定であり、長寿命化による費用の試算をまだ

行っていませんが、耐用年数を５０年から７５年（１．５倍）に延長すると仮定して更新費用を

試算しています。施設は耐用年数を土木・建築が５０年から８０年、電気設備が１７年から２５

年、機械設備が２０年から２５年に延長すると仮定して更新費用を試算しています。その結果、

５０年間の累計金額は、管きょは約２,９４０億円が約１,７９０億円、施設は約２,３００億円

が約１,７６０億円となり、合わせて約１,６９０億円（年平均約３４億円）の削減が見込まれま

す。 

▼管きょの年度別事業費の比較 

▼施設の年度別事業費の比較
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２．将来人口の推計                           

本市の人口は今後減少に向かい、「豊橋市人口ビジョン」において、平成７２年時点で低位推移

では３０万人を割り込み、中位推移では３０万９千人、高位推移では３２万８千人になるものと推

計しています。 

▼本市の人口推計

H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72 

低位推移 376,665 376,000 372,000 366,000 359,000 349,000 338,000 326,000 314,000 301,000 287,000

中位推移 376,665 376,000 372,000 367,000 361,000 354,000 346,000 337,000 328,000 319,000 309,000

高位推移 376,665 376,000 372,000 368,000 364,000 360,000 354,000 347,000 341,000 334,000 328,000
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（平成27年：豊橋市人口ビジョン） 
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ここでは中位推移を用いて将来の人口と年齢構成を考えます。 

年少人口（０歳～１４歳）、生産年齢人口（１５歳～６４歳）、老年人口（６５歳以上）の年齢

構成については、老年人口は平成６２年まで増加傾向を辿り、年少人口、生産年齢人口は、減少傾

向にあるため、高齢化率が上昇していくと推計しています。 

▼中位推移における年齢３区分別人口

▼中位推移における年齢３区分別人口・構成比推移 
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※人口総数は端数処理により、年齢3区分別人口の合計と一致しない場合があります 
（平成27年：豊橋市人口ビジョン） 

（平成27年：豊橋市人口ビジョン） 

※小数点第２位を四捨五入しているため、個々の値の合計が１００にならない場合があります 
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平成２２年の老年人口は、全体の約２０％を占めており、市民５人に対して１人程度が６５歳以

上で、生産年齢人口３人で６５歳以上１人を支える状況でした。しかし、前述のとおり人口が推移

すると、平成４７年には、老年人口が全体の約３０％を占め市民３人に対して１人程度が６５歳以

上、言い換えれば生産年齢人口２人で６５歳以上１人を支える状況となります。

▼年齢構成割合の変化のイメージ図 

平成２２年            平成４７年            平成７２年 

さらに、平成４７年の人口は平成８年の人口に近い状況となりますが、年齢構成が大きく変化し

ており、本市が保有する建物の面積は平成８年から大きく増えています。 

▼平成８年の人口総数・建物面積との比較 
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※人口はH8が「豊橋市統計書」、H47が「豊橋市人口ビジョン（中位推移）」を用いています 
※建物面積は「財産に関する調書」を用いています 
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３．今後の財政状況等                          

（１）予算・決算の状況 

本市の会計には、福祉や教育、道路整備など広く市民の方々に関わる事業を行う「一般会計」と、

国民健康保険など特定の事業を独立して運営を行う「特別会計」、民間企業と同じ経理方式で運営

を行う「企業会計」があります。また、一般会計と特別会計、企業会計は繰出金、繰入金といった

関係があります。

特別会計と企業会計を含めた豊橋市全体の当初予算額は、平成元年度は約１,４４０億円でした

が、平成２６年度は約２,６００億円と１．８倍の予算規模となっています。 

また、一般会計の決算の状況では、投資的経費は減少傾向にあるものの、物件費等や扶助費、繰

出金は増加傾向にあり、特に扶助費の増加が顕著になっています。 

▼投資的経費など決算額（一般会計）の推移 
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※人件費は、市職員の給与や退職金、議員や各種委員の報酬などの経費 

※物件費等は、物件費（物品の購入や光熱水費などの経費）、補助費等（団体等への補助金などの経費）など 

※投資的経費は、道路や学校など将来残るものの形成に支出される経費

※扶助費は、社会福祉関係の法令にもとづいて支出される経費。子ども医療費助成など市独自の福祉施策の経費

も含みます

※繰出金は、一般会計から特別会計や企業会計へ支出される経費

※公債費は、地方債（市債）の元利償還金と一時借入金利子
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（２）今後の財政見通し 

歳出については、少子高齢化、公共施設等の老朽化への対応などにより、扶助費や公共施設等の

維持管理などに要する費用のさらなる増加が見込まれます。一方、歳入については、生産年齢人口

が大きく減少し、このことが課税所得を押し下げる要因となることから、将来的に税収の減少が予

測されます。こうした厳しい財政状況にあっては、公共施設等の更新、改修費用等の捻出は困

難であると予測しています。

▼一般会計歳出総額の今後の見通し

▼市税（歳入）・公債費（歳出）及び財政調整基金の今後の見通し 
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（平成 28 年 3 月：豊橋市行財政改革プラン）

注：H26 年度は決算額。 H27 年度は現計予算。 H28 年度は当初予算。Ｈ29年度からは財政見通しによる。 

（平成 28 年 3 月：豊橋市行財政改革プラン）

注：H26 年度は決算額。 H27 年度は現計予算。 H28 年度は当初予算。Ｈ29年度からは財政見通しによる。 

※義務的経費は、人件費、扶助費、公債費のように支出が法令などで義務付けられ任意に縮減できない性質の経費

※投資的経費は、道路の整備や施設建設など、将来にわたる資産の形成のための工事費や用地取得費などの経費（普通建

設事業費を含みます）

※公債費は、地方債（市債）の元利償還金と一時借入金利子

※財政調整基金は、年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金
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４．課題のまとめ                            

本市では、建物系施設について厳しい財政状況や老朽化による大量の建替え需要を踏まえ、計画

的に維持更新を行うため策定した「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」にもとづき、

施設の廃止決定や長寿命化を図るなど様々な施策を実施しています。また、インフラ系施設につい

ても、橋りょうなど一部の施設は、長寿命化修繕計画等を策定し、事後的な保全から計画的な保全

へと管理手法を転換して施設の長寿命化に取り組んでいる状況です。 

本市の建物系施設の保有量は、中核市の中で平均的な状況となっているものの、長期的な視点で

将来を見据えると、少子高齢化や人口減少が進むことによって利用需要が変化するとともに、生産

年齢人口の減少に伴う税収の減少や高齢化の進展に伴う扶助費の増加が予想され、インフラを含め

た公共施設等の維持・更新費用（一般会計分）は、長寿命化等を実施したとしても現状の約２倍（次

頁参照）必要になると見込まれる状況です。

このような厳しい状況の中で現在の公共施設等をすべて保有し続ける場合、長寿命化等による維

持・更新費用の縮減や、土地の売却や貸付による歳入の確保を実施しても十分でなく、必要な行政

サービスの提供が困難になると予想されます。今後は、必要なサービスや機能を維持しながら、効

果的・効率的な事業運営によるコスト削減の取組や施設保有量の削減に向けた取組を今まで以上に

加速させることが必要になると考えられます。

以上を踏まえて、公共施設等の長期的な課題を次のとおり整理します。

①建物系施設の課題 

建物系施設は、これまで人口増加や利用需要の変化に対応するため整備を進めてきましたが、

施設の老朽化や人口の減少が進む中で、質と量の適正化が必要になります。

量の適正化（保有量の削減）については、人口減少や少子高齢化が生活環境や利用需要の変化

の要因となり、施設の必要性や有効性に影響を及ぼしますが、本市では学校と市営住宅の延べ面

積が全体の５割以上を占めている状況や、校区を単位とした地域コミュニティ形成の推進等の特

徴があることから、総量を一律に減らすことは現実的でありません。このため、将来の公共施設

のあり方を市民の方々と情報共有を図ったうえで議論を重ね、ともに考え、最適化を図ることが

重要であると考えます。

また、市民館、地区体育館といった校区や地域に設置された施設については、各校区の人口の

動向を注視し、効果的・効率的な活用を行うとともに、立地適正化計画など他の施策と連携して

適正化を図る必要があります。文化施設やスポーツ施設など面積の大きい全市的な施設について

は、広域的利用の観点を持ち、隣接する市町村との相互利用を視野に入れた有効活用と維持管理

費の軽減を図る必要があります。

そして、質の適正化については、予防的な保全による長寿命化や改良保全による機能の向上や
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利用満足度の向上、施設の安全確保など質の向上にも引き続き取り組みながら、指定管理者制度

やＰＰＰ／ＰＦＩ等の民間の資金、ノウハウ等を活用して効果的・効率的な施設の更新や管理運

営を積極的に行う必要があります。 

②インフラ系施設の課題 

橋りょうをはじめとした一部の施設は、長寿命化修繕計画等を策定し、事後的な保全から計画

的な保全を行う管理手法の転換により施設の長寿命化に取り組んでいる状況です。しかし、古い

施設ほど建設年度、構造形式、使用材料などの情報がなく、老朽化による劣化や損傷等の進展状

況などを把握するうえで必要な情報が不明な施設も多く存在している状況です。

インフラ系施設は、市民の生活、経済産業の活動を支える重要な社会基盤であるため、高度経

済成長期以降に集中的に整備してきた施設の老朽化が進行する中、利用状況などを踏まえて必要

性を精査・検討したうえで安全な状態を維持し続けることが重要な課題となります。また、市内

全域にネットワーク化されているため廃止や統合は困難ですが、将来負担の軽減を図るためには

保有量の適正化も必要です。 

施設の長寿命化に際しては、建物系施設とは違い、道路や橋りょう、上下水道、河川といった

施設ごとに特性や諸元が異なるうえ、利用状況、設置された環境等によって劣化や損傷の進行が

大きく異なっていることから、現状を把握して適切な管理を行う必要があります。 

また、水道などのライフラインは災害時に特に重要であるため、長寿命化だけでなく配水管等

の耐震化や配水ルートの多系統化などの整備を進める必要があります。さらに、海岸・河川堤防

の機能強化、緊急輸送道路等の防災対策なども必要です。 

【参考】維持・更新費用の比較 

前述の維持・更新費用の試算（P.25）における一般会計分の費用は、長寿命化実施前では年平均が

約１８１億円、長寿命化実施後は約１５８億円となっています。一方で、過去５年間の維持・更新費

用は約８５億円であることから、長寿命化を実施したとしても約２倍の費用が必要になります。これ

らの費用を単純に比較すると約４６％の施設が維持できなくなると計算されます。 

▼維持・更新費用の比較（一般会計） 

※過去５年平均については、平成２２年度から平成２６年度までの決算額を用いており、投資的経費から工事費など維持・

更新に必要となる金額（人件費などを除く土木・建築分）を抽出して算出しています

約85億円

約158億円

約181億円

0 50 100 150 200

過去５年平均

今後５０年平均

(長寿命化実施後)

今後５０年平均

(長寿命化実施前)

（億円）

約７３億円（約４６％）

約２３億円
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１．公共施設等の最適化について                     

（１）最適化に向けた基本認識 

本市が保有する公共施設等の最適化に向けては、これまで建物系施設の適正管理に取り組んでき

た特徴を活かし、「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」の５つの柱をインフラまで拡

大するとともに、立地の適正化1や広域連携、民間活用の考え方などを加え、取組を更に発展させ

ていくことが最も効果的・効率的であると考えます。よって、既存の方針を更に進化させた「豊橋

市公共施設等総合管理方針」を策定することで公共施設等の最適化を目指します。

▼豊橋市公共施設等総合管理方針策定のイメージ図 

1 居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地誘導によるコンパクトなまちづくりを進める考え方 

豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針 取組の方向性

　○施設評価 【建物系施設】

　○施設保全計画 　① 遊休空間等の有効活用

　○施設廃止計画 　② 施設の長寿命化

　③ 施設の複合化、集約化

人口ビジョン（校区別人口推計）

　◇立地適正化（コンパクトシティ）

施設の有効活用

　◇広域連携による有効活用

　◇民間施設・活力の活用

　◇施設評価の改善

公共施設等総合管理計画の策定要請【国】

豊橋市公共施設等総合管理方針 取組の方向性

　◇従来の方針を発展的に踏襲 【建物系施設】 【インフラ系施設（新）】

　１ 統廃合等の推進 　１ 保有量の適正化

　２ 遊休空間等の有効活用 　２ 施設の長寿命化

　３ 施設の長寿命化 　３ 災害に備えた強靭化

　◇新たにインフラ系施設を追加

５つの柱の踏襲・発展

【１】施設情報の一元化及び共有化

【２】施設評価の実施

【３】市有資産の適正管理

【４】管理運営の適正化

【５】職員の意識向上
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（２）方針の体系 

本方針では、時代に応じた適正かつ安全・安心な公共施設等を提供するとともに維持可能なまち

づくりに寄与するため、「公共施設等の最適化」を目的とし、「維持・更新費用の増加抑制と財源

確保」を目標とします。

そして、目標の達成に向けた施策として、安全で安心な状態の確保や利用満足度の向上など「質」

の適正化と施設保有量の削減といった「量」の適正化を方向性とし、従来の「豊橋市ファシリティ

マネジメント推進基本方針」を踏襲・発展させた５つの柱を実施していきます。

具体的には、建物系施設は「統廃合等の推進」「遊休空間等の有効活用」「施設の長寿命化」に

より、インフラ系施設は「保有量の適正化」「施設の長寿命化」「災害に備えた強靭化」により前

章で述べた課題に対応していきます。

▼豊橋市公共施設等総合管理方針の体系図 

目 標 維持・更新費用の増加抑制と財源確保 

公共施設等の最適化 

「時代に応じた適正かつ安全・安心な公共施設等の提供」 

「維持可能なまちづくり」 

方針の目的 

「質」と「量」の適正化 施策の方向性 

【１】施設情報の一元化及び共有化 

【２】施設評価の実施 

【３】市有資産の適正管理 

【４】管理運営の適正化 

【５】職員の意識向上 

施 策（５つの柱） 

１ 統廃合等の推進 

２ 遊休空間等の有効活用 

３ 施設の長寿命化

１ 保有量の適正化 

２ 施設の長寿命化 

３ 災害に備えた強靭化

建

物

系

イ
ン
フ
ラ
系
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（３）目標について 

 ①平成４７年度前後の維持・更新費用 

 前章では、今後５０年間の維持・更新費用（一般会計分）は、長寿命化を実施したとしてもこ

れまでの約２倍必要になる試算となりました。一方、本方針の目標年次である平成４７年度前後

を比較してみると、長寿命化実施後（耐用年数４７年から８０年）の建物の維持・更新費用は、

以下のとおり平成４７年度までの間は比較的少なくなるものの、平成４８年度以降は増加してい

きます。 

▼建物の維持・更新費用の比較 

また、一般会計分の維持・更新費用について、長寿命化実施後の今後５０年間の年平均は

約１５８億円と見込まれます。そのうち、平成４７年度までの期間については年平均が約１３０

億円で、過去５年間の年平均の約８５億円との差が約４５億円と試算され、平成４８年度以降の

期間については年平均が約１８８億円で過去５年間の年平均との差が約１０３億円と試算され

ます。
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▼一般会計分の維持・更新費用の比較（平成４７年度前後の比較） 

②具体的な目標 

  本市では、長寿命化対策を行っても多額の公共施設等の維持・更新費用が必要となっています。

平成４７年度までの維持・更新費用は、長寿命化によって更新時期を延伸させることで平成４８

年度以降と比べて少なくなるものの、現在よりも増加する見込みです（一般会計で年平均約４５

億円の増加）。そして、平成４８年度以降は、長寿命化を行った施設の多くが更新時期を迎える

ため、維持・更新費用が更に増加する見込みとなっています。 

よって、今後新たに必要となる維持・更新に必要な費用を確保するため、約４５億円の財源確

保または経費の抑制を図ることで公共施設等の最適化を目指し、後世にわたる負担を軽減して維

持可能なまちづくりに寄与します。 

▼目標設定のイメージ図

約85億円

約188億円

約130億円

約158億円

約181億円

50 100 150 200

過去５年平均

平成４８年度以降の平均

平成４７年度までの平均

今後５０年平均

（長寿命化実施後）

今後５０年平均

（長寿命化実施前）

億円

約45億円
約103億円

現在の維持・更新費用

（過去５年平均）

平成４７年度までの維持・更新費用

（長寿命化実施後・年平均）

約８５億円

約１３０億円
【目標】

約４５億円

【平成４７年度までの維持・更新費用】 

約４５億円／年の確保 

具体的な目標

（一般会計）
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２．建物系施設の施策                          

（１）５つの柱の踏襲・発展 

建物系施設は、従来から取り組んできたファシリティマネジメントの５つの柱をベースに、広域

連携による有効活用や民間活用などの取組を新たに加えることで「質」と「量」の適正化を推進し

ます。

▼建物系施設の５つの柱 

【１】施設情
報の一元化及
び共有化

【２】施設
評価の実施

【３】市有
資産の適正

管理

【４】管理
運営の適正

化

【５】職員
の意識向上

①建物及び土地情報の一元化

②建物及び土地情報の共有化

③市民との情報共有 ⇒ 新規追加

①施設調査の実施

②客観的・総合的な評価

③継続的な施設評価

①施設分析にもとづく維持管理コス

ト最適化の推進

②環境に配慮した施設運営の実施

③類似施設間の状況が確認できる

環境づくり

④利用者目線に立った施設運営の 

実施 ⇒ 新規追加

新規追加

①市有資産の適正化と施設配置の

集約化

②新規設置（建設）における適正化

の実施

③計画的な施設改修の実施

④計画保全の実施

⑤広域連携における施設の有効活用 

⑥立地の適正化の考え方を踏まえた

施設配置 

⑦民間施設・活力の活用 

①講習会の実施

②施設管理意識の醸成

③施設状況の把握
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（２）具体的な取組 

①５つの柱 

① 建物及び土地情報の一元化

・保全マネジメントシステムを活用し、各施設における建物の構造、面積、建設年度、敷地

面積等の基本情報の一元化を行います。 

② 建物及び土地情報の共有化 

・一元化により各課においてすべての施設情報の閲覧を可能にし、市有資産の情報共有を

行います。 

③ 市民との情報共有 

・施設情報をわかりやすくまとめた施設白書等を活用し、施設利用者や地域住民など市民

の方々に最適化の取組等の共通認識を持ってもらえるよう情報の共有を行います。 

① 施設調査の実施 

・同じ視点で施設の状況把握を行い、市民ニーズや行政サービスの観点から「必要性・有効

性等」を定期的に調査し、併せてヒアリングや現場調査も実施します。 

② 客観的・総合的な評価 

・調査票及びヒアリングの統一的な内容にもとづき施設評価を実施します。 

・施設の特性、社会情勢や利用ニーズなどを踏まえ、その時々に見合った観点での評価を実

施します。 

③ 継続的な施設評価 

・社会情勢の変化、施設の利用特性などを判断するために一定期間（周期）ごとに施設評価

を継続して実施します。 

① 市有資産の適正化と施設配置の集約化 

・今後の人口減少や年齢構成の変化、市民ニーズや社会情勢の変化、維持管理コストの抑制

などを考慮し、既存施設の見直しと、統合や施設の複合化などにより、市有資産の有効活

用を図ります。 

【３】 市有資産の適正管理 

【２】 施設評価の実施 

【１】 施設情報の一元化及び共有化 
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・既存の遊休資産（建物、土地）や将来的に利用が見込めない資産（建物、土地）の積極的

な売却や貸付を視野に入れ、市有資産の縮減と収入確保に努めます。 

・施設における遊休空間については、貸付や用途変更等の有効活用を推進します。 

・道路整備や施設建設などの整備予定地については、関係課の管理を基本として事業計画に

沿った適正な管理と暫定期間の貸付等による有効活用を推進します。 

② 新規設置（建設）施設における適正化の実施 

・新規の施設整備については、ライフサイクルコスト1削減のため計画や設計段階から、長

寿命化、コスト削減対策、環境配慮などについて検討し、建設や維持管理に至るまでの適

正化に努めます。 

③ 計画的な施設改修の実施 

・長期に活用する施設においては、予算の平準化を踏まえた計画的な施設改修を実施します。

また、自然エネルギー等の有効活用など維持管理費の削減と安全で快適に利用できる施設

やサービスの提供を目指します。 

④ 計画保全の実施 

・これまで所管ごとに予算化されていた修繕費等を段階的に集約し、事後保全から予防保全

への対応を実施し、計画的かつ効率的な建物の維持管理及び長寿命化に取り組みます。 

 ⑤ 広域連携における施設の有効活用 

・文化施設やスポーツ施設など市域やエリアをカバーする施設については、広域的利用の観

点から、隣接する市町村との相互利用を視野に入れ、本市を含め近隣市町村の施設の有効

活用、維持管理費の軽減を検討します。 

 ⑥ 立地の適正化の考え方を踏まえた施設配置 

・施設の新規建設や建替え時には、「歩いて暮らせるまち」を推進するため、立地の適正化

の考え方を踏まえた施設配置を検討し、利便性の向上を図ります。 

⑦ 民間施設・活力の活用 

・市営住宅を含めた市有資産（建物）について、利用用途により民間にも多く存在している

施設は、市が保有することにこだわらず積極的に賃貸等を活用することで、地域の活性化

と市有資産の適正化に努めます。 

・指定管理者制度やＰＰＰ／ＰＦＩ等民間の資金、ノウハウ等を活用して、公共施設等の維

持管理や更新を効果的かつ効率的に行います。 

1 計画・設計・施工から維持管理、最終的な解体・廃棄までに要する費用の総額
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① 施設分析にもとづく維持管理コスト最適化の推進 

・施設の維持管理コストの経年比較や類似施設の標準値との比較などによりコストの最適化

に取り組みます。 

② 環境に配慮した施設運営の実施 

・維持管理コストの最適化を図るためＥＳＣＯ事業1やＢＥＭＳ2の導入を検討し、緑化など

環境に配慮した施設を目指し、積極的に環境対策に取り組みます。 

③ 類似施設間の状況が確認できる環境づくり 

・各施設の現状や施設評価結果を所管課に情報提供し、全体の施設における個別施設の位置

づけを明確にすることで、違いや特性を見出し施設の有効活用に寄与する環境づくりを進

めます。 

④ 利用者目線に立った施設運営の実施 

・効果的かつ効率的な施設運営を図るため、アンケートなどを活用して利用者の声を把握し

ます。 

① 講習会の実施 

・職員が一丸となってファシリティマネジメントを推進していくために継続的に講習会を開

催し、ファシリティマネジメントの必要性、有効性を発信し職員一人ひとりのコスト意識、

市民サービス意識向上を図ります。 

② 施設管理意識の醸成 

・施設利用者の安全性を確保し、サービスを提供するという観点から施設管理を行うという

意識の醸成を図るため、施設管理者を対象とした講習会を開催します。 

③ 施設状況の把握 

・施設管理において必要に応じ資産経営課にてヒアリングや現場確認を行い、施設管理に関

する助言や提案を行うことにより職員の意識向上を図ります。 

1 民間の企業活動として省エネルギーを行い、ビルオーナーにエネルギーサービスを提供する事業

2 ビル管理システムのことで、ビルの機器・設備等の運転管理によってエネルギー消費量の削減を図る

【５】 職員の意識向上 

【４】 管理運営の適正化 
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②施設適正化フロー 

「質」と「量」の適正化を着実に推進するため、施設評価を軸とした施設適正化フローにより

継続的に施設を精査していきます。

なお、今後の施設評価については、平成２９年度より実施し、本方針の上位計画である豊橋市

総合計画の見直しに合わせて５年のサイクルを基本に実施していきます。

▼建物系施設の施設適正化フロー 

施設運営

施設評価

運営方針

運営改善

施設評価については、従来どおり一次評価、二次評価を実施していきます。利用状況等に対する施設の必要性・有

効性をより的確に捉えるため、コスト評価（維持管理経費比較）、資産活用評価（利用度比較）や利用者数の推移・

見込みなど施設の特性に合った評価項目を加えて実施します。今後においても、固定的（一律的）な評価ではなく社

会情勢や利用ニーズなどを踏まえ、その時代に見合った評価項目を取り入れることで、評価の適正化を図ることとし

ます。

（長寿命化）

改善見込みなし

「質」と「量」の

適正化

廃止

施設廃止

用途変更

改善

廃止計画

解体・売却

・一次評価

・二次評価

施設評価

・適正管理

・利用向上

施設運営

施設

保全計画
継続

複合化・集約化

施設保全
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（３）取組の方向性 

「質」と「量」の適正化に向けた建物系施設の取組の方向性を以下のとおり示します。

 １  統廃合等の推進

地域コミュニティ形成の推進など本市の特徴を踏まえると、総量を一律に減らすことは現実的

でありませんが、機能を維持させたうえでの統合や利用需要の少ない施設、設置効果が少ない施

設、民間と競合する施設などの廃止は可能と考えます。

統廃合の実施にあたっては、施設評価により必要性を精査するとともに、校区別人口の動向や

立地の適正化などの考え方を踏まえて、複数の目的や機能を持たせる複合化、同じ目的や機能を

持つ施設の集約化、民間の施設や活力の活用、広域連携による施設の共同利用などを検討します。

また、新たな行政需要には、転用、複合化、類似する機能の統合など既存施設の活用を基本と

して対応していくこととします。 

▼複合化のイメージ図 

▼集約化のイメージ図 

 ２  遊休空間等の有効活用

学校における空き教室といった施設の遊休空間については、これまでも有効活用に向けた方向

性を示しており、今後も複合化や多機能化による有効活用を積極的に推進し、効率的な施設運営

を行います。また、統廃合によって機能を失う施設についても、用途変更による有効活用を推進

します。

小学校 市民館 複合施設

市民館

小学校

市民館Ａ 集約施設

市民館

市民館Ｂ

目的や機能が異なる施設を統合し、それぞれの機能を有した複合施設を整備

目的や機能が同じ施設を統合し、一体の施設を整備
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▼多機能化のイメージ図 

▼用途変更のイメージ図 

 ３  施設の長寿命化

継続して使用する建物については、「豊橋市施設保全計画」にもとづく予防保全や改良保全な

どの計画的な施設保全により施設の長寿命化を図り、維持・更新費用の将来負担を軽減します。

▼施設保全の分類 

施設保全

・修繕、更新

・運転、保守

・清掃

・点検

維持保全

・改修

・模様替え

改良保全

予防保全 事後保全

施設保全には、その意図するところにより、建設当初の性能・機能を維持するために行う「維持保全」と時

代に応じて変化する要求性能などに対応して改良するために行う「改良保全」に分類されます。また、維持保

全には日常点検や法定点検そして清掃等の日常的な内容も含まれ、維持保全を別の角度から分類すると「予防

保全」と「事後保全」があります。 

市民館 福祉センター

既存施設を別の機能をもつ施設に転用する

小学校 児童クラブ 小学校

児童クラブ

既存施設の一部に新たな機能をもたせる
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３．インフラ系施設の施策                        

（１）５つの柱の新設 

インフラ系施設は、建物系施設の５つの柱をベースにインフラ系施設の特性に合った取組を継続

的に行って「質」と「量」の適正化を推進します。

▼インフラ系施設の５つの柱 

【１】施設
情報の一元
化及び共有

化

【２】施設
評価の実施

【３】市有
資産の適正

管理

【４】管理
運営の適正

化

【５】職員
の意識向上

①インフラ情報の一元化

②インフラ情報の共有化

③市民との情報共有

①市有資産の適正化

②維持管理の容易な構造の選択

③予防保全型維持管理への対応

①環境に配慮した施設運営の実施

②施設の状況把握

③地域連携による状況管理

①総合的な評価

②継続的な施設評価

①技術継承の実施

②専門的技術（知識）の向上

③施設管理意識の醸成
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（２）具体的な取組 

①５つの柱 

① インフラ情報の一元化 

・施設ごとに、基本情報、点検、診断、修繕及び更新の取組を通じて得られた施設情報や対

策履歴等の情報の一元化を行い、次期点検と診断に活用します。 

② インフラ情報の共有化 

・各施設所管課は、施設情報や工事などに係る情報の共有を行い、効率的な工事等の実施に

努めます。 

③ 市民との情報共有 

・施設情報をわかりやすくまとめ、市民の方々に最適化の取組等の共通認識を持ってもらえ

るよう情報の共有を行います。 

① 総合的な評価 

・各施設が果たしている役割、機能、利用状況、重要性等を再確認したうえで、施設の必要

性を判断します。 

② 継続的な施設評価 

・社会構造の変化に対応するために一定期間（周期）ごとに施設評価を継続して実施します。 

① 市有資産の適正化 

・社会情勢の変化に応じた質的向上や用途変更などを図る一方、必要性が認められない施設

については、廃止を進めるなどの取組を進めます。 

・長期的な既存の計画については、必要性の再確認を行うとともに計画の見直しを検討し、

今後発生する費用を抑制します。 

② 維持管理の容易な構造の選択 

・新設や更新時には、維持管理が容易な構造を採用するほか、修繕時には、利用条件や設置

環境等の各施設の特性を考慮するなど、合理的な対策を選択します。 

【３】 市有資産の適正管理 

【２】 施設評価の実施 

【１】 施設情報の一元化及び共有化 
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③ 予防保全型維持管理への対応 

・従来の事後保全型の維持管理から、施設の特性を考慮のうえ、安全性や経済性を踏まえつ

つ、予防保全型の維持管理への対応を実施し、長寿命化を図ります。 

① 環境に配慮した施設運営の実施

・状況に応じた機械の運転方法の変更などにより、効率的な施設運営を行うことで、エネル

ギー削減に努めます。 

・緑化など環境対策に取り組み、良好な都市環境などの形成に努めます。 

② 施設の状況把握 

・計画的な点検だけでなく健全度に応じ、適宜見回るなど施設の状況を確認します。 

③ 地域連携による状況管理 

・事故等を未然に防ぐことができるように、地域との連絡体制を構築し、インフラの異変を

迅速に把握できる環境を作ります。 

① 技術継承の実施

・職員自らが得た技術や技能、知識について、職場内研修を行うことにより、円滑に継承で

きる体制を作ります。 

② 専門的技術（知識）の向上 

・技術的な情報やコスト意識に関する研修を全庁的に行うことで、職員の意識の向上を図り

ます。 

③ 施設管理意識の醸成 

・施設の安全性について考えるとともに、安全で安心なインフラ機能を確保、提供するとい

う意識醸成に努めます。 

【５】 職員の意識向上 

【４】 管理運営の適正化 
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②施設適正化フロー 

「質」と「量」の適正化を着実に推進するため、施設評価を軸とした施設適正化フローにより

継続的に施設を精査していきます。

▼施設適正化フロー（橋りょうの例） 

インフラ系の施設評価については、点検結果にもとづく健全度や施設の重要性等を加味し、定期的に実施すること

としますが、具体的な内容や手法については個別施設計画の策定や改訂に併せ検討していきます。

「質」と「量」の

適正化

・適正管理

・状況把握

施設運営

・健全度

・重要性等

施設評価廃止 施設保全継続 長寿命化修繕計画

施設廃止・集約化

（長寿命化）
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（３）取組の方向性 

「質」と「量」の適正化に向けたインフラ系施設の取組の方向性を以下のとおり示します。

 １  保有量の適正化

インフラ系施設は、総量が多く更新費や維持管理費も多額の費用が必要となりますが、市内全

域にネットワーク化されており統合や廃止が困難です。しかし、将来負担の軽減を図るためには

保有量の適正化も必要であるため、インフラ系施設においても「健全度」や「重要度」などの項

目による施設評価を実施し、社会構造の変化に伴う利用状況、役割、求められる機能を踏まえた

適正な配置を検討していきます。

 ２  施設の長寿命化

点検・診断により状態を把握し、計画的な保全によって長寿命化を進めて大規模な修繕や更新

を回避し、維持管理・更新等に係るトータルコストを縮減して将来負担の軽減を図ります。

また、安全な状態を維持するため、施設の特性を考慮した定期的な点検・診断により施設の健

全度を正確に把握・記録して次の点検へつなげるメンテナンスサイクルを構築します。 

 ３  災害に備えた強靭化

地震や台風などの災害による市民生活への影響を最小限に抑えるため、海岸・河川堤防の機能

強化、緊急輸送道路等の防災対策、上下水道施設の耐震化などを推進し、「災害に強いまち」を

目指します。 
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４．取組体制                              

これまで本市では、建物系施設のファシリティマネジメントの推進にあたり、全庁的な取組体制

としてファシリティマネジメント推進会議とファシリティマネジメント統括部門（FM 統括部門）

の専任部署を設置し、建物の有効活用、効率的な維持管理等を総合的に企画・管理・運用するとと

もに、建物施設に関する情報を一元管理する体制を構築してきました。

今後は、この体制の対象範囲にインフラ系施設を加え、公共施設等を総合的に管理して効率的な

維持管理を行っていきます。建物系施設の個別施設計画（施設保全計画）についてはファシリティ

マネジメント統括部門が管理を行い、建物系施設の一部（市営住宅、市民病院、競輪場）とインフ

ラ系施設の個別施設計画については各所管部局が作成し管理していきます。

▼取組体制のイメージ図 

調整依頼

情報共有

・施設情報等の管理

・工事等の予算要求

・個別施設計画の作成と管理

インフラ所管課（一般会計）

・施設情報等の管理

・個別施設計画の作成と管理

インフラ所管課（企業会計）

・建物情報の入力

・施設保全計画にもとづく予

算要求

・工事等の予算要求

建物所管課

（インフラ部門）

調整

・工事費見積り

建築部門

調整

（建物部門）

・本方針の管理

・建物情報の一元管理

・個別施設計画（施設保全計

画）の管理

・経費の平準化

FM 統括部門

・効率的な予算の執行

・中期財政見通し

・予算査定と内示

財務部門

調整

指示

相談

見積

政策会議

ファシリティマネジメント推進会議

指示報告

指示・承認提案・報告
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５．留意事項                             

①方針の見直し 

本方針が長期間の方針であることを踏まえて、人口動向、社会経済情勢、財政状況などが策定

時点と著しい乖離
か い り

が見込まれる場合には、方針期間内であっても必要に応じて内容を見直します。 

②公共施設等に関する情報開示 

公共施設等を利用し、または支えている多くの市民と行政が問題意識を共有し、将来の施設の

あるべき姿について幅広い議論を進めるため、今後作成する施設白書などを通して施設に関する

情報を積極的に開示していきます。 

③個別施設計画の策定 

本方針にもとづき施設ごとの具体的な対応を定める個別施設計画については、建物系施設は

「豊橋市施設保全計画」「豊橋市市営住宅ストック総合活用計画」、インフラ系施設は「豊橋市

橋梁長寿命化修繕計画」などが該当し、現在未策定の施設については平成３２年度までの策定を

予定しています。 

④インフラ統括部門の設置検討 

インフラ系施設の最適化を実現するため、インフラ系部門を横断的に統括し、情報共有やイン

フラの適正管理を一体的に行う体制の構築を検討します。
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第４章 最適化を実現するための重要な取組      

     １．最適化を実現するための重要な取組について 

 ２．小中学校              

         ３．市営住宅 
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１．最適化を実現するための重要な取組について              

今後、公共施設のあり方を考えていくうえでは、市全体の人口の見通しだけでなく校区の人口の

見通しも重要になってくると考えられます。本市が独自に推計を行った校区別人口推計（参考資料）

によれば、現在から平成４７年にかけて小学校区５２校区のうち３８の校区で人口減少傾向を示す

結果となっています。その度合いは地域によって様々ですが、それぞれの地域において、自分たち

の暮らす校区の人口の見通しについて認識を深め、今後の校区活動のあり方等の地域課題について

議論をし、早目の対策に努めることが必要になっていることに変わりはありません。 

また、こうした人口減少傾向は、地域に立地する公共施設の利用者数を減少させる方向へ作用し

ます。利用者数の減少により、住民交流や教育活動など、施設が提供する機能の未活用や施設利用

に係る効率の低下など様々な問題が懸念されます。 

こうした課題認識を持ちながら、今後、校区別人口の動向や施設の利用状況を注視し、まちづく

りの観点や地域コミュニティのあり方など、様々な角度から市民の方々と共に公共施設の最適化を

検討していくことが必要になります。そのため、まずは、本市が多くの建物を保有する小中学校と

市営住宅について、現状と今後の方向性などについて次頁以降に整理をしました。 
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２．小中学校                              

（１）児童・生徒数の推計 

学校施設（小中学校）は、保有量が公共施設全体の３割以上を占めており、今後の維持管理費用

や更新費用が財政に大きな影響を与えることや少子高齢化の進展によって児童・生徒数の減少が見

込まれることから、公共施設の最適化を実現するうえで特に重要な施設です。

校区別人口推計をもとにした「小中学校別の児童・生徒数将来推計」によると、多くの校区で児

童・生徒数の減少が推計されており、減少に伴って学級数も少なくなることが見込まれています。 

全学年で１学級以下の学校は、現時点で小学校に１２校存在していますが、平成４７年には小学

校２１校、中学校１校が見込まれており、今後の児童・生徒数の動向を注視する必要があります。 

▼小中学校別の児童・生徒数将来推計（１） 

児童生徒数100人未満、1学年1学級及び複式学級が想定される場合に網掛け表示　

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

学級

数

学級

数 児童数 生徒数 児童数 生徒数 児童数 生徒数

学級

数 児童数

学級

数 生徒数

北　部 12 402 390 381 360 10 319

大　村 6 188 196 191 176 6 161

下　地 12 338 357 327 285 12 251

津　田 6 179 226 221 204 6 185

前　芝 5 130 103 93 85 3 72

前　芝 7 215 198 183 158 6 139

青　陵 18 617 637 637 621 16 565

下　条 6 97 65 60 52 5 43

牛　川 17 517 625 668 654 20 639

旭 6 164 169 156 140 6 121

東  田 14 452 406 354 293 10 242

東　陵 12 379 343 314 289 9 247

鷹　丘 24 830 662 614 534 14 464

石　巻 12 397 348 326 309 9 269

賀　茂 6 69 51 49 43 4 39

西　郷 6 116 108 94 80 6 69

玉　川 11 275 261 246 218 6 190

嵩　山 6 88 61 52 44 4 35

石　巻 7 175 185 190 175 6 153

豊　岡 15 511 425 391 351 9 297

東　陽 15 487 510 483 456 12 403

豊 12 404 330 302 261 8 226

岩  田 22 768 748 668 569 14 478

多　米 22 738 726 704 642 18 571

二　川 18 639 576 544 528 13 477

谷　川 6 94 159 148 127 6 109

二　川 14 442 398 402 366 12 331

二川南 18 543 520 499 471 14 442

五　並 7 179 154 138 129 4 113

細　谷 6 122 127 113 93 6 75

小　沢 6 120 151 149 140 6 132

章　南 9 324 354 348 338 9 312

老　津 7 185 201 182 161 6 141

杉　山 13 419 502 492 476 14 452

高　豊 10 350 413 391 352 9 314

富士見 13 410 422 351 303 12 258

豊　南 6 155 156 154 140 6 129

高　根 8 223 253 235 222 7 211

中学校

名

小学校

名

H27（実績） H32（推計） H37（推計） H42（推計） H47（推計）

小学校 中学校 小学校 中学校

児童数 生徒数
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▼小中学校別の児童・生徒数将来推計（２） 

児童生徒数100人未満、1学年1学級及び複式学級が想定される場合に網掛け表示　

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

学級

数

学級

数 児童数 生徒数 児童数 生徒数 児童数 生徒数

学級

数 児童数

学級

数 生徒数

南　稜 21 768 895 912 918 25 882

大　崎 7 191 257 237 217 6 200

植　田 12 321 340 321 291 12 264

野　依 18 593 798 864 913 26 934

大清水 12 392 392 368 326 12 296

高師台 20 694 644 626 600 16 535

幸 27 972 902 855 762 20 666

天  伯 12 300 360 357 340 12 323

本　郷 17 602 614 579 541 13 467

高　師 20 669 642 602 535 14 461

芦　原 14 457 569 530 465 12 404

南　部 22 788 746 678 627 16 540

福　岡 19 642 616 576 506 14 440

栄 24 794 725 667 578 18 502

南　陽 16 566 509 488 460 12 404

中　野 13 438 252 225 186 6 152

磯　辺 18 599 750 720 658 18 597

羽　田 15 517 416 394 368 10 318

花　田 16 512 372 343 296 12 252

羽根井 14 465 418 400 357 12 315

牟　呂 17 597 581 599 622 16 599

牟　呂 23 774 722 719 678 20 638

汐　田 13 421 491 557 567 18 574

東　部 23 837 765 740 705 18 626

中　部 17 608 545 491 432 11 361

岩　西 17 505 504 483 437 12 386

飯　村 21 720 673 644 580 18 516

つつじ 18 629 623 593 534 18 491

新　川 12 280 150 130 104 6 82

向　山 10 298 301 265 218 6 177

松　山 12 295 298 246 205 6 169

豊　城 9 312 267 252 237 6 208

八  町 6 174 108 98 84 6 70

松　葉 15 464 374 357 323 12 287

吉田方 13 439 580 616 639 18 625

吉田方 25 857 1,222 1,276 1,263 38 1,268

合　計 685 21,088 323 11,143 21,122 10,815 20,237 10,421 18,450 9,967 594 16,750 264 8,953

小学校 中学校

中学校

名

小学校

名

H27（実績） H32（推計） H37（推計）

児童数 生徒数

H42（推計） H47（推計）

小学校 中学校

【参考】小中学校別の児童・生徒数将来推計について

○平成２７年の児童・生徒数は５月１日現在の実数です。

○「小中学校別の児童・生徒数将来推計」は校区別人口推計の結果をもとに算出した現時点での

推計であり、将来の変動要因も見込んだ予測値ではありません。

○学級数には特別支援学級を含まず、児童・生徒数には含みます。

○平成３２年以降は、特定地域隣接校選択制度、特認校制度を考慮していません。

○岩田小学校とつつじが丘小学校は、２中学校へ分かれて進学するため、現在出生している12歳

以下の者の住居区分割合によって按分しています。
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（２）児童・生徒数の推計にもとづく学級数と遊休空間 

多くの小学校では、児童数の減少に伴って普通教室1として使用しなくなった遊休空間（空き教 

室）が存在しています。「小中学校別の児童・生徒数将来推計」にもとづいた試算では、多くの学

校で学級数が減少していくと想定され、遊休空間の拡大する学校の増加が見込まれます。 

こうした遊休空間については、公共施設の最適化を実現するために活用方法を検討する必要があ

るため、一定の考え方にもとづき利活用が可能となる面積を計算します。 

まず、平成２７年５月時点での面積（現況面積）と文部科学省の基準にもとづき学級数に応じて

算出した面積（必要面積）との差「空き教室面積」を算出し、そこから、今後の学校運営に必要と

考えられる早期に必要な教室（６教室分：５２２㎡）と将来必要な教室（１教室分：８７㎡）を合

わせた約６５０㎡を一律に除いた面積を「利活用可能面積」とします。 

 利活用可能面積 ＝空き教室面積（現況面積－必要面積）－ 650 ㎡ 

以上の考え方にもとづき計算すると、「利活用可能面積」が存在する学校は現時点で小学校に 

１３校（P.64)、中学校に３校（P.66）存在しますが、平成４７年時点では小学校２４校（P.65）、

中学校１２校（P.67）になります。 

1 通常の授業で使用する教室。理科室など実技を伴う特定教科で使用する教室は特別教室といいます

【参考】学級数と面積の分布図の各エリアについて

■適正な学級数について

「学校規模の適正化に関する基本方針」（平成２５年３月豊橋市教育委員会策定）の中で１２学級～

２４学級（小学校：各学年２～４学級、中学校：各学年４～８学級）を本市における適正な学校規模と

定めています。

 ■現況面積と必要面積の差、遊休空間（空き教室）について

必要面積は、文部科学省の基準により、新たに建替えを行う場合に国から補助金が交付される建築面

積の上限としています。

また、この基準は、生活教室・外国語教室の新設やコンピュータ教室の基準化、特別教室の高規格化

などにより平成９年度に改正されており必要面積が増加しているため、計算上は現況面積が不足する学

校が多くなります。しかし、実際には学級数の減少により使用しなくなった普通教室をコンピュータ教

室などの特別教室に転用することで対応するなどし一定の特別教室数は確保していること、改正前後の

必要面積の差がおおよそ９００㎡であることから、一律に△９００～６５０㎡を「遊休空間あり」とし

ています。ただし、遊休空間（空き教室）は、各学校の特性に応じて活用されている実態もあるため、

今後策定する個別施設計画の中で状況を調査します。
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▼小学校ごとの学級数と面積【平成２７年】

岩田

東田

八町

松葉

花田

松山

新川

羽根井

下地

大村

津田

牟呂

吉田方高師

福岡

磯辺

大崎

野依

植田

牛川下条
多米

岩西

旭

栄

天伯

大清水

向山

前芝

西郷

玉川

嵩山

石巻

谷川

小沢

細谷

二川

豊南

高根

老津

杉山

賀茂
幸

鷹丘

豊

芦原

飯村

富士見

中野

二川南

汐田

つつじが丘

△ 3,500

△ 3,000

△ 2,500

△ 2,000

△ 1,500

△ 1,000

△ 500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0 6 12 18 24 30 36 42

現
況
面
積
と
必
要
面
積

の
差
（

㎡
）

学級数

【面積差６５０㎡以上】

遊休空間の利活用などの

対応が必要

【面積差△９００～６５０㎡】

遊休空間が存在する

【各学年２～４学級】【各学年１学級以下】
【面積差△９００㎡以下】

増築等の検討が必要

小学校名
学級

数

現況

面積(A)

必要

面積(B)

面積差

(A)-(B)
小学校名

学級

数

現況

面積(A)

必要

面積(B)

面積差

(A)-(B)

大　村 6 2,941 2,972 △ 31 － 0 高　根 8 2,332 3,276 △ 944 － 0

下　地 12 4,140 4,217 △ 77 － 0 大　崎 7 3,116 2,872 244 － 0
津　田 6 2,621 2,972 △ 351 － 0 植　田 12 4,219 4,217 2 － 0

前　芝 7 3,548 3,040 508 － 0 野　依 18 4,560 5,912 △ 1,352 － 0
下　条 6 2,458 2,804 △ 346 － 0 大清水 12 4,399 4,385 14 － 0
牛　川 17 4,723 5,152 △ 429 － 0 幸 27 7,174 7,397 △ 223 － 0

旭 6 3,753 2,804 949 ○ 299 天　伯 12 3,016 4,217 △ 1,201 － 0
東　田 14 5,962 4,591 1,371 ○ 721 高　師 20 6,090 5,682 408 － 0

鷹　丘 24 5,738 6,542 △ 804 － 0 芦　原 14 4,678 4,591 87 － 0

賀　茂 6 2,130 2,468 △ 338 － 0 福　岡 19 6,239 5,509 730 ○ 80
西　郷 6 2,909 2,636 273 － 0 栄 24 7,014 6,542 472 － 0

玉　川 11 3,537 3,984 △ 447 － 0 中　野 13 5,722 4,404 1,318 ○ 668
嵩　山 6 2,401 2,804 △ 403 － 0 磯　辺 18 5,661 5,336 325 － 0
石　巻 7 3,922 2,872 1,050 ○ 400 花　田 16 5,195 5,133 62 － 0

豊 12 5,568 4,217 1,351 ○ 701 羽根井 14 5,392 5,087 305 － 0
岩　田 22 7,703 6,028 1,675 ○ 1,025 牟　呂 23 6,642 6,537 105 － 0
多　米 22 6,027 6,532 △ 505 － 0 汐　田 13 6,377 4,880 1,497 ○ 847

谷　川 6 2,084 2,804 △ 720 － 0 岩　西 17 6,815 5,320 1,495 ○ 845
二　川 14 6,936 4,591 2,345 ○ 1,695 飯　村 21 6,503 5,855 648 － 0

二川南 18 6,195 5,912 283 － 0 つつじが丘 18 6,334 6,098 236 － 0

細　谷 6 2,603 2,804 △ 201 － 0 新　川 12 4,765 4,859 △ 94 － 0
小　沢 6 2,299 2,804 △ 505 － 0 向　山 10 4,908 3,748 1,160 ○ 510

老　津 7 2,864 3,040 △ 176 － 0 松　山 12 4,570 4,672 △ 102 － 0
杉　山 13 3,238 4,572 △ 1,334 － 0 八　町 6 3,606 2,804 802 ○ 152
富士見 13 5,395 4,404 991 ○ 341 松　葉 15 4,599 4,610 △ 11 － 0

豊　南 6 2,423 2,804 △ 381 － 0 吉田方 25 7,134 6,715 419 － 0

利活用

可能

利活用

可能
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▼小学校ごとの学級数と面積【平成４７年推計】 

岩田

東田

八町

松葉

花田

松山
新川

羽根井

下地

大村

津田

牟呂

吉田方

高師
福岡

磯辺
大崎

野依

植田

牛川

下条 多米

岩西

旭

栄

天伯

大清水

向山

前芝

西郷

玉川

嵩山

石巻

谷川

小沢

細谷

二川

豊南

高根

老津

杉山

賀茂

幸
鷹丘

豊

芦原

飯村

富士見

中野

二川南

汐田

つつじが丘
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△ 2,000
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△ 1,000

△ 500
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500

1,000
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2,500

3,000

3,500

0 6 12 18 24 30 36 42

現
況
面
積
と
必
要
面
積

の
差
（

㎡
）

学級数

【面積差６５０㎡以上】

遊休空間の利活用などの

対応が必要

【各学年１学級以下】

【面積差△９００～６５０㎡】

遊休空間が存在する

【各学年２～４学級】
【面積差△９００㎡以下】

増築等の検討が必要

小学校名
学級

数

現況

面積(A)

必要

面積(B)

面積差

(A)-(B)
小学校名

学級

数

現況

面積(A)

必要

面積(B)

面積差

(A)-(B)

大　村 6 2,941 2,972 △ 31 － 0 高　根 7 2,332 3,040 △ 708 － 0

下　地 12 4,140 4,217 △ 77 － 0 大　崎 6 3,116 2,636 480 － 0

津　田 6 2,621 2,972 △ 351 － 0 植　田 12 4,219 4,217 2 － 0
前　芝 6 3,548 2,804 744 ○ 94 野　依 26 4,560 7,633 △ 3,073 － 0
下　条 5 2,458 2,424 34 － 0 大清水 12 4,399 4,385 14 － 0

牛　川 20 4,723 5,682 △ 959 － 0 幸 20 7,174 6,186 988 ○ 338
旭 6 3,753 2,804 949 ○ 299 天　伯 12 3,016 4,217 △ 1,201 － 0

東　田 10 5,962 3,748 2,214 ○ 1,564 高　師 14 6,090 4,591 1,499 ○ 849
鷹　丘 14 5,738 4,759 979 ○ 329 芦　原 12 4,678 4,217 461 － 0

賀　茂 4 2,130 1,707 423 － 0 福　岡 14 6,239 4,591 1,648 ○ 998
西　郷 6 2,909 2,636 273 － 0 栄 18 7,014 5,504 1,510 ○ 860
玉　川 6 3,537 2,804 733 ○ 83 中　野 6 5,722 2,804 2,918 ○ 2,268
嵩　山 4 2,401 2,043 358 － 0 磯　辺 18 5,661 5,336 325 － 0

石　巻 6 3,922 2,636 1,286 ○ 636 花　田 12 5,195 4,385 810 ○ 160
豊 8 5,568 3,276 2,292 ○ 1,642 羽根井 12 5,392 4,672 720 ○ 70

岩　田 14 7,703 4,591 3,112 ○ 2,462 牟　呂 20 6,642 6,018 624 － 0
多　米 18 6,027 5,840 187 － 0 汐　田 18 6,377 5,912 465 － 0

谷　川 6 2,084 2,804 △ 720 － 0 岩　西 12 6,815 4,385 2,430 ○ 1,780
二　川 12 6,936 4,217 2,719 ○ 2,069 飯　村 18 6,503 5,336 1,167 ○ 517
二川南 14 6,195 5,147 1,048 ○ 398 つつじが丘 18 6,334 6,098 236 － 0

細　谷 6 2,603 2,804 △ 201 － 0 新　川 6 4,765 3,293 1,472 ○ 822

小　沢 6 2,299 2,804 △ 505 － 0 向　山 6 4,908 2,804 2,104 ○ 1,454
老　津 6 2,864 2,804 60 － 0 松　山 6 4,570 3,107 1,463 ○ 813
杉　山 14 3,238 4,759 △ 1,521 － 0 八　町 6 3,606 2,804 802 ○ 152

富士見 12 5,395 4,217 1,178 ○ 528 松　葉 12 4,599 4,049 550 － 0
豊　南 6 2,423 2,804 △ 381 － 0 吉田方 38 7,134 8,964 △ 1,830 － 0

利活用

可能

利活用

可能
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▼中学校ごとの学級数と面積【平成２７年】 

豊岡

中部

豊城

青陵

羽田

牟呂

吉田方

南部

南稜

北部

前芝

石巻

二川

五並

高豊

章南

高師台

東部

南陽

本郷

東陽
東陵

△ 2,000

△ 1,500

△ 1,000

△ 500

0
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現
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面
積
と
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面
積

の
差
（

㎡
）

学級数

【面積差６５０㎡以上】

遊休空間の利活用など

の対応が必要

【面積差△９００～６５０㎡】

遊休空間が存在する

【面積差△９００㎡以下】

増築等の検討が必要

【各学年１学級以下】 【各学年４～８学級】

中学校名
学級

数

現況

面積(A)

必要

面積(B)

面積差

(A)-(B)

北　部 12 4,726 5,465 △ 739 － 0
前　芝 5 2,670 3,174 △ 504 － 0

青　陵 18 7,859 6,424 1,435 ○ 785
東　陵 12 5,798 5,930 △ 132 － 0

石　巻 12 5,873 5,465 408 － 0
豊　岡 15 6,070 5,945 125 － 0

東　陽 15 6,324 6,450 △ 126 － 0
二　川 18 5,297 6,592 △ 1,295 － 0

五　並 7 3,136 3,505 △ 369 － 0
章　南 9 3,999 4,489 △ 490 － 0

高　豊 10 5,317 4,813 504 － 0
南　稜 21 7,166 7,075 91 － 0

高師台 20 8,129 7,026 1,103 ○ 453

本　郷 17 6,614 6,980 △ 366 － 0

南　部 22 7,969 7,292 677 ○ 27
南　陽 16 6,667 6,624 43 － 0

羽　田 15 5,829 5,945 △ 116 － 0

牟　呂 17 5,755 6,433 △ 678 － 0

東　部 23 7,308 7,677 △ 369 － 0

中　部 17 6,815 6,798 17 － 0
豊　城 9 4,854 4,688 166 － 0
吉田方 13 6,532 5,921 611 － 0

利活用

可能
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▼中学校ごとの学級数と面積【平成４７年推計】 

豊岡

中部豊城

青陵

羽田

牟呂

吉田方

南部

南稜

北部

前芝

石巻
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五並
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章南

高師台
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南陽

本郷
東陽

東陵
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の
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（

㎡
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学級数

【面積差６５０㎡以上】

遊休空間の利活用など

の対応が必要

【各学年１学級以下】
【各学年４～８学級】

【面積差△９００～６５０㎡】

遊休空間が存在する

【面積差△９００㎡以下】

増築等の検討が必要

中学校名
学級

数

現況

面積(A)

必要

面積(B)

面積差

(A)-(B)

北　部 10 4,726 4,813 △ 87 － 0
前　芝 3 2,670 2,486 184 － 0

青　陵 16 7,859 6,105 1,754 ○ 1,104
東　陵 9 5,798 4,871 927 ○ 277

石　巻 9 5,873 4,489 1,384 ○ 734
豊　岡 9 6,070 4,489 1,581 ○ 931

東　陽 12 6,324 5,930 394 － 0
二　川 13 5,297 5,793 △ 496 － 0

五　並 4 3,136 2,494 642 － 0
章　南 9 3,999 4,489 △ 490 － 0

高　豊 9 5,317 4,489 828 ○ 178

南　稜 25 7,166 7,943 △ 777 － 0

高師台 16 8,129 6,273 1,856 ○ 1,206

本　郷 13 6,614 6,285 329 － 0

南　部 16 7,969 6,105 1,864 ○ 1,214

南　陽 12 6,667 5,930 737 ○ 87

羽　田 10 5,829 4,813 1,016 ○ 366

牟　呂 16 5,755 6,273 △ 518 － 0

東　部 18 7,308 6,592 716 ○ 66

中　部 11 6,815 5,574 1,241 ○ 591

豊　城 6 4,854 3,634 1,220 ○ 570

吉田方 18 6,532 6,788 △ 256 － 0

利活用

可能
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（３）小中学校の方向性 

前述の学級数と面積の推計では、平成４７年時点で、学級数が各学年１学級以下になる学校や遊

休空間が拡大する学校の増加が見込まれています。また、人口が大きく減少する校区は、コミュニ

ティの形成が難しい状況になると見込まれます。

よって、今後児童・生徒数が減少する中で小中学校を維持していくためには、地域の特性を十分

に考慮して良好な教育環境を確保するとともに、地域住民をはじめとした利用者の増加を図り、多

くの人に利用される施設としてコミュニティを活性化させることが重要となります。

以上のことから、地域コミュニティの拠点施設である小中学校においては、前章で示した建物系

施設の取組の方向性を踏まえ、地域コミュニティを形成する校区の人口、児童・生徒数に伴う学級

数の２つの点に着目し、第一に遊休空間（空き教室）の活用を実施し、児童・生徒数の状況によっ

ては、第二として減築・解体による規模の縮小を行い、第三として施設の統廃合を検討して適正化

を推進していきます。

▼小中学校の適正化イメージ図 

※複式学級が見込まれる場合などでは必ずしもこの順序によらないことも想定されます 

 １ 遊休空間（空き教室）の活用 

遊休空間（空き教室）が存在する学校については、各学校の特性に応じた活用を最優先に実施

し、地域コミュニティの確保と地域で子どもを育て見守ることを想定した校区市民館や児童クラ

ブ、防災備蓄倉庫等との複合化を実施するなど施設のさらなる活用方法を地域と行政が知恵を出

し合って検討し、時代のニーズに合った有効活用を図ります。 

複合化にあたっては、一時的な児童・生徒数の増加への対応が可能となるよう将来必要となる 

教室や早期に必要な教室を考慮したうえで別の用途に転用可能な教室を定めることとします。 

なお、必要面積に対して面積が不足する学校については、良好な教育環境の確保の観点から今

後の児童・生徒数の動向や学校と地域の特性を踏まえて、増築など適切な対応を検討する必要が

あります。 

段階的な方向性 

①遊休空間の活用 ②減築・解体による規模縮小 ③統廃合の検討 
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▼学校施設の複合化イメージ図 

 ２ 減築・解体による規模縮小 

  様々な有効活用を図った後でもなお、遊休空間（空き教室）が多く存在する学校は、減築や解

体を実施して学校の規模を縮小し、保有量の削減を図ることとします。 

 ３ 統廃合の検討 

  児童・生徒数の大幅な減少によって良好な教育環境の確保が困難となる場合には統廃合を検討

することとします。本市の「学校規模の適正化に関する基本方針」（平成２５年３月策定）にお

いても、「複式学級が見込まれる場合」は適正化に向けた対策（学校の統合）を図るケースとし

ており、「小規模校のうち全学年が１学級の場合」は適正化に向けた検討（通学区域の見直しや

特認校制度の導入等）を行うケースとしているところです。 

  なお、統廃合の検討にあたっては、これまで児童・生徒数の増加に対応するため分離した校区

（母体校・分離校）など地域の特性を十分考慮し、コミュニティや通学の安全、避難所機能など

の確保を前提とします。 

転用可能教室
（校区市民館等

を複合化）

使 用 教 室
早期に必要な教室
（６教室分）

将来必要

な教室
（１教室分）

校舎エリア 複合化エリア

650㎡

複合化実施

文部科学省基準による必要面積 現況面積との差（遊休空間）

校舎エリア

実

施

前

実

施

後
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３．市営住宅                             

（１）住宅戸数等の状況 

公営住宅制度は、経済的困窮に加え、高齢や障害等の理由から民間賃貸住宅への入居を拒否され

るなど、必要な住宅を自力で確保することができない真の住宅困窮者が自立できるよう地方公共団

体が低廉な家賃で住宅を供給する制度であり、生活の基盤となる住宅セーフティネットの確立の中

で主要な役割を果たしています。 

その中で、本市では「豊橋市住宅マスタープラン」や「豊橋市市営住宅ストック総合活用計画」

を策定し、西口母子や城山住宅等を用途廃止の方向で入居停止にしたり、西口・西口改良、岩屋住

宅を建替に併せて戸数を削減したりするなど市営住宅の適正配置や計画的な保全に取り組んでい

ます。 

また、市営住宅の保有量は公共施設全体の２割以上を占める状況であるため、市営住宅も公共施

設の最適化を実現するうえでの重要な施設です。

なお、本市における市営や県営など公営住宅全体の戸数は、中核市４５市の中で２６番目となっ

ており平均よりも少ない状況となっています。一方で、市営住宅のみの戸数では、１５番目で平均

よりも多い状況となっており、公営住宅全体に占める市営住宅の割合も中核市の平均に比べて高い

状況です。 

▼中核市の１,０００世帯当たり公営住宅戸数 

▼公営住宅全体に占める市営住宅の割合 
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（平成２７年度 都市要覧）

（平成２７年度 都市要覧）
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24.05 
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▼市営住宅一覧 

住宅名 構造・階数・棟数 建設年度 専用面積(㎡) 戸数

西口母子 簡易耐火造 2戸建 5棟 S30 39.6 10 

城山

簡易耐火造 4戸建 2棟、6戸建 12 棟、 

7 戸建 4 棟 

中層耐火造 4F 4 棟 

S37～S40 31.8～44.1 204 

新植田
中層耐火造 4F 1 棟 

高層耐火造 7F 1 棟 

H21～H22 

H24～H25 
48.6～64.0 131 

南栄 中層耐火造 3F 2 棟、5F 2 棟 
S42～S45 

H22～H26 
31.8～63.7 168 

西口改良 中層耐火造 4F 9 棟 S40～S43 29.1～32.4 216 

西口 中層耐火造 5F 6 棟 S43～S46 31.8 180 

富本ＲＣ 中層耐火造 5F 3 棟 S43～S44 31.8～35.6 79 

岩屋 中層耐火造 4F 1 棟、5F 5 棟 S46～S49 35.3～47.1 210 

柳原 中層耐火造 5F 19 棟 S47～S52 46.6～56.8 710 

草間 中層耐火造 5F 2 棟 S48～S50 46.6 80 

西部 中層耐火造 5F 15 棟 S53～S56 51.1～61.3 510 

栄生 中層耐火造 3F 2 棟、4F 3 棟 S54～S56 57.3～61.8 120 

空池 中層耐火造 3F 2 棟、5F 5 棟 S57～S62 61.8～64.1 228 

中野 中層耐火造 4F 3 棟、5F 2 棟 S58～S62 61.8～64.1 176 

才ノ神 高層耐火造 11F 4 棟 S57～H元 58.2～60.9 348 

向山 中層耐火造 3F 3 棟 S59～S60 61.8～64.1 54 

富本 中層耐火造 3F 3 棟、4F 1 棟 S62～H2 50.9～79.9 52 

新多米 中層耐火造 3F 4 棟 S63～H2 50.9～79.9 72 

小鷹野 中層耐火造 3F 4 棟 H2～H4 51.6～77.5 60 

新富本 中層耐火造 3F 1 棟 H3～H4 55.5～68.3 24 

多米 中層耐火造 3F 2 棟 H4 50.0～67.4 33 

忠興 中層耐火造 3F 5 棟 H5～H7 59.2～70.2 60 

前芝 高層耐火造 11F 1 棟（一部 7F・9F） H7～H9 68.3～71.4 104 

東山 高層耐火造 7F 1 棟、8F 1 棟 H9～H13 57.5～79.7 90 

旭本町高齢者 低層耐火造 2F 1 棟 H12 43.8～44.1 8 

池上 中層耐火造 3F 6 棟 H13～H15 38.1～75.6 86 

南大清水 高層耐火造 5F 1 棟、6F 1 棟 H14～H16 47.2～73.6 75 

植田
中層耐火造 5F 1 棟 

高層耐火造 7F 1 棟、8F 1 棟 
H17～H20 45.8～73.4 140 

（平成２７年５月時点） 
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（２）市営住宅の方向性 

近年の世帯構成の変化によりニーズが多様化する中で、市営住宅だけでは住宅セーフティネット

を確立できないため、県営住宅や高齢者、障害者、子育て世帯等の入居に配慮した地域優良賃貸住

宅、状況把握サービスや生活相談サービス等のケア機能を併せ持つサービス付き高齢者向け住宅1

など公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を含めた住宅市場全体で組み立てるほか、福祉分野とも連携する

必要があります。

よって、今後の人口減少や少子高齢化、県営住宅の動向などを踏まえて住宅セーフティネットの

確立を図る中で行政が担うべき役割や内容を精査し、多様化するニーズへ対応するとともに、管理

戸数の縮減と適正配置の推進を図っていきます。 

管理戸数については、老朽化に加えて敷地が狭く駐車場用地の確保ができない等活用に不向きな

住宅を対象として用途廃止にするとともに、建替に併せた集約化によって戸数を縮減することとし、

詳細については、「豊橋市住宅マスタープラン」や「豊橋市市営住宅ストック総合活用計画」で検

討していきます。 

 １ 入居者ニーズ多様化への対応 

（ア）ＰＦＩの活用 

高度成長期に建設された市営住宅が多く、主に家族向けとして整備してきましたが、高齢化が

進むとともに、核家族化や単身世帯の増加などにより世帯規模が縮小しており、住戸規模の需要

と供給にミスマッチがあることや住宅コミュニティ機能の低下が課題となっています。 

今後も多様化する入居者ニーズに応えるため、建替え時にはＰＦＩなど民間活用を検討し、適

正な住戸規模への改善を図るとともに余剰地の有効活用を行います。 

（イ）民間住宅の活用 

民間賃貸住宅を借り上げて市営住宅として活用することは、長期的にみると財政負担が大きく

なる課題がありますが、入居者ニーズに合わせた立地や部屋タイプの選択が可能となり、市が管

理する住宅を少なくできる利点もあります。また、民間賃貸住宅の空室は年々増加している状況

にあります。 

よって、今後は、子育て世代などを対象に期間を限定して活用する借上げ公営住宅の提供を検

討していきます。なお、借上げ公営住宅については、まちづくりの観点も重要であるため、立地

適正化計画における居住誘導区域内の民間住宅を基本に提供を検討していきます。 

1 「高齢者すまい法」（平成 23 年 10 月 20 日施行）にもとづき、高齢者の居住の安定確保を目的とした住宅
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 ２ 管理戸数の縮減 

供給量については、平成２４年３月策定の豊橋市住宅マスタープランにおいて、「今後１０年

間の市営住宅の需給バランスをみると、各年度平均で２１０戸の市営住宅を新たな入居希望者へ

提供することが求められますが、従来の入居管理に加えて収入超過者への対応の強化をはじめ市

営住宅の適正な入居管理を着実に進めることにより、現状の管理戸数で十分に対応可能と考えら

れます。」としています。 

高齢世帯やひとり親世帯、障害者世帯など公営住宅を必要とする世帯は必ずしも減少傾向にあ

ると考えられない状況下であるものの、長期的に本市の人口は減少傾向にあり、世帯数も同様に

減少していくことが見込まれる状況にあります。 

そこで、今後の管理戸数については、既存住宅の適切な維持管理を図りながら緩やかに縮減を

図り、平成２７年度末時点で２８団地の４,２２８戸を平成４７年度までに約４００戸縮減する

こととします。 

 ３ 適正配置の推進 

 歩いて暮らせるまちの実現に向け、既存住宅の建替時には立地の適正化の考え方を踏まえた適

正配置を推進するとともに、利便性の向上と世代を超えたコミュニティの活性化を図ります。 

なお、市街化区域と市街化調整区域では土地の利用方針が異なることから、区域ごとの跡地利

用の方向性などを視野に入れた検討や精査も必要となります。 
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         ３．インフラ系施設の分類ごとの取組 
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１．主な施設の配置状況                       

本章では、小中学校や校区市民館など主な施設について、市域にどのように設置されているのか

を地図上で示すとともに、前章までの内容に沿って施設の小分類ごとに施設所管課が今後どのよう

に施設管理を行っていくのかについて、各施設の現状と課題を踏まえた取組を示します。 

▼建物系施設の分類（市民利用施設） 
（平成２８年４月１日時点） 

※この一覧表の分類は、今後の施設等の利用状況により変動する場合があります 

※市が設置（所有）や管理をしている施設を分類しています 

※公衆トイレは、公園や休憩所など施設の機能により分類しています  

大分類 中分類 小分類 施　設

ｺﾐｭﾆﾃｨ関連施設 校区市民館(50)、地区市民館(22)

文化施設
公会堂(1)、市民文化会館(1)、アイプラザ豊橋(1)、
ライフポートとよはし（コンサートホール及び中ホール）(1)、
穂の国とよはし芸術劇場(1)、西川芸能練習場(1)、三の丸会館(1)

図書館 中央図書館(1)、向山図書館(1)、大清水図書館(1)

博物館等
美術博物館(1)、民俗資料収蔵室(1)、自然史博物館(1)、石巻自然科学資料館(1)、
視聴覚教育センター(1)、地下資源館(1)、二川宿本陣資料館(1)、商家「駒屋」(1)、
文化財センター(1)

その他施設
男女共同参画センター(1)、市民センター(1)、青少年センター(1)、
少年愛護センター(1)

ｽﾎﾟｰﾂ施設

総合体育館(1)、地区体育館(10)、武道館(1)、球場(3)、
陸上競技場(1)、市民プール(1)、トレーニングセンター(1)、
グリーンスポーツセンター(1)、市民球技場(1)、高師緑地馬場(1)、
庭球場(4)、屋内プール・アイスアリーナ(1)、運動広場等(14)

その他施設 学校開放クラブハウス(26)、市民クラブハウス(1)

産業振興施設 職業訓練センター(1)、労働会館(1)、勤労青少年ホーム(1)

観光施設
総合動植物公園(1)、前芝灯明台(1)、瓜郷遺跡(1)、吉田城鉄櫓(1)、
賀茂しょうぶ園(1)、嵩山蛇穴(1)、葦毛湿原(1)、海岸公衆トイレ(11)

その他施設
ポートインフォメーションセンター(1)、吉祥山市民ふれあいの森(1)、
駐車場・休憩所(4)

学校施設
小学校(52)、中学校(22)、高等学校(1)、家政高等専修学校(1)、
くすのき特別支援学校(1)

野外教育施設
少年自然の家(1)、野外教育センター(1)、江比間野外活動センター(1)、
神田ふれあいセンター(1)

その他施設 学校給食共同調理場(4)、教育会館(1)

保育所等 保育園(5)、高山学園(1)、児童クラブ(50)

幼児・児童施設 交通児童館(1)、こども未来館(1)

医療・保健施設
市民病院（市民病院附属産院を含む）(1)、保健所・保健センター(1)、
こども発達センター(1)、休日夜間急病診療所(1)、
休日夜間・障害者歯科診療所(1)、看護専門学校(1)

衛生施設 斎場(1)、霊苑(2)、墓地(3)

地域・高齢福祉
施設

地域福祉センター(3)、老人福祉センター(5)、老人憩の家(3)、
高齢者活動センター(2)

その他施設
総合福祉センター(1)、障害者福祉会館(1)、総合老人ホームつつじ荘(1)、
更生保護会館(1)

その他施設 その他施設
競輪場(1)、公衆トイレ(2)、憩の場(2)、職員会館(1)、ふれあい農園(3)、
資源化センター余熱利用施設(1)、漁村コミュニティ施設(3)

市
民
利
用
施
設

文化・社会
教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ系施設

産業系施設

学校教育系
施設

子育て支援
系施設

医療・保健
福祉系施設



第５章 施設分類ごとの取組

77 

▼建物系施設の分類（行政施設） 
（平成２８年４月１日時点） 

※消防団器具庫・詰所と防災備蓄倉庫、旧消防団器具庫・詰所は、時点によって数が異なります 

 平成２７年３月末時点：消防団器具庫・詰所（80）、防災備蓄倉庫（10）、津波防災センター（0）、 

旧消防団器具庫・詰所（8） 

▼インフラ系施設の分類 
（平成２８年４月１日時点） 

大分類 中分類 小分類 施　設

庁舎施設 市役所(1)、窓口センター(8)、まちなか活性課事務所(1)、土木維持事務所(2)

消防施設 消防署(所)(8)、消防団器具庫・詰所(79)

防災施設 水防倉庫(6)、防災備蓄倉庫(11)、防災器材庫(1)、津波防災センター(1)

環境施設
資源化センター(1)、環境センター(3)、圧縮積替ボックス建屋(11)、
資源リサイクルセンター(1)、プラスチックリサイクルセンター(1)、
廃棄物最終処分場(1)、浸出水処理施設(2)

市営住宅 市営住宅(28)

その他施設

食肉衛生検査所(1)、大気汚染測定局(1)、地盤沈下観測所(4) 、大清水倉庫(1)、
石巻平野町地内建物（旧選果場）(1)、旧勤労青少年ホーム(1)、市ヶ谷ビル(1)、
旧バスターミナル(1)、南大清水苗圃(1)、選挙管理委員会倉庫(1)、
公舎(4)、寮(1)、高師緑地内集会所(1)、牟呂町地内仮設住宅(1)、
豊橋駅南口駅前広場倉庫(1)、旧消防団器具庫・詰所(6)

行
政
施
設

行政系施設

小分類 施　設

道路等
道路（トンネル含む）、橋りょう、二川駅南北自由連絡通路、
豊橋駅東西自由連絡通路、豊橋駅東口ペデストリアンデッキ、歩道橋、
牛川渡船場、豊橋駅前地下道

河川等 河川・排水路等、排水機場、ため池・調整池等、海岸施設

公園 都市公園、遊園、児童遊園、ちびっこ広場、多目的広場等

駐車場 自動車駐車場(3)、自転車等駐車場(3)

水道施設 管路、上下水道局庁舎、取水場、浄水場、配水場、給水所、加圧所、計測所等

下水道施設 管きょ、処理場、ポンプ場、小規模ポンプ場等

大・中分類

都市基盤系施設
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【小学校】 

小学校は５２校設置されており、小学校区が自治会など地域コミュニティの単位となっています。 
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【中学校】  

中学校は２２校設置されており、中学校区も地域コミュニティの単位になっています。 
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【校区市民館】 

 校区市民館は５０館あり、５２小学校区中４９校区に設置されています。 
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【地区市民館】 

 地区市民館は２２館あり、２２中学校区中２１校区に設置されています。 
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【体育館】 

 総合体育館が 1館、地区体育館が１０館、トレーニングセンターが１館設置されており、市内全

域にバランス良く配置されています。
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【地域・老人福祉センター】 

 総合福祉センターが１館、地域福祉センターが４館、老人福祉センターが５館、老人憩の家が３

館設置され、おおむね市内全域をカバーしています。

※つつじが丘地域福祉センターは、社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会が所有しています
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【市営住宅】 

 市営住宅は、２８団地あり、交通の便が良いところに多く設置されています。 
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【消防署（所）】 

 消防署（所）は、８か所設置されており、各種災害に対応しています。 
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２．建物系施設の分類ごとの取組                    

（１）施設管理の基本的な考え方 

①点検・診断等の実施 

施設の状況を常に把握するためには、各種法定点検だけでなく各施設における日常的な点検が

重要であるため、日常点検のポイントや基本的な内容を踏まえた「施設管理者施設保全マニュア

ル」により、施設の安全性向上や長寿命化につなげるための日常点検等を実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

「施設保全計画」にもとづき計画的な保全を実施することで施設の長寿命化を図るとともに、

法定点検や日常点検等の結果にもとづく予防保全的な維持管理を実施します。 

③安全確保の実施 

公共施設は、利用する人にとって安全な施設でなくてはならないため、日常点検、法定点検等

により不備や危険性が認められた場合は、迅速に対応して施設を訪れる人々の安全を確保します。 

④耐震化の実施 

多くの公共施設が避難所機能を有するため、耐震化により災害の被害を最小限に抑制すること

が重要です。本市では既に構造躯体
く た い

の耐震化は完了しているため、今後は天井材や照明器具など

の非構造部材の耐震化を進めていきます。 

⑤長寿命化の実施

  継続して使用する建物については、「施設保全計画」にもとづく予防保全や改良保全などの計

画的な施設保全により施設の長寿命化を図り、維持管理費用の将来負担を軽減します。 

⑥統合や廃止の推進

  施設評価により必要性を精査するとともに、他の施策と連携しながら、複数の目的や機能を持

たせる複合化、同じ目的や機能を持つ施設の集約化、民間の施設や活力の活用、広域連携による

施設の共同利用などを検討します。 
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⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築

  ファシリティマネジメント統括部門や建築部門と連携を図り、「施設保全計画」にもとづく予

算要求や事業費の確保、効率的な予算執行に努めます。 

（２）分類ごとの取組 

施設所管課が行う建物系施設の施設管理について、「１．現状」や「２．課題」を踏まえたう

えで以下の４つの取組項目を「３．課題を踏まえた取組」で示します。 

①点検・診断等の実施 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

③安全確保の実施 

④統合や廃止の考え方 

※「④統合や廃止の考え方」については、目標年次である平成４７年度までの期間に限らず、より長期的な視点で

考え方を記載しています

※施設内訳の欄は、平成２７年３月末時点の内容になっています
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◆文化・社会教育系施設① ＜コミュニティ関連施設＞ 

 施設内訳                              

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

校区市民館 50 18,749.50 ｍ2 市民協働推進課 

地区市民館 22 18,849.56 ｍ2 生涯学習課 

合計 72 37,599.06 ｍ2

１．現 状

○校区市民館 

○地区市民館                  

２．課 題

校区市民館は主に「地域の活動拠点」として、また、地区市民館は主に「地域の生涯学習の拠点」

として多くの地域住民に利用されており、災害など緊急時には避難所となることから、地域住民が

安全安心に利用ができるように、計画的な対応をしていく必要があります。 

また、各館で利用の状況が異なるため、指定管理者と連携を図りながら、それぞれの状況に応じ

た運営・管理・利用促進を図る必要があります。 

校区市民館は昭和 55 年以降に順次開館し、

市内に 50館あります。各地域におけるコミュ

ニティ活動やサークル活動を行うまちづくり

の拠点施設として年間延 100 万人の市民が利

用するなど、「地域の活動拠点」として定着

しています。 

地区市民館は昭和 49 年以降に順次開館し、

市内に 22館あります。社会教育法に基づく公

民館として位置づけられた社会教育施設であ

り、各種生涯学習講座やグループ活動など、

年間延 90万人に利用され、「地域の生涯学習

の拠点」として定着しています。 
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３．課題を踏まえた取組 

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・地域住民の様々な活動拠点として利用される施設で、災害など緊急時における避難所となって

いることから、指定管理者である各市民館運営委員会と連携しながら「施設管理者施設保全マ

ニュアル」等により点検を実施し、点検結果を記録に残すなどの対応により、早期に不具合を

把握し、修繕判断を行います。（法定点検を含む。） 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や不具合が生じると判断した時は、緊急性などにより優

先順位を整理し、「施設保全計画」の内容を考慮しながら、指定管理者と連携して修繕等を実

施します。 

③安全確保の実施 

・市民館は、親子で参加する子育てサークル、高齢者向けサロン、児童クラブなど、館によって

中心となる利用者層が様々であるため、危険箇所が発見された場合や危険が生じると懸念され

る時は、利用者の安全確保を最優先に考え、施設ごとに指定管理者と連携を取りながら、建築

部門の助言などにより、緊急性が高いものから対応します。 

④統合や廃止の考え方 

・人口減少や少子高齢化に対応した公共施設の管理運営を検討している中、これまでのコミュニ

ティづくりの考え方のもと、地域コミュニティや生涯学習の拠点施設としての市民館のあり方

を整理していきます。 

・学校など他の大規模な公共施設の建替や改修に併せた複合化及び施設の遊休空間の活用などを

検討します。また、地域が守り保有する施設への変換などと併せ、避難所機能（バリアフリー）

の充実についても検討します。 
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◆文化・社会教育系施設② ＜文化施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

公会堂 1 2,951.27 ｍ2 文化課 

市民文化会館 1 5,305.84 ｍ2 文化課 

アイプラザ豊橋 1 13,298.84 ｍ2 文化課 

ライフポートとよはし 
（コンサートホール及び中ホール）

1 4,816.16 ｍ2 文化課 

穂の国とよはし芸術劇場 1 8,036.59 ｍ2 文化課 

西川芸能練習場 1 300.00 ｍ2 文化課 

三の丸会館 1 405.66 ｍ2 文化課 

合計 7 35,114.36 ｍ2

１．現 状

＜設置年度＞ 

公会堂     昭和６年度 

市民文化会館  昭和42年度 

西川芸能練習場 昭和61年度 

ライフポートとよはし 

        平成６年度 

穂の国とよはし芸術劇場 

        平成25年度 

アイプラザ豊橋 昭和51年度

（H25.4.1 本市へ移管） 

穂の国とよはし芸術劇場、アイプラザ豊橋の開館に伴い、利用目的や利用人数に応じ、市民が気

軽に活動発表できる施設から舞台芸術の創造活動、商業公演等にも対応できるバランスのとれた施

設体系となり、人数や目的に応じた施設選びがなされ、文化施設全体の利用者数は増加しています。 

また、設置から２０年以上経過する施設が大半を占め、施設、設備の老朽化が進んでいます。 

２．課 題

（効果的な施設運営） 

 豊橋市文化振興指針の理念である「文化がみえるまち」の実現のためには、文化施設の効果的な

利用が必要です。今後も引き続き文化施設の利用者数を増やし、市民の芸術文化活動促進のために

は各施設の特性を生かし、利用者ニーズに対応した施設運営が必要です。 

（老朽化への対応） 

施設、設備ともに経年劣化による老朽化が進み、安全な施設運営を目指すためには改修、改良が

必要です。特に舞台機構、電気、空調等の基幹設備については機器の廃番等により、応急的な修繕

が困難な状況が生じています。 
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（利用者ニーズ対応とコスト削減のバランス） 

これらの課題を踏まえ、安全、快適な施設の利用促進を図るために必要な施設改修を検討すると

ともに、同様の問題を抱える近隣市町村と合わせて文化施設の総量整理を図り、施設の維持管理に

係るコスト削減を目指す必要があります。 

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施し、点検

結果を記録に残します。 

・法定点検は、今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

・特定天井の調査等、既存不適格となっている箇所の調査や診断を実施し、利用者の安全確保に

必要な改良点の把握に努め、施設の修繕計画等に反映させます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

・「施設保全計画」にもとづき「予防保全」と「改良保全」を行います。 

・舞台、客席の安全確保はもとより、各種公演に支障を来さないよう設備を含めた施設の維持管

理に努めます。 

・修繕の実施状況を整理することで、抜本的な修繕や更新が必要な箇所を把握し、長期的な修繕

計画を検討します。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した場合は、利用者の安全確保を最優先する

ため、迅速に修繕を行います。 

・舞台上には照明、音響や吊り物など落下した場合に甚大な事故につながる危険をはらむ設備が

多数設置されているため、使用と経年による劣化状況を把握し、適切な時期に交換、修繕を実

施することで重大事故の発生を未然に防ぎます。 

④統合や廃止の考え方 

・各施設の利用者数の推移や稼働率を精査することで、目的にあった施設の選択ができるよう利

用者ニーズの把握に努めるとともに、近隣市町村の所管する文化施設の特性を共有し、広域的

な視点で類似施設の統合、廃止を検討し、維持管理費の縮減を図ります。 

・複合施設については各所管、関係課と利用状況や将来的な運営方針の情報共有を行い、統合や

廃止による各方面への影響について調整を図ります。 
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◆文化・社会教育系施設③ ＜図書館＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

中央図書館 1 5,777.26 ｍ2 図書館 

向山図書館 1 766.00 ｍ2 図書館 

大清水図書館 1 1,118.13 ｍ2 図書館 

合計 3 7,661.39 ｍ2

１．現 状

図書館の利用状況 

 過去５年間の図書館利用実績を見ると、貸出者数、貸出冊数ともに平成２３年度から減少してき

ていましたが、平成２７年度に大清水図書館の新規開館によって増加しました。しかし依然として、

人口減少をはじめ余暇の過ごし方としての価値観やライフスタイルの多様化に対して図書館が応

えきれていない現状があります。 

２．課 題

 中央図書館は、開館より３０年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいます。現在、利用者の目

的に合わせた各コーナーの設置など、利用しやすい工夫をして施設の充実を図っていますが、施設

の狭隘化
き ょ う あ い か

が進む中、閉架書庫の収容能力は限界にきており、開架書架についても、面出し展示など

見やすい配架がしづらい状況が続いています。また、利用者数に比べて閲覧スペースが少なく、限

られたスペースの中で、この２つの課題を解決していかなければなりません。 

 高齢化社会を迎え高齢者の利用増加が見込まれる中、ゆっくり過ごせる滞在型の図書館利用がま

すます増えると考えられます。さらに、障害者差別解消法に対応した障害者サービスが求められる

ため、館内施設・設備への配慮も必要となります。 

 今後は、長寿命化のための改修・整備を行い充実を図るとともに、新たに整備を予定しているま

ちなか図書館（仮称）を含め図書館全体のあり方について検討し、魅力アップのためのサービス機

能追加やくつろぎの空間づくり等により、図書館全体の施設の有効活用を図る必要があります。ま

た、向山図書館についても、老朽化や駐車場の問題があり、今後のあり方について対応を検討して

いく必要があります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等を参考に、高齢者や障害者

の利用を想定した視点で日常点検を実施し、点検結果を記録に残します。 

・通常の施設点検に加え、書架等図書館固有の工作物の安全点検も併せて実施し、点検結果を記

録に残します。 

・必要に応じ業者委託等により専門的な調査や点検を行い、点検結果を記録に残します。 

・点検や診断については、１人だけの判断に依らないよう原則複数人で行います。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・耐用年数、目視や操作等のほか、業務委託にもとづく法定点検等により更新が望ましい設備に

ついては計画的に更新を行います。 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

・「施設保全計画」にもとづいた「予防保全」と施設の劣化やスペース不足等に対応する「改良

保全」を適切な時期に実施していきます。 

・設備の更新等については高齢者や障害者の物理的環境に配慮します。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・向山図書館については、市民文化会館の整備方針を踏まえ、今後のあり方について対応を検討

していきます。 
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◆文化・社会教育系施設④ ＜博物館等＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

美術博物館 1 3,781.41 ｍ2 美術博物館 

民俗資料収蔵室 1 1,299.00 ｍ2 美術博物館 

自然史博物館 1 6,983.52 ｍ2 自然史博物館 

石巻自然科学資料館 1 154.02 ｍ2 自然史博物館 

視聴覚教育センター 1 3,293.27 ｍ2 科学教育センター 

地下資源館 1 2,007.97 ｍ2 科学教育センター 

二川宿本陣資料館 1 2,521.79 ｍ2 美術博物館 

商家「駒屋」 1 669.17 ｍ2 美術博物館 

文化財センター 1 5,772.00 ｍ2 美術博物館 

合計 9 26,482.15 ｍ2

１．現 状 

美術博物館は、郷土ゆかりの画家の作品や歴史資料等を収蔵・展示するほか、国内外の名品を紹

介する企画展の開催、また、講演会・ワークショップを開催するなど利用者の増加に努めています。 

 自然史博物館は、地球・生物の歴史をたどる展示と、身近な郷土の自然史を紹介する展示から成

り立っています。また、企画展や大型映像のほか、自然史講座や学習教室などにより、子どもから

大人までが自然を学び、親しみ、大切にする心を養うことができます。 

 視聴覚教育センターは、小学 4年生を対象にした「わくわく体験活動」を始め、最先端の科学や

技術を体感する講座の開催、プラネタリウムの投映などにより、子どもから大人まで広く利用され

ています。また、併設の地下資源館は、実験ショーやワークショップの開催のほか、世界各地で産

出される鉱物・鉱石や宝石の原石の展示などにより、資源やエネルギーについての学びの場として

市民に親しまれています。 

 二川宿本陣資料館・商家「駒屋」が所在する二川地区は、江戸時代に建てられた本陣・旅籠屋・

商家のすべてが見学できる日本で唯一の宿場町で、夏には灯籠まつり、秋には大名行列などのイベ

ントを開催し誘客を図ることで、施設への入館者数も安定的に推移しています。 

２．課 題 

美術博物館では、展示室と収蔵庫を増築し、美術歴史資料の保存、展示機能が向上しましたが、

既存部分は必ずしも十分ではないため、長期的な見直しにより、利用者がより快適に鑑賞できる環

境の整備が必要です。 

 自然史博物館では、平成 28 年に新生代展示室の改装が完了したものの、郷土の自然展示室など、

時代に合わせた展示室の整備は十分ではありません。また、年々増加する標本を適切に管理するた

めの収蔵庫整備のほか、大型映像や新たな企画展・イベントの開催などによる来館者サービスの充

実も必要です。 

視聴覚教育センター・地下資源館の両施設は、開館以来大規模な改修等は行っていないため、展

示室、展示物ともに老朽化が著しく魅力の低下は否めません。年間 300 回以上開催するワークショ
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ップや実験ショーのほか、プラネタリウム機器の更新、科学実験装置の製作等により集客増を図っ

ていますが、必ずしも安定的な集客に結びついていません。 

二川宿本陣資料館（本陣・旅籠屋）と改修復原した商家「駒屋」では、二川宿を全国へ情報発信

するための各種行事への取組や、地域の方々との連携による魅力あふれるまちづくりを行い、何度

も訪れたくなる二川宿を目指していく必要があります。 

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等による点検を実施し、点検

結果を記録に残します。 

・法定点検は今後も実施し点検結果を記録に残します。 

・博物館における展示物については、破損や不良だけでなく、その教育普及的な展示機能が劣化

していないかを含めて点検を行い記録します。 

・市史跡や市文化財については、定期的な点検を行い不良箇所がある場合はこれを詳細に確認し、

点検結果を記録します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

・「施設保全計画」にもとづき「予防保全」と「改良保全」を行います。 

・博物館における展示物については、不良箇所の改修だけでなく、展示内容の見直しを行い、教

育普及価値を高めます。 

・市史跡や市文化財については、点検確認作業により不良箇所が発見された場合は、市の文化財

担当と連携をとりながら、改修復原した状態に回復するため修理等を行います。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

・博物館における参加型の展示物については、利用者に危険がないか重点的に点検を行い不良箇

所は早急に改修します。 

・市史跡や市文化財については、見学者の安全を確保できる方法により公開を行います。 

④統合や廃止の考え方 

・石巻自然科学資料館は、石巻神社との土地無償貸借契約の 2027 年 3 月満了をもって、廃止す

る方針です。 

・視聴覚教育センターや地下資源館は、老朽化が進んでいることから、施設の利用形態や事業展

開などを確認しつつ、大規模改修の時期には複合化等についても検討します。 



第５章 施設分類ごとの取組

96 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H23 H24 H25 H26 H27

男女共同参画セン

ター

市民センター

会議室利用

（市民センター）

市民活動プラザ利用

（市民センター）

青少年センター

人

◆文化・社会教育系施設⑤ ＜その他施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

男女共同参画センター 1 2,087.83 ｍ2 市民協働推進課 

市民センター 1 1,998.35 ｍ2 市民協働推進課 

青少年センター 1 3,777.84 ｍ2 生涯学習課 

少年愛護センター 1 92.34 ｍ2 こども未来政策課 

合計 4 7,956.36 ｍ2

１．現 状

○男女共同参画センター 

男女共同参画に関する学習、交流、

情報収集の拠点施設として、平成６

年度に開館。年間６万人前後の利用

があります。 

○市民センター 

市政情報の提供、各種の相談、集

会、交流及び市民活動の拠点施設と

して平成４年度に開館。また、平成

１９年度には館内に「市民活動プラザ」を開設し、市民活動団体等が活動を行うための場としまし

た。会議室の利用は、平成２６年度にミーティングルームを２部屋増やしたことにより増加してお

り、市民センターの利用も増加しています。 

○青少年センター 

健全な青少年育成を図るための施設として、昭和５３年度に開館。青少年団体・サークル等の

活動の場、研修、スポーツ、レクリエーションに利用されています。年間６万人程度の利用が

ありますが、宿泊棟の利用形態を変更したことなどから、近年施設利用者数が減少傾向にあります。 

２．課 題

○男女共同参画センター 

 性別・年齢を問わず幅広く利用される施設であるため、子どもから大人まで安全安心に利用でき

るよう、計画的な対応をしていく必要があります。また、郊外にあり駐車場を備えた施設のため、

自動車での来館者は利用しやすいが、公共交通機関でのアクセスには制限があります。 

○市民センター 

市の中心部に位置し、周辺に建物が密集しているため、利用者が安全安心に利用できるよう、計

画的な対応をしていく必要があります。また、専用駐車場が無いため、自動車での来館者は近隣の

有料駐車場を利用する必要があります。 

○青少年センター 

宿泊研修ができる施設もありますが、施設・設備の老朽化が進み、今後、児童・生徒数の減少が

見込まれる中で、有効性の低下が懸念されます。  
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

○男女共同参画センター 

・男女共同参画推進に関する各種活動のほか、図書の貸出を行うなど、性別や年齢を問わず幅広い

市民に利用される施設であり、指定管理者と連携しながら「施設管理者施設保全マニュアル」等

により点検を実施し、点検結果を記録に残すなどの対応により、早期に不具合を把握し、修繕判

断を行います。（法定点検を含む。） 

○市民センター 

・市民活動団体の交流の場のほか、市の中心部に位置するという立地条件から各種会議等に多く利

用される施設であり、指定管理者と連携しながら「施設管理者施設保全マニュアル」等により点

検を実施し、点検結果を記録に残すなどの対応により、早期に不具合を把握し、修繕判断を行い

ます。（法定点検を含む。） 

○青少年センター 

・研修室、体育室、音楽室など様々な用途で利用できる施設であり多くの方が利用されることから、

「施設管理者施設保全マニュアル」等を活用した、指定管理者による日常点検を実施し、点検結

果を記録に残すなどの対応により、早期に不具合を把握し、修繕判断を行います。（法定点検を

含む。） 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や不具合が生じると判断した時は、施設保全計画の内容を

考慮しながら、指定管理者と連携して修繕等を実施します。 

③安全確保の実施 

○男女共同参画センター 

・男女共同参画推進に取組む団体、託児付きの各種講座、女性相談など利用者層がさまざまである

ため、危険箇所が発見された場合や危険が生じると懸念される時は、利用者の安全確保を最優先

に考え、指定管理者と連携を取りながら、建築部門の助言などにより、緊急性が高いものから対

応します。 

○市民センター、青少年センター 

・市の中心部に位置し、周辺には建物が密集しているため、危険箇所が発見された場合や危険が生

じると懸念される時は、利用者の安全確保とともに、建物周辺の安全確保についても考慮し、指

定管理者と連携を取りながら、建築部門の助言などにより、緊急性が高いものから対応します。 

④統合や廃止の考え方 

○男女共同参画センター 

・複合施設としての目的、利用者数の推移を踏まえ、関係課と情報共有を行うなかで、長期の施設

利用見込みや社会情勢等を総合的に判断し、施設のあり方を検討します。 

○市民センター 

・施設の規模や目的、利用者数の推移を踏まえ、長期の施設利用見込みや社会情勢等を総合的に判

断し、施設のあり方を検討します。 

○青少年センター 

・予想される青少年人口等の減少を勘案しながら多様な利用方法を検討します。 
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◆スポーツ系施設① ＜スポーツ施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

総合体育館 1 12,584.49 ｍ2 スポーツ課 

地区体育館 10 13,596.55 ｍ2 スポーツ課 

武道館 1 3,038.56 ｍ2 スポーツ課 

球場 3 5,337.47 ｍ2 スポーツ課 

陸上競技場 1 763.13 ｍ2 スポーツ課 

市民プール 1 608.30 ｍ2 スポーツ課 

トレーニングセンター 1 1,381.61 ｍ2 スポーツ課 

グリーンスポーツセンター 1 362.35 ｍ2 スポーツ課 

市民球技場 1 692.90 ｍ2 スポーツ課 

高師緑地馬場 1 449.50 ｍ2 スポーツ課 

庭球場 4 274.01 ｍ2 スポーツ課 

屋内プール・アイスアリーナ 1 11,644.33 ｍ2 スポーツ課 

運動広場等※ 14 116.25 ｍ2 スポーツ課 

合計 40 50,849.45 ｍ2

※１4施設のうち建物が存在しない施設が 11施設あります 

１．現 状

○スポーツ施設の利用人数の現状 

【利用人数】 

【年度】 

２．課 題

これまで、本市のスポーツ施設は「する」スポーツを中心に施設整備を行ってきました。しかし

ながら、施設利用者からは競技スペースがあるのはもちろんのこと、さらに応援するスペース、食

事をとるスペースなどを設置してほしいという意見があります。

 また、障害者スポーツの振興や生涯スポーツの推進を進めていく中で、現在の施設はバリアフリ

ーや多目的トイレの設置など社会情勢の変化により求められている改修が進められていない状況
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子どもから高齢者まで健康の保持・増進やレクリエ

ーションを目的に、だれでも、いつでも、どこでも気

軽に参加できる生涯スポーツの普及が進む中、本市の

スポーツ施設の利用人数はこの１０年間において緩

やかな右肩上がりの状況です。

また、施設ごとに利用人数を比較しても大きな波は

ありません。

最近では、市民にこれまで以上に利用してもらうよう利便性を高めるため、平成２６年度に

テニスコートの利用時間の区分を変更したことで利用人数が増えています。
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です。

競技スポーツの振興、プロスポーツを誘致し観るスポーツの振興など、市民一人ひとりが目的や

体力に応じて気軽にスポーツに参加できる環境づくりをするうえで施設整備は欠かすことができ

ません。

しかしながら、今後の人口減少や年齢構成の変化、維持管理費の抑制などを考慮し、現状維持で

はなく、時代にあった施設運営をし、さらには、施設の統合や複合化などの施設のあり方、東三河

全体における相互利用も踏まえ、規模や機能を見極め、市民ニーズに応えることのできる事業を行

う必要があります。

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が施設を利用することから施設の安全性の向上に努

め、常に施設の状況を把握して点検結果を記録に残し、施設の維持管理に活用します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が施設を利用するため、点検により不良箇所が発見さ

れた場合や故障が生じると判断した時は、施設機能の維持と安全確保を第一に考え、速やかに

施設の利用を停止したうえで修繕を行い、施設の健全な状態の維持と長寿命化につなげます。

③安全確保の実施 

・子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が施設を利用するため、法定点検や「施設管理者施設

保全マニュアル」を活用し日常点検を実施し、不備や危険性が認められた施設については、早

急に対応し施設を訪れる人々の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が施設を利用しますが、人口減少などによる施設利用

の変化に対し状況を把握し、施設の設置目的や利用形態などを確認しつつ、建替えの場合にお

ける複合化や廃止の検討をします。 
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◆スポーツ系施設② ＜その他施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

学校開放クラブハウス 26 686.32 ｍ2 スポーツ課 

市民クラブハウス 1 506.46 ｍ2 スポーツ課 

合計 27 1,192.78 ｍ2

１．現 状

○学校開放施設の利用人数の現状 

【学校開放施設利用人数】 

【年度】 

○市民クラブハウスの利用人数の現状 

【岩田総合球技場利用人数】 

【年度】 

２．課 題
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市民一人ひとりが目的や体力に応じて気軽にスポーツに参加できる環境づくりをするうえで

の施設整備、維持管理は欠かすことができません。しかしながら、学校開放施設におけるクラ

ブハウスについては、本来の目的として活用していない施設もあることから必要な規模や機能

を見極める必要があります。

学校開放施設の利用人数は平成２２年度をピークに

緩やかな右肩下がりの状況ですが、登録団体数はほぼ

横ばいであるため、登録団体の人数構成（所属する人

数）の減が利用人数減に繋がっていると考えられます。

学校開放の事業そのものは、子どもから高齢者までの

生涯スポーツの普及・促進のために、不足している社

会体育施設の代替との位置づけです。

本市の体育振興を担っている豊橋市体育協会の本部

が置かれていることと、岩田総合球技場（市民球場・市

民球技場・市民庭球場）の管理受付を行っています。

 年々利用人数が増えていることから施設としては十

分活用されていると考えられます。
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が施設を使用するため、学校開放については学校や管

理指導員と連携し、施設の安全性の向上や長寿命化につなげるため、常に施設の状況を把握し

ます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が施設を使用するため、点検により不良箇所が発見さ

れた場合や故障が生じると判断した時は速やかに使用を停止して修繕を行い、施設の健全な状

態を維持します。 

③安全確保の実施 

・子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が施設を使用するため、法定点検や施設管理者施設保

全マニュアルを活用し日常点検を実施し、不備や危険性が認められた施設については、早急に

対応し施設を訪れる人々の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が施設を使用しますが、人口減少などによる施設利用

の変化に対し状況を把握し、施設の設置目的や利用形態などを確認しつつ、必要が無いものは

廃止の検討をします。 
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◆産業系施設① ＜産業振興施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

職業訓練センター 1 1,307.85 ｍ2 商工業振興課 

労働会館 1 820.72 ｍ2 商工業振興課 

勤労青少年ホーム 1 744.28 ｍ2 商工業振興課 

合計 3 2,872.85 ｍ2

１．現 状

○職業訓練センター 

・指定管理者制度導入以降は施設の一般利用を進めており、年度による増減はありますが利用

者数は指定管理者制度導入前に比べ増加しています。 

・設置から 50 年以上が経過し、施設・設備の老朽化が目立ちます。 

○労働会館・勤労青少年ホーム 

・講座の充実やクラブ活動の推進により、おおむね安定的な利用者数となっています。 

・設置から 20 年以上が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいます。 

２．課 題

経年劣化により老朽化が進んでいる施設については、安全かつ利用しやすい施設運営のために

改修、改良の必要があります。利用需要については、いずれの施設も今後安定的な利用は見込ま

れますが、産業や勤労福祉への市民の関心を高めるため、さらなる施設の周知や魅力発信に取り

組む必要があります。 
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○職業訓練センター

  昭和 40 年度

○労働会館・

勤労青少年ホーム

  平成 6 年度
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・職業訓練センターについては、早期に不具合を把握するため、大工組合をはじめとする専門知

識や技能を有する方々と連携しながら「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施

し、点検結果を記録に残します。  

・法定点検も同様に、確実に実施し点検結果を記録に残します。 

・労働会館及び勤労青少年ホームについては、職員による点検のほか、講座等の施設利用者から

の指摘などを指定管理者に伝えます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・職業訓練センターについては、点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断し

た時は、大工組合をはじめとする専門知識や技能を有する方々と連携しながら、早期に簡易修

繕を行い、施設利用に支障がでないように、施設の健全な状態を維持します。  

・「施設保全計画」にもとづき「予防保全」と「改良保全」を行います。 

・労働会館及び勤労青少年ホームについては、指定管理者と連携をとりながら、健全な状態を維

持します。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や専門的な観点から危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高

いことから最優先で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

○職業訓練センター 

・運営には県の補助金も投入されている市内唯一の職業訓練施設であり、今後も長期に渡って施

設を存続させていくことが望ましいが、訓練生の数やニーズ、社会情勢等を総合的に判断し、

県と連携しながら今後の利用方法を適宜、検討していきます。 

○労働会館・勤労青少年ホーム 

・勤労青少年ホームの設置根拠である勤労青少年福祉法が改正されたことから、施設の目的や利

用者数の推移を踏まえ、長期の施設利用見込みや社会情勢等を総合的に判断し、必要に応じて

両施設の統合を検討します。 
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◆産業系施設② ＜観光施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

総合動植物公園 1 19,085.35 ｍ2 総合動植物公園 

前芝灯明台 1 22.00 ｍ2 美術博物館 

瓜郷遺跡 1 29.00 ｍ2 美術博物館 

吉田城 鉄
くろがね

櫓
やぐら

1 257.20 ｍ2 観光振興課 

賀茂しょうぶ園※ 1 26.46 ｍ2 観光振興課 

嵩山蛇穴※ 1 18.29 ｍ2 観光振興課 

葦毛湿原※ 1 35.53 ｍ2 観光振興課 

海岸公衆トイレ 11 129.08 ㎡ 観光振興課 

合計 18 19,602.91 ｍ2

※トイレの建物延べ面積を計上しています 

１．現 状

総合動植物公園は、昭和４５年開園し平成４年にはアフリカ園、遊園地等の拡大を行いました。 

現在園内には４０年以上経過した施設もあり、

維持管理に多大な費用を要しています。老朽

化の進んだ施設については平成２５年度から

計画的にリニューアルを進め、獣舎について

は効果的な展示方法を取り入れ入園者数を増

やす取組みを進めています。 

 県指定史跡である前芝灯明台は、昭和４１年に復元され、永く保存することとされた建物です。

また、瓜郷遺跡復元家屋は、国指定史跡に指定された瓜郷遺跡内に復元された建物で、現在周辺の

史跡指定地の公有化を進めており、見学者等も増加が予想されます。 

吉田城鉄櫓は、平成 17年度に耐震補強工事及び看板の設置などがなされ、リニューアルオープ

ンしました。来場者数は、オープン当初から比較すると減少しているものの、1万人前後の来場者

があります。平成 28 年度からリニューアルオープンに伴い開館日が拡大されたため、来場者が増

加傾向にあります。 

２．課 題

総合動植物公園は、「１００万人プロジェクト」の達成に向けて、ハード及びソフト両面にわた

る取組みを進める必要があり、園内施設については寒暖対策や授乳室、休憩所等の充実など多様化

する来園者ニーズに対応した改修や用途変更を検討する必要があります。 

 前芝灯明台は、小規模な修理を随時行って保存を図っています。建物自体は文化財指定を受けて

いるわけではありませんが、見学者の理解を助けるものとして必要なものであり、適切に維持管理

を行っていく必要があります。また、瓜郷遺跡復元家屋については、「茅葺
かやぶき

」であるため、火災等

に弱い構造的な問題があります。 
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吉田城鉄櫓は、本市の観光施設の１つとして数えることができるため、継続的に多くの方々に来

ていただけるよう展示内容の充実を図っていく必要があります。 

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施し、点検結

果を記録に残します。 

・法定点検は、今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

・史跡については、愛知県文化財保護指導委員による指定文化財の定期的な点検が行われている

ため、これを詳細に確認し、点検結果を記録します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・耐用年数、目視や操作等のほか、業務委託にもとづく法定点検等により更新が望ましい設備に

ついては計画的に修繕や更新を行います。 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

・史跡については、点検確認作業により不良箇所が発見された場合は、「毀損
き そ ん

届」「修理届」等

を届け出るとともに、県や国の指示に従って修理等を行います。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

・指定文化財の見学者の安全を第一に考えた公開の方法を優先します。 

・吉田城鉄櫓については、必ず管理者立会の元でのみの開放とし、安全面に十分留意したうえで

来場者を招きます。 

④統合や廃止の考え方 

・総合動植物公園の各施設については、利用需要の低下や費用対効果が見込めない場合は、用途

変更により他の活用を図ります。動物や植物による憩いと学習施設及び観光施設として利用需

要の低下や費用対効果を長期的視野で検証しながら継続的な運営を目指していきます。 

・利用見込や社会情勢等を総合的に判断し、施設の維持管理について検討していきます。 
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◆産業系施設③ ＜その他施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

ポートインフォメーションセンター 1 1,440.95 ｍ2 みなと振興課 

吉祥山市民ふれあいの森 1 98.06 ｍ2 農業支援課 

駐車場・休憩所 
（石巻山、多米峠、嵩山、普門寺）

4 75.64 ｍ2 観光振興課 

合計 6 1,614.65 ｍ2

１．現 状

○ポートインフォメーションセンター

平成 17 年に設置され、各種イベントの参加

者や小学生を中心とした団体施設見学利用が

多いこともあり、年度により多少増減がある

ものの、おおむね安定的な来館者数となって

います。 

○市民ふれあいの森 

市民が森林とふれあう場所として利用できるよう施設の維持管理や登山道の整備を行っており、

利用者の満足度を高い状態で維持しています。 

○休憩所 

自然歩道利用者のトイレと休憩スペースを兼ねた休憩所ですが、実際に休憩所を利用している人

は正確には把握できていないものの少なくなっています。 

２．課 題

○ポートインフォメーションセンター 

 設置後 10 年が経過し、将来的に改修・改良の必要がありますが、他の施設と比較してその緊急

性は低いものと思われます。 

○市民ふれあいの森 

休憩所、トイレなどの施設の維持管理や登山道の整備を継続して行っていく必要があります。登

山道は３つのルートがあり、新たに案内看板を設置するなど、維持・管理を図っています。 

○休憩所 

完成後 40年以上経過し施設の利用者数は少ないため、自然歩道の案内とともに周知するなどの

活動とともに、必要な規模・機能を見極めた施設のあり方、市民のニーズに応える事業方針を検討

する必要があります。  
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施し、点検

結果を記録に残します。 

・法定点検は、今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・耐用年数、目視や操作等のほか、業務委託にもとづく法定点検等により更新が望ましい設備に

ついては計画的に修繕や更新を行います。 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・ポートインフォメーションセンターについては、学校野外活動の将来展望、児童数の予測及び

港で行う各種イベントの市民ニーズにもとづき、長期の施設利用見込みや社会情勢等を総合的

に判断し、検討していきます。 

・休憩所については、利用見込や社会情勢等を総合的に判断し、施設の維持管理について検討し

ていきます。 



第５章 施設分類ごとの取組

108 

◆学校教育系施設① ＜学校施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

小学校 52 286,601.55 ｍ2 教育政策課 

中学校 22 176,519.25 ｍ2 教育政策課 

高等学校 1 6,445.64 ｍ2 教育政策課 

家政高等専修学校 1 3,532.92 ｍ2 教育政策課 

くすのき特別支援学校 1 9,808.59 ｍ2 教育政策課 

合計 77 482,907.95 ｍ2

１．現 状

昭和３０年から４０年代の木造から鉄筋コンクリート造への転換や、昭和５０年代の児童・

生徒数が急増したことによる増築により、昭和５６年より前に建設され、老朽化した校舎が多

く存在しています。また、校区間により差はあるものの、将来的に少子化の傾向にあります。

昭和５６年以前に建設された校舎の割合

小学校 70.2％

中学校 53.6％

計 64.4％

参考：「施設評価結果について」（平成 25 年 9 月）

２．課 題

築後経過年数の長い施設の割合が高く、建築部材のみならず設備・配管等の老朽化も進ん

でいることから、今後膨大な更新コストがかかることが予想されます。

少子化の進展により、児童・生徒数及び学級数が減少し、近い将来、建物の総量としては

過大となることが予想されます。

遊休空間（空き教室）については、習熟度別指導や少人数指導等、きめ細やかな個に応じ

た指導を行うための空間をはじめとした、多様な学習内容・学習形態への活用が期待されま

すが、学校での活用のみならず、地域の実情やニーズに応じて有効活用する必要があります。

小中一貫教育やコミュニティスクールの検討など、時代の要請に応えられる学校づくりを

行う必要があります。
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等を活用しながら、各学校の

 教職員による日常点検を実施し、点検結果を記録に残します。  

・学校での日常点検のほかに、学校施設所管課による建築基準法第 12 条にもとづく点検等も確

実に実施し、建築物の不具合の早期把握に努めます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・大規模な改修は「施設保全計画」にもとづく「改良保全」「予防保全」の中で実施しますが、

計画に定める改修周期を確保するため、必要な補修や修繕については早期に実施していきま

す。 

・厳しい財政状況の中においても学校施設の健全な状態を維持するため、用務員等による補修を

効果的に実施し、コストの圧縮に努めます。 

③安全確保の実施 

・「施設保全計画」外であっても、危険箇所を発見した場合や危険が生じると判断した時は、児

童や生徒等の安全確保を最優先とし、緊急対応を行います。 

④統合や廃止の考え方 

・良好な学習環境、児童や生徒等の安全の確保を第一に、少子化時代に対応した適正な学校規模、

学校配置を検討します。また、地域の活動拠点や災害時における防災拠点として学校が果たし

ている役割を念頭に置いたうえで、地域の実情に合わせ、他の公共施設との複合化を含めた効

率的な施設運用について検討します。 
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◆学校教育系施設② ＜野外教育施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

少年自然の家 1 1,967.69 ｍ2 生涯学習課 

野外教育センター 1 2,274.01 ｍ2 生涯学習課 

江比間野外活動センター※ 1 928.33 ｍ2 生涯学習課 

神田ふれあいセンター※ 1 9.90 ｍ2 生涯学習課 

合計 4 5,179.93 ｍ2

※江比間野外活動センターは全体面積を２分の１に換算、神田ふれあいセンターはシャワー室のみ保有しています 

１．現 状

（設置年度）  昭和４５年度 野外教育センター ／ 昭和４７年度 少年自然の家 

        昭和５０年度 江比間野外活動センター／平成７年度 神田ふれあいセンター 

（利用者数） 

※少年自然の家、江比間野外活動センター、神田ふれあいセンターは延べ人数。野外教育センターは実人数 

少年自然の家の利用者数は、子どもの人数が減っていることに加え、社会情勢の変化により子

ども会など、青少年団体の加盟者も減っていることから減少傾向にありましたが、平成２７年度

は増加に転じました。 

野外教育センターは、平成２４年度より土日開館を実施したことから増加しています。 

江比間野外活動センターは減少傾向から平成２７年度は増加に転じ、神田ふれあいセンターは

増加傾向にあります。 

２．課 題 

（将来児童・生徒数）  
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 児童・生徒数は今後も減少することが予想されることから、野外活動研修ができる類似宿泊施設

について、統廃合を含めた施設のあり方について検討する時期にきています。 

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

○少年自然の家、野外教育センター 

・潮風の影響を受けやすい施設であるため、コンクリート壁、金属製手すり、屋上防水シートな

ど建物外部の劣化に特に注意を要する施設です。「施設管理者施設保全マニュアル」等を活用

することで、日常点検を実施し、点検結果を記録に残すなどの対応により、早期に不具合を把

握し、修繕判断を行います。また法定点検も確実に実施し適切な施設管理に努めます。 

○江比間野外活動センター 

・田原市と１／２ずつ分割所有している施設ですが、日常点検、法定点検は施設に常駐している

田原市職員が適切に行います。 

○神田ふれあいセンター 

・指定管理者と連携しながら「施設管理者施設保全マニュアル」等を活用することで、日常点検

を実施し、点検結果を記録に残すなどの対応により、早期に不具合を把握し、修繕判断を行い

ます。また法定点検も確実に実施し適切な施設管理に努めます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

③安全確保の実施 

・野外活動を目的として多くの児童や生徒が利用する施設であることから、安全確保を最優先に

考え、危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、建築部門の助言などにより、

緊急性が高いものから対応します。 

④統合や廃止の考え方 

○少年自然の家、野外教育センター 

・学校野外教育活動の将来展望、長期の利用見込み、社会情勢等を総合的に判断し、施設の統廃

合や移転などを検討します。 

○江比間野外活動センター、神田ふれあいセンター 

・将来的に利用者数が大きく減少するなどの要因が認められる場合は、田原市、設楽町と協議し、

効率的な施設運用について検討します。 
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◆学校教育系施設③ ＜その他施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

学校給食共同調理場 4 11,201.86 ｍ2 保健給食課 

教育会館 1 2,577.96 ｍ2 学校教育課 

合計 5 13,779.82 ｍ2

１．現 状

○学校給食共同調理場 

児童生徒数の減少とともに、１日あ

たりの食数も徐々に減少しています。 

○教育会館 

教育会館の利用者数の推移は、ほぼ

横ばいとなっています。中核市移行に

伴い教職員研修を本市で行っており、

教職員研修の施設として安定的に利

用されています。

２．課 題 

○学校給食共同調理場 

老朽化する施設の更新が必要となっていますが、給食を食べる子どもの減少に伴い、施設のあり

方を整理する必要があります。 

○教育会館 

教育会館の設置から２０年以上が経過していますが、今後も教職員研修の実施の予定があるため、

継続して活用していきます。  
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

○共通 

・早期に不具合を把握するため、「施設管理者施設保全マニュアル」等により日常点検を実施し、

点検結果を記録に残します。 

・法定点検は、今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

○学校給食共同調理場 

・調理場は熱源機器を利用した様々な機器を取り扱うため、取扱には十分注意し、消防設備や電

気設備等の点検を確実に実施するとともに、日常的に職員による目視点検及びメンテナンスを

実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

○共通 

・「施設保全計画」にもとづき「予防保全」を行います。 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

○学校給食共同調理場 

・子どもたちに安全安心な給食を提供するため、食材の品質状態や異物混入等事故が発生しない

よう施設や設備の維持管理には十分に注意を払います。また、調理場は機械設備の占める割合

が多く、確実に給食が実施されるよう必要不可欠な設備や機器については、計画的に修繕や更

新を行います。 

・調理場は老朽化している施設や老朽化の進行が予測される施設があり、定期的な施設修繕や設

備更新を行う必要があります。現状を把握し、計画的な修繕や更新を行うよう努めます。 

③安全確保の実施 

○共通 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、最優先で対応し、一般利用者や教

職員、並びに給食を食べる子どもたちの安全を確保します。 

○学校給食共同調理場 

・調理業務においては、野菜の切裁機や調理釜等、重大な事故につながる恐れのある機器を多く

使用するため、それらを使用する調理員は常に注意を払い安全意識を持ち対応します。 

④統合や廃止の考え方 

○学校給食共同調理場 

・児童及び生徒数の推計にもとづく食数の変動をもとに、統廃合や再整備を検討します。 

○教育会館 

・継続して活用していく施設のため、統合や廃止の予定はありません。 
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◆子育て支援系施設① ＜保育所等＞

施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

保育園 5 4,247.08 ｍ2 保育課 

高山学園 1 1,035.13 ｍ2 保育課 

児童クラブ※ 50 1,498.51 ｍ2 こども家庭課 

合計 56 6,780.72 ｍ2

 ※建物延べ面積は、専用室 15クラブの合計面積です。児童クラブは、50クラブのうち 15クラブが専用室（建物）により運営されて

おり、残りの 35クラブは小学校の空き教室、校区市民館、民間施設により運営されています 

１．現 状

（利用対象者） 

保育園…０歳から５歳までの保育を必要とする未就学児童（児童福祉法にもとづく児童福祉施設） 

高山学園…３歳から５歳までの療育を必要とする未就学児童（児童福祉法にもとづく児童福祉施設） 

児童クラブ…保護者が昼間に労働等で家庭にいない小学校就学児童（児童福祉法にもとづく事業） 

（実利用人員数） 

（施設老朽化の現状） 

保育所…５園のうち４園は昭和 50年前後に整備された施設で、部分的な修繕が頻繁に必要とな

っています。 

 高山学園…平成 25 年度に改築を行った新しい施設です。 

 児童クラブ…専用室はいずれの施設も平成 10年代以降に整備した比較的新しい施設です。 
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少子化の影響により、本市の

児童数は減少傾向にあります

が、保護者の就労形態の変化

により、公立保育園及び高山

学園の利用者数はほぼ横ばい

となり、開設クラブが増えた

ことから公営児童クラブは

年々増加しています。

※各年5月１日時点での実利用人員数 
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２．課 題

（児童の減少への対応） 

子育て世帯の保護者の就業率が上昇傾向であり、保育園・児童クラブの利用ニーズは高まると考

えられるため、中期的には現状の施設数の維持が必要となります。しかし、今後も少子化が更に進

み、児童数の減少が著しい場合は、施設のあり方を見直す必要があります。 

人口推計                  実利用人員数見込み 

３．課題を踏まえた取組 

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため、「施設管理者施設保全マニュアル」等により日常点検を実施し、

点検結果を記録に残します。 

・児童が利用する施設であることから、通常使用では発生しないような不具合等が考えられるた

め、トイレ、水道、ロッカーなど児童が頻繁に利用する箇所は注意して日常点検を行います。

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・耐用年数、目視や操作等のほか、業務委託にもとづく法定点検等により更新が望ましい設備に

ついては計画的に修繕を行います。 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。また、保育等の支障があると判断した場合は、至急修繕を行います。 

・良好な保育等環境を整備するため、水道や空調機器等の設備を更新していきます。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・将来展望、児童数の予測にもとづき、公立施設としての役割を視野に入れ、長期の施設利用見

込み、社会情勢等を総合的に判断し、施設の統廃合や移転などを検討します。 

・特に公営児童クラブについては、小学校区単位で運営する特性があるため、小学校の動向をは

じめ、小学校の遊休空間（空き教室）の活用や校区市民館利用について調整を図りながら専用

室の存続等を検討します。 
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※0-5歳人口については、国立社会保障・人口問題研究所「日本 

の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」を元に推計 

※6-11 歳人口については、「小中学校別の児童・生徒数将来推計」

より公営児童クラブのある校区のみ抜粋 
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◆子育て支援系施設② ＜幼児・児童施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

交通児童館 1 947.00 ｍ2 こども未来館 

こども未来館 1 7,214.72 ｍ2 こども未来館 

合計 2 8,161.72 ｍ2

１．現 状

  （設置年度） 昭和４４年度 交通児童館 ／ 平成２０年度 こども未来館 

  （利用者数） 

交通児童館、こども未来館ともに利用者数は微増傾向にあります。 

  （施設老朽化の現状） 

    交通児童館  平成５年に全面リニューアルを行っていますが、それから約２０年を経過

しており、全体的な経年劣化が進んでいる状態です。 

    こども未来館 平成２０年にしゅん工した比較的新しい施設ですが、修繕を必要とする箇

所が生じ始めている状況です。 

２．課 題

交通児童館は、リニューアル後２０年を経過し再度大規模な改修・改良が必要です。こども未来

館は、長期間利用できるようにするためにも修繕等が必要です。 

交通児童館は市内唯一の児童館として、また、こども未来館は他に例が少ない多世代交流施設で

あるとともに子育て支援拠点施設として非常に重要な建物であり、適切な維持管理により、安全か

つ利用しやすい施設運営が求められます。 

また、両施設とも指定管理施設であるため、修繕等を適時に行うように指定管理者と調整してい

く必要があります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・「施設管理者施設保全マニュアル」等により日常点検を実施し、指定管理者からは、点検や修

繕の結果の報告を受け、施設が良好な状態であるようにします。 

・毎月行う指定管理者との連絡調整会議で点検や対応が行われているか、確認します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施

・耐用年数、目視や操作等のほか、法定点検等により更新が望ましい設備については計画的に修

繕を行います。 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した場合は、修繕を行い施設の健

全な状態を維持します。 

・計画的な維持管理、修繕、更新等を行うため、指定管理者と長期的な修繕計画を作成し、連絡

調整会議の場などを活用して情報共有を図ります。 

③安全確保の実施

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、特に子どもを対象の中心とした施設であることを踏まえて利用者の安全を確保しま

す。 

④統合や廃止の考え方 

・両施設とも重要な子育て支援施設であるため、現状では統合や廃止の予定はありません。 
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◆医療・保健福祉系施設① ＜医療・保健施設＞ 

施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

市民病院※ 1 57,083.18 ｍ2 市民病院管理課 

保健所・保健センター 1 7,681.40 ｍ2 健康政策課 

こども発達センター 1 3,827.98 ｍ2 健康政策課 

休日夜間急病診療所 1 872.46 ｍ2 健康政策課 

休日夜間・障害者歯科診療所 1 95.40 ｍ2 健康政策課 

看護専門学校 1 4,374.62 ｍ2 健康政策課 

合計 6 73,935.04 ｍ2

※市民病院附属産院（1施設）を含んでいます 

１．現 状

○市民病院 

市民病院は、市民がいつでも安心して医療を受けられるよう、救急医療・高度専門医療をはじ

めとした安全で質の高い医療を提供する東三河の中核病院です。 

建設後 20 年が経過し、建具等可動部分の不具合、受電・照明設備・自動火災報知設備・放送

設備等電気設備の故障、舗装の劣化等設備の老朽化が顕著になっています。 

○ほいっぷ 

「ほいっぷ」は、「健康づくり拠点・健康あん

しん拠点・こどもの療育支援の拠点」である保健

所・保健センター、こども発達センターと休日夜

間急病診療所、休日夜間・障害者歯科診療所など

が一体となった複合施設です。 

施設についてはユニバーサルデザインに配慮

して乳児から高齢者の方まで使いやすく設計さ

れています。 

○看護専門学校 

   （設置年度） 平成８年度 

（在籍学生数 H28.4.1）                 （入学志願者数・入学者数）

1 年 2 年 3 年 計   志願者数 入学者数

1 科 41 37 39 117  1 科 101 40

2 科 40 43 36 119  2 科 59 39

計 81 80 75 236  計 160 79 

看護専門学校は地域医療を確保するために必要不可欠な看護師を養成する公共施設です。 

主たる実習施設として隣接する豊橋市民病院等で実習を行っています。 
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２．課 題

○市民病院 

  平成 28 年度に完成した高度放射線棟等に伴う既存施設の内部改修や、今後整備を予定してい

る手術センター棟と並行して、該当部分の更新を順次行っていく計画ですが、建築に係る部分や

施設全体に網羅された設備を更新する際、いかに病院機能を停止させずに施工していくかが課題

です。 

○ほいっぷ 

  平成２２年４月にオープンして以来、１４万人程度の利用人数で推移しています。 

  今後も保健、医療、福祉を担う拠点として現在の施設を有効に利用していきますが、施設使用

開始１６年目以降に大規模修繕を実施する必要があり、事前に必要な修繕の助言・提案について

維持管理契約を行っているＰＦＩ事業者と協議、決定する必要があります。 

○看護専門学校 

看護学生が安心して学業に専念できる環境を提供するためには、最低限の設備面（トイレ、給

排水設備、空調設備、照明等）の維持・更新が必要となっています。 

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施します。

・「ほいっぷ」は、施設利用者は乳児から高齢者の方までと幅が広いため、日常点検は見落とし

やすい低い位置についても危険が無いように点検を実施していきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持し、耐用年数、目視や操作等のほか保守点検業務にもとづく法定点検等により更

新が望ましい設備については計画的に修繕を行います。 

・大規模修繕等について、今後の方向性を検討し、計画的に実施します。 

・「ほいっぷ」は、ＰＦＩ契約により計画修繕にもとづいて修繕を行いますが、施設、設備の維

持管理を施設担当職員も実施し、施設維持管理につながる使用方法等についても検討します。

③安全確保の実施 

施設利用者の安全を最優先し、施設機能維持を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

 現状では統合や廃止の予定はありません。 
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◆医療・保健福祉系施設② ＜衛生施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

斎場 1 1,969.15 ｍ2 福祉政策課 

霊苑 2 142.06 ｍ2 福祉政策課 

墓地※ 3 193.71 ｍ2 福祉政策課 

合計 6 2,304.92 ｍ2

※３施設のうち建物が存在しない施設が２施設あります 

１．現 状

 斎場の火葬件数については、過去５年間は大

きな変動はありません。 

 施設については、昭和 51 年に火葬棟、昭和 52

年に白ヶ池会館が開設され、平成 15 年に改修工

事を行ったものの老朽化が進んでいます。 

霊苑、墓地については、平成 26 年度に再貸出

を行い、許可件数が増えましたが、現在、梅田

川霊苑以外にはほとんど空きはありません。 

２．課 題

年間死亡者数予測                            （豊橋市斎場再整備計画より）  

 死亡者数は当面増加を続け、平成 47～51 年の年間 4,701 人でピークを迎え、その後、4,500 人程

度で推移します。そのため、火葬、墓地需要が増加することは間違いなく、老朽化が進んでいる斎

場の再整備と梅田川霊苑の整備を着実に進めていく必要があります。  
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により日常点検を実施し、

点検結果を記録に残します。 

・斎場においては、高齢者や子どもまで様々な方が利用することから、特に白ヶ池会館の階段段

差や隙間などの危険箇所のチェックなど、利用者層に配慮した点検を重点的に行います。 

・墓地及び霊苑内の鉄柵等老朽化が進んでいる箇所については重点的に点検を行います。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・日常の目視や操作の状況、施設の耐用年数、法定点検結果等から、更新が望ましいと判断され

る設備については計画的に修繕を行います。 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健 

全な状態を維持します。 

・斎場においては、火葬業務に支障をきたさないよう、火葬炉設備の適切な維持管理や修繕を行

います。 

③安全確保の実施 

・斎場においては、様々な市民が利用し、また会葬者の心情に十分に配慮する必要があることか

ら、斎場棟及び白ヶ池会館内で危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊

急性が最も高いことから最優先で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

・墓地及び霊苑においては、墓参者に危険が生じないよう、台風等による倒木等が発生した場合

には速やかに対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・施設の特殊性から統合や廃止は難しいと判断しています。 
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◆医療・保健福祉系施設③ ＜地域・高齢福祉施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

地域福祉センター 3 5,592.59 ｍ2 福祉政策課 

老人福祉センター 5 2,737.55 ｍ2 長寿介護課 

老人憩の家 3 488.00 ｍ2 長寿介護課 

高齢者活動センター 2 1,190.59 ｍ2 長寿介護課 

合計 13 10,008.73 ｍ2

１．現 状

（管理運営） 

市民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減を図ることを目的とする指定管理者制度

を導入しています。地域の福祉ニーズに応じた各種講座やイベント等の自主事業の実施によ

り、高齢者を中心に施設利用の促進を図っています。

（利用者数） 

高齢化の進行による高齢者の増加や、それ

に対応した自主事業の充実等により、施設利

用者数は増加傾向にあります。 

２．課 題

（高齢者の増加への対応） 

高齢化の進行により今後も高齢者数は増加

していく見込みです。価値観や生活様式の変

化により増加・多様化する福祉ニーズに対応

するため、アンケートを活用するなど利用者

の声を把握しながら、満足度の高いサービス

を提供していく必要があります。 

（高齢者の施設利用への対応） 

主な利用者が高齢者であることから、身体の機能低下等に配慮し、より安全性を重視した維持

管理に努めていく必要があります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施し、点検

結果を記録に残します。 

・法定点検は今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

・手すりなどの設備に不具合がないかの確認や、段差や隙間などの危険箇所のチェックなど、利

用者層に配慮した点検を重点的に行います。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

・「施設保全計画」にもとづき「予防保全」と「改良保全」を行います。 

・高齢者は加齢に伴い視力や聴力、筋力などの身体能力が低下するため、修繕や更新等の機会を

とらえ、施設設備の機能向上を図るなどの配慮を行います。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

・高齢者は体温調節機能の低下により、夏は熱中症を起こしやすく、冬は体が冷えやすい状態と

なる傾向があるため、空調設備の適正稼働に努めます。 

④統合や廃止の考え方 

・地域の福祉ニーズに応じた自主事業の開催や関連福祉団体との連携により、施設利用を促進し

ます。 
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◆医療・保健福祉系施設④ ＜その他施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

総合福祉センター 1 6,068.27 ｍ2 福祉政策課 

障害者福祉会館 1 4,153.67 ｍ2 障害福祉課 

総合老人ホームつつじ荘 1 5,292.56 ｍ2 総合老人ホーム 

更生保護会館 1 342.06 ｍ2 福祉政策課 

合計 4 15,856.56 ｍ2

１．現 状

総合福祉センターと障害者福祉会館は指

定管理者制度を導入し、地域の福祉ニーズ

に応じた各種講座や教室、イベント等を実

施して施設の利用促進を図っています。

障害者福祉会館は、利用者数が増加して

いるものの、総合福祉センターは、喫茶コー

ナーや軽作業訓練室の利用者数の減少によ

り、全体の施設利用者も減少傾向にあります。 

また、更生保護会館は、保護司会を始め

とした更生保護団体の活動拠点として昭和 41 年に設置されました。平成 23 年度には会館内に

「更生保護サポートセンター」が設置されたことに伴い、団体の活動も活発化し利用者が増加

しています。

 また、総合老人ホームは、特別養護老人ホ

ームに多くの入所待機者がいること、養護老

人ホームも市内唯一の施設であること等か

ら利用率、市民ニーズ共に高くなっています

が、デイサービスセンターは市民ニーズが高

いものの、市内の事業所数が増加傾向にある

等の理由から、利用率は平成 23 年度をピー

クに減少しています。 

２．課 題

高齢者や障害者の数は増加傾向にあり、今後施設に対する需要も増加していくことが見込まれる 

ことから、施設利用者のニーズに対応したサービス提供に努め、施設利用を促進していく必要があ

ります。 

また、今後、施設の経年化が進み、設備機器等の不具合の発生が予想されるため、日常点検を適

切に行うとともに、計画的な修繕・更新により安全性に配慮した施設の維持管理を実施していく必

要があります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施し、点検

結果を記録に残します。 

・法定点検は今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

・高齢者や障害者の利用が多く、また、老朽化が進んでいる施設もあることから、各設備に不具

合がないかの確認や、階段や段差等の危険箇所のチェックなど、利用者層に配慮した点検を重

点的に行います。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

・利用者にとって利用しやすい施設になるよう、修繕や更新等の機会をとらえ、施設設備の機能

向上を図るなどの配慮を行います。 

③安全確保の実施 

・利用者の多くは心身にハンディキャップを負っていることから、危険箇所が発見された場合や

危険が生じると判断した時は速やかに対応し、施設利用者の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・総合福祉センターや障害者福祉会館については、地域の福祉ニーズに応じた自主事業の開催や

関連福祉団体との連携により、施設利用を促進します。 

・総合老人ホームや更生保護会館については、施設利用見込や今後の社会情勢等を総合的に判断

し、施設の将来を検討していきます。 
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◆その他施設 ＜その他施設＞

施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

競輪場 1 18,789.48 ｍ2 競輪事務所 

職員会館 1 1,758.10 ｍ2 資産経営課 

資源化センター余熱利用施設 1 4,396.45 ｍ2 健康増進課 

公衆トイレ 2 12.70 ｍ2 公園緑地課 

ふれあい農園 3 55.37 ｍ2 農業支援課 

憩の場 2 33.64 ｍ2 農地整備課 

漁村コミュニティ施設 3 52.19 ｍ2 農地整備課 

合計 13 25,097.93 ｍ2

１．現 状

 その他施設は、設置目的が他の分類に属さず設置年度や利用形態も様々ですので、以下主な施設

について述べます。まず、競輪場は昭和２４年から事業を開始し、車券売上は近年、特別競輪を開

催した年以外はおおむね横ばいで推移しています。 

また、職員会館は昭和５７年に開館しましたが、貸会議室の利用者は減少傾向にあり、一部の貸

会議室を閉鎖して貸事務所として活用しています。 

資源化センター余熱利用施設は、ＰＦＩ手法で建設・運営されており、平成１９年にオープンし

て以来利用者数は堅調に推移しており、年間で約１６万人の利用者がいます。 

２．課 題

老朽化に対する維持・更新以外の課題は施設によって様々です。競輪場では、収益確保に向けて

様々なサービスや施設の改善に取り組む必要があり、施設の更新や発売形態の変化への対応及び周

辺環境へ配慮をしたコンパクトな競輪場に向けた施設の集約が課題です。 

また、職員会館は、普通財産であるものの、貸会議室利用者の減少もあって維持費用に対して収

益が少なくなっていることが課題です。 

資源化センター余熱利用施設は、ＰＦＩ事業契約満了後、次の契約へ移行していくことになるた

め、耐用年数を見据えた改修範囲を特定し、施設の改修を行ったうえで次のステップへ向かうのか

どうか検討が必要です。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により利用形態を意識し

た点検を実施します。 

・ＰＦＩにより維持管理を行っている施設は、事業契約後に制度等が変更となった場合、その

都度必要性等を精査して対応していきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、施設の健全な状態を

維持するとともに、「施設保全計画」にもとづく「予防保全」と「改良保全」を行います。 

・競輪場においては、維持管理や修繕のほか、「豊橋競輪場施設等整備計画」にもとづき、コ

ンパクトな競輪場を目指し、中長期的な施設等の整備に取り組んでいきます。 

・ＰＦＩにより維持管理を行っている施設は、その要求水準に沿った維持管理、修繕や更新等

を行っていきます。 

③安全確保の実施 

・安全性を最優先で考え、危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、速やか

に対応して施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・競輪場は、車券売上や入場者の状況並びに社会情勢等を把握しながら、長期的な展望に立った

施設のあり方を検討します。 

・職員会館は、貸事務所や貸会議室などの需要が低下し、費用対効果が見込めない場合は、用途

変更により他の活用を図ります。 

・資源化センター余熱利用施設は、施設の動力の一部に資源化センターの余熱を利用しているこ

とから、施設運営環境や施設利用者の状況を勘案しあり方を検討します。 
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◆行政系施設① ＜庁舎施設＞ 

施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

市役所 1 60,219.77 ｍ2 資産経営課 

窓口センター※ 8 1,251.45 ｍ2 市民課 

まちなか活性課事務所 1 499.65 ｍ2 まちなか活性課 

土木維持事務所 2 3,375.74 ｍ2 道路維持課 

合計 12 65,346.61 ｍ2

※駅前窓口センター分（賃借）の建物延べ面積を除いています 

１．現 状

市役所庁舎は、市民サービスを提供する行政の拠点施設であるとともに、台風などによる風水害、

近い将来発生が予測されている南海トラフ地震など大規模災害が発生した場合には、住民の生命、

身体及び財産を災害から保護し、被害を最小限にとどめるために、災害対策本部を設置する災害対

策活動の拠点施設でもあります。 

窓口センター事務取扱件数は、人口減少等の社会情勢により緩やかな減少傾向にありますが、市

民課全体における事務取扱件数に対する窓口センター事務取扱件数の占める割合は 50 パーセント

台半ばでほぼ横ばいとなっています。 

まちなか活性課事務所は、昭和４７年度に建築され、まちなかに立地しているという特性を生か

し、再開発関係者、商業者等との会議や本庁の様々な課が会議等に活用しています。 

土木維持事務所は、平成５年度に土木維持事務所東部出張所、平成７年度に土木維持事務所を建

設し、日常の道路点検パトロールや市道の応急的な維持、補修を行っています。 

２．課 題

複雑多様化する行政需要に対応し、市民サービスの向上を図るための施設の改修や、災害対策活

動を円滑に実施するための施設の強靭化に加え、庁舎の老朽化による設備の不良、故障なども発生

し、今後大規模な改修が必要となってくることから、計画的に工事、修繕を行っていく必要があり

ます。 

窓口センター事務取扱件数は、人口減少等の社会情勢や個人番号カードを利用したコンビニ交付

の導入等により、緩やかに減少していくものの、社会の高齢化により、身近な窓口としての存在意

義はより一層重要なものとなることが想定されることから、施設のあり方を検討する必要がありま

す。 

まちなか活性課事務所は、今後、まちなかの業務量の増加が見込まれ、再開発関係者、商業者等

のニーズに応えるため、適切な管理を行い活用していくことは重要です。しかし、エレベーターの

改修等、維持管理費がかかることが想定されるため、施設全体の活用方法の検討を行う必要があり

ます。 

土木維持事務所は、日常の道路点検パトロールや市道の応急的な維持、補修を担当しており、そ

の役割は市民生活に大きく影響を与えることから、今後も施設機能を維持していく必要があります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により日常点検を実施し、

点検結果を記録に残します。 

・法定点検は、今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い施設の健全

な状態を維持します。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・窓口センターの将来展望、人口数や高齢者数の推計にもとづき長期的な施設利用者見込みを総

合的に判断し、統廃合を含めた施設のあり方を検討します。 

・まちなか活性課事務所は、中心市街地活性化事業及び再開発事業の進展により、さらなる活用

が見込まれることから、まちなかの拠点として有効活用を図っていきます。 

・土木維持事務所は、生活道路等の日常の点検、パトロールや応急的な維持、補修を行い、市民

生活、経済活動にとって重要な役割を担っていることから、今後も機動力を活かした道路系イ

ンフラの拠点としていきます。 
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◆行政系施設② ＜消防施設＞ その 1 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

消防署（所） 8 11,772.57 ｍ2 消防本部総務課 

合計 8 11,772.57 ｍ2

１．現 状

 消防業務をとりまく現状は、火災件数は減少傾向、救急件数は増加傾向を示し、本市の状況にあ

ってもほぼ同様の推移を示しています。 

 大規模地震や風水害等の大規模災害、社会環境の変化による複雑多様化する火災・救助事故や高

齢化社会の進展に伴う救急需要の増など、消防体制に求められる期待は高くなってきています。 

２．課 題

 大規模地震や風水害等の大規模災害、複雑多様化する火災・救助事故や高齢化社会の進展に伴う

救急体制の充実強化を推進するため、災害活動拠点としての消防庁舎機能（敷地面積の確保など）

を強化していく必要があります。 

 都市計画道路の整備状況や人口減少社会を受けたコンパクトシティ化の状況、また、東三河地域

での消防広域連携の状況を見据え、適切な出動体制が確保されるよう、消防署（所）の配置の見直

しも視野に入れ対応を図る必要があります。 

 今後増員が見込まれる女性消防職員について、働きやすい職場環境の整備を図る必要があります。 

◆火災件数の推移（全国）

◆救急出動件数等の推移（全国）

※高齢化社会の進展に伴い救急需要は増加傾向を示している。



第５章 施設分類ごとの取組

131 

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・災害活動拠点としての消防署（所）を常に万全の機能が発揮されるよう維持管理を実施します。

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施し、点 

検結果を記録に残します。  

・法定点検は、今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い、施設を健

全な状態に維持します。  

・「施設保全計画」にもとづき「予防保全」と「改良保全」を行います。 

・「改良保全」の保全工事に合わせ、消防署（所）に求められる機能を強化します。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、職員及び施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・幹線道路の整備状況や人口減少社会を受けたコンパクトシティ化の状況、また、東三河地域で

の消防広域連携の状況を見据え、確実な消防防災活動体制が確保されるよう、消防署（所）の

配置の見直しも視野に入れ対応を図ります。 
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◆行政系施設② ＜消防施設＞ その２ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

消防団器具庫・詰所※ 80 4,751.41 ｍ2 消防本部総務課 

合計 80 4,751.41 ｍ2

※建物延べ面積は、賃借分を除いています 

１．現 状

１ 消防団員の確保とサラリーマン化 

  消防団は通常の火災出動に加え、地震や風水害が発生した場合には、住民の避難誘導など、地域

に密着した組織力を活かし、地域における中核的な存在として、その果たす役割は大きくなってい

ます。 

  豊橋市消防団においては、国の統計に比べ団員の減少率はゆるやかであるが、団員確保に苦慮し

ているのが現状です。また、消防団員の被雇用者（サラリーマン）の割合が 70％を超える状況に

あり、日中の災害対応力の低下についても危惧されています。 

２ 消防団器具庫・詰所の土地所有者について 

消防団の器具庫・詰所は、市有地（32 か所）をはじめ、町有地（22 か所）、神社地等（13 か

所）、市有地・民間地（13 か所）であり、さまざまな所有形態の土地に建設されています。 

地権者の状況により土地の返還を求められる可能性もあります。 

【消防団員数等の推移（各年度 4月 1日現在、25年度は 5月 1日現在の数値）】 

年  度 23 24 25 26 27 Ｈ23⇒27 減少率 

全国 団員数（人） 879,978 874,193 868,872 864,347 859,995 2.3% 

豊橋市 

団員数（人） 1,238 1,232 1,223 1,216 1,214 1.9% 

女性団員数（人） 8 9 10 11 11  

機能別団員（人） 5 5 6 5 10 

平均年齢（歳） 32.0 32.0 32.0 32.5 32.9  

【豊橋市消防団員の被雇用者化の推移】 
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２．課 題

 今後も、少子化による人口減少、就業構造の変化に伴う自営業の減少・サラリーマンの増加によ

り、消防団員の確保が困難な状況が続くことが見込まれることから、複数部で組織される分団につ

いては適正な部数への見直しを検討し、地域防災力の低下を招かぬよう機能の集約を図る必要があ

ります。 

 部の統廃合については、各地域の歴史や実情によるところが大きく影響することから、地元自治

会や分団と協議し慎重に進める必要があります。 

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・災害活動拠点としての消防団器具庫、詰所を常に万全の機能が発揮されるよう維持管理を実施

します。 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施し、点 

検結果を記録に残します。  

・法定点検は、今後も確実に実施し点検結果を記録に残します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、修繕を行い、施設を健

全な状態に維持します。  

・計画的に「予防保全」と「改良保全」を行います。 

・「改良保全」の保全工事に合わせ、消防団器具庫、詰所に求められる機能を強化します。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、緊急性が最も高いことから最優先

で対応し、団員及び施設を利用する人の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・地元自治会や分団と協議し、適正な部数への見直しを検討し、地域防災力の低下を招かぬよう

適正な組織体制へと集約を図ります。 

・「施設廃止計画」にもとづき目的を失った施設を廃止します。 
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◆行政系施設③ ＜防災施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

水防倉庫 6 279.78 ｍ2 防災危機管理課 

防災備蓄倉庫 10 2,000.71 ｍ2 防災危機管理課 

防災器材庫 1 92.74 ｍ2 防災危機管理課 

合計 17 2,373.23 ｍ2

１．現 状 

東日本大震災以後、備蓄品の増強を

図っており、非常用備蓄食料につい

ては、平成 25 年度に備蓄目標の

316,800 食に到達しました。 

備蓄食料以外にも、災害用毛布や生

活用品など、想定避難者数に対応し

た生活用資機材の整備を進めてきま

した。 

備蓄品や資機材の増強に対応するた

め、防災備蓄倉庫の建設を計画的に

進めています。 

２．課 題

○防災備蓄倉庫 

 非常用食料や飲料水の備蓄は、被害予測調査による想定避難者数をもとに必要量を算出し、整備

を進め目標値に達しましたが、今後は備蓄計画に従い計画的に更新し、増強していく必要がありま

す。また、平成 26 年度に公表した被害予測調査結果をもとに備蓄計画を見直しましたが、今後新

たな被害予測調査が行われた場合には想定避難者数の変更が見込まれます。その際は、備蓄計画の

見直しが行われるため、倉庫施設全体の必要規模について計画に応じた見直しが必要となります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため「施設管理者施設保全マニュアル」等により点検を実施し、点検

結果を記録に残します。 

・期限がある日用品や非常用食料及び資機材等の数を定期的に点検把握し、記録していきます。

倉庫内には生活用品や非常用備蓄食料等及び資機材等が保管されているため、いつでも使える

よう、建物を定期的に点検し、記録します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や不具合や故障が生じると判断した時は修繕を行い、災

害時に使用できなくならないように施設の健全な状態を維持します。 

・日用品や非常用食料及び資機材等について、備蓄計画に従い計画的に更新していきます。 

③安全確保の実施 

・保管されている物をいつでも使える状態に保つよう、日用品や非常用食料の更新及び資機材等

の整備を図り、また危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、早急に対応し、

施設利用者の安全を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・被害想定の見直しに伴う想定避難者数の変更等により、倉庫に保管する備蓄量が大幅に変更と

なる場合は、既存施設の活用や用途変更を検討します。 



第５章 施設分類ごとの取組

136 

◆行政系施設④ ＜環境施設＞

施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

資源化センター 1 36,278.49 ｍ2 施設課 

環境センター 3 10,419.98 ｍ2 業務課 

圧縮積替ボックス建屋 11 365.64 ｍ2 業務課 

資源リサイクルセンター 1 1,563.48 ｍ2 施設課 

プラスチックリサイクルセンター 1 3,191.87 ｍ2 施設課 

廃棄物最終処分場 1 605.78 ｍ2 埋立処理課 

浸出水処理施設 2 719.39 ｍ2 埋立処理課 

合計 20 53,144.63 ｍ2

１．現 状

○収集施設（環境センター、圧縮積替ボックス施設）

環境センターは、市内を３分割し（東部・南部・西部）、それぞれにごみ収集車両の基地とし

ての機能を設けています。加えて、東部環境センターには、収集ごみの搬送効率を高めるための

中継施設と、それに付随する汚水処理施設があります。また、西部環境センターには、平成２３

年１０月に中継施設から用途変更したこわすごみの選別ヤードがあります。

 その他、一部の県営・市営住宅に、ごみステーションに代わる圧縮積替ボックスがありますが、

指定ごみ袋制度の導入に伴い、平成２８年度から機能を停止しています。

○中間処理施設（資源化センター、資源リサイクルセンター、プラスチックリサイクルセンター）

ごみの焼却及び再利用の機能を持つ資源化センター（昭和５５年稼働）には、平成２年度に増

設した焼却施設３号炉と平成１４年度に更新した焼却施設１・２号炉があります。また、し尿・

浄化槽汚泥を処理するし尿処理施設や剪定枝のリサイクル施設を併せて設けています。

リサイクル施設としてはその他にも、びん・カンとペットボトルを選別、再利用するための資

源リサイクルセンター（平成２年稼働）やプラスチックの選別、再資源化するためのプラスチッ

クリサイクルセンター（平成１７年稼働）があります。

○廃棄物最終処分施設（埋立処分場、浸出水処理施設）

うめるごみや資源化センター等からの中間処理残さを最終処分するための埋立処分場は、既に

埋立を完了している第４次及び第５次Ⅰ・Ⅲ工区と現在埋立中の第５次Ⅱ工区及び第６次Ⅰ工区

があります。また、これらの埋立処分場から出る浸出水の水処理を行うため、浸出水処理施設が

あります。
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２．課 題

○収集施設

平成２９年度からバイオマス利活用センターの稼働に伴う生ごみ分別の実施やびん・カンのご

みステーション収集への変更などにより収集運搬業務が大きく変わります。そのため、環境セン

ターについては、効率的な収集体制の確保を図る中で、東部環境センターの中継施設や付随する

汚水処理施設の老朽化に合わせて見直しを進め、また、資源化センターの更新計画と合わせた西

部環境センターのこわすごみの選別ヤードの利用方法について検討を行う必要があります。

圧縮積替ボックスの施設については、当面の間、建屋の有効活用を図るとともに住宅の建替え

時期に合わせて解体・撤去する必要があります。

○中間処理施設

資源化センターについては、建設当初から３６年が経過しており、平成２９年度からはし尿処

理機能をバイオマス利活用センターへ移行します。また、焼却炉については耐用年数が２０年と

され更新時期を迎えることから、今後の施設更新にあたっては、平成２６年３月に策定した豊橋

田原ごみ処理広域化計画にもとづき施設の機能や設備規模などを検討して、施設全体の改築更新

を進めていく必要があります。

資源リサイクルセンターとプラスチックリサイクルセンターについては、今後、設備機器等の

老朽化に合わせて更新計画を立てる必要があります。

○廃棄物最終処分施設

埋立処分場については、掘り起こし等の延命策を講じていますが、新規の処分場建設は、用地

確保の観点から、多大な時間と地元理解を要するため、早い段階から新規処分場計画を立てる必

要があります。また、浸出水処理施設については、既に埋立てを終了した処理区を含めて浸出水

が廃止基準を満たすまで利用するため、施設の適正管理により延命化を図る必要があります。
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３．課題を踏まえた取組 

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため、「施設管理者施設保全マニュアル」等による点検を実施し、点

検結果を記録に残します。

・資源化センターのプラント設備については、必要に応じて第三者機関による精密機能検査を行

います。

・老朽化の著しい設備については適時診断を実施します。

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・耐用年数、目視、操作等のほか、業務委託にもとづく法定点検等により更新が望ましい設備に

ついては計画的に修繕や更新を行います。

・点検により不良個所が発見された場合や故障が生じると判断した場合は、修繕を行い施設の健

全な状態を維持します。

・資源化センターの焼却炉更新は、耐用年数(２０年）を目安とし、更新までの間は各点検結果に

もとづき、計画的に修繕を行い適切に維持管理します。

・浸出水処理施設は、機器ごとのリストを作成して管理し、「予防保全」と「改良保全」に努め

ます。

③安全確保の実施 

・危険個所が発見された場合や危険を生じると判断した場合は、緊急性が最も高いことから最優

先で対応し、施設利用者の安全と施設機能維持を確保します。

・施設から排出される排ガス、放流水等については法令を遵守し、安心で安全な施設運営を図り

ます。
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取  組  内  容 

④統合や廃止の考え方 

○収集施設

・効率的なごみ収集体制を目指し、東部環境センターの中継施設や汚水処理施設の老朽化に合わ

せて廃止等の検討を進めます。

・資源化センターの更新計画に合わせて、西部環境センターのこわすごみの選別ヤードの廃止と

跡地の利活用方法について検討を進めます。

・圧縮積替ボックスを廃止し、建物の有効活用と住宅の建替えに合わせた解体、撤去を進めます。

○中間処理施設

・資源化センターは、豊橋田原ごみ処理広域化計画にもとづき、施設の機能や設備規模などを検

討して施設全体の改築更新を進めます。

・資源リサイクルセンターとプラスチックリサイクルセンターについては、機能統合など効率的

で効果的な事業運営を目指した更新方法の検討を進めます。

○廃棄物最終処分施設

・埋立を終了した処分場は、関係法令による浸出水の廃止基準を満たした後、廃止を検討します。
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◆行政系施設⑤ ＜市営住宅＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

市営住宅 28 287,136.52 ｍ2 住宅課 

合計 28 287,136.52 ｍ2

１．現 状

市営住宅は、平成 27 年度末時点で、28 団地、4,228 戸あり、その内、３ＤＫが全体の約半数を

占めています。また、単身入居が可能な１ＤＫ・２Ｋ・２ＤＫなどは約 29％で、特に昭和 50 年度

以前の古い年代に集中しています。 

（維持保全の現状） 

  屋上防水については、改修の必要性があるもののうち、10 年の保証期間を経過している住宅が、

全体の 8 割 71 棟存在します。同じく外壁改修では、本来であれば長寿命化の観点から定期的な

改修が必要ですが、20年以上改修が行われていない住宅が全体の 6割 74 棟存在します。 

２．課 題

（多様な入居者ニーズへの対応）

高度成長期に建てられた市営住宅は家族向けとして建てられたため、多くが３ＤＫであり、近年

の単身高齢者の入居希望に対し入居できる２ＤＫ以下の住宅が少なく、入居者ニーズとミスマッチ

となっています。市営住宅は、高齢者だけでなく子育て世帯等にも配慮する必要があるため、入居

者ニーズとのミスマッチの解消と子育て世帯などソーシャルミックスに対応した住宅とする必要

があります。 

（移転先の確保） 

管理戸数を緩やかに縮減させるためには建替による戸数縮減や集約統合、用途廃止などの手法が

ありますが、そのためには、現在入居中の入居者の移転先の確保の問題があります。 
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（計画的な維持保全と活用） 

屋上防水や外壁とともに、給水設備、電気設備といった設備面の老朽化も激しく、維持管理の適

正化と計画的な改修が求められています。

３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・指定管理者が協定にもとづき行う定期点検や日常的な点検の結果をデータで管理し、住棟ごと

の状況を把握します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、入居者等の安全に支障

があるものを最優先して修繕を行い施設の健全な状態を維持します。 

・「豊橋市市営住宅ストック総合活用計画」にもとづき、建替、改善、維持保全を行います。 

・３Ｋ、３ＤＫで構成される大規模団地の建替えにあたっては、ＰＦＩの活用等により多様なニ

ーズに合わせた住戸を提供しながら総数を削減するとともに、余剰地に福祉施設や商業施設な

どの整備を検討します。 

③安全確保の実施 

・危険箇所が発見された場合や危険が生じると判断した時は、早急に修繕し、入居者等の安全を

確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・今後の人口縮減や財政状況を考慮し、既存ストックを縮減させるとともに、不足となる場合に

は立地適正化計画における居住誘導区域内において借上げ公営住宅等により、入居者の移転先

や子育て用等での活用を検討します。

・大規模団地の建替えにあたっては、多様なニーズに合わせた住戸を提供しながら緩やかに住戸

の縮減を図ります。また、敷地が狭小、不整形等で今後、市営住宅としての活用が不向きな場

合は「用途廃止」を検討します。なお、用途廃止後の跡地利用については、資産経営部門と調

整を図ります。
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◆行政系施設⑥ ＜その他施設＞

 施設内訳 

施設名等 施設数 建物延べ面積 施設所管課 

食肉衛生検査所 1 1,088.02 ｍ2 食肉衛生検査所 

大気汚染測定局 1 20.72 ｍ2 環境保全課 

地盤沈下観測所 4 45.03 ｍ2 環境保全課 

大清水倉庫 1 40.96 ｍ2 農地整備課 

石巻平野町地内建物（旧選果場） 1 3,246.20 ｍ2 資産経営課 

市ヶ谷ビル 1 924.98 ｍ2 資産経営課 

南大清水苗圃
びょうほ

1 141.00 ｍ2 公園緑地課 

選挙管理委員会倉庫 1 77.76 ｍ2 選挙管理委員会 

豊橋駅南口駅前広場倉庫 1 20.22 ｍ2 まちなか活性課 

旧勤労青少年ホーム※ 1 986.05 ｍ2 美術博物館 

旧バスターミナル 1 3,209.86 ｍ2 都市計画課 

公舎 4 1,041.21 ｍ2 市民病院管理課 

寮 1 1,670.71 ｍ2 市民病院管理課 

高師緑地内集会所※ 1 1,712.16 ｍ2 生涯学習課 

牟呂町地内仮設住宅 1 87.00 ｍ2 区画整理課 

旧消防団器具庫・詰所※ 8 378.63 ｍ2 消防本部総務課 

合計 29 14,690.51 ｍ2

※施設廃止計画（平成２５年９月）に位置づけられています 

１．現 状

行政系その他施設については、他の分類に属さない施設となりますので、設置の目的や年度も

様々です。この中には、旧勤労青少年ホームなど設置目的が失われたため施設評価によって廃止に

位置づけられている施設も存在しています。 

２．課 題

 施設評価によって廃止に位置づけられている施設の中には、他計画との整合や調整が必要などの

理由により具体的な廃止時期が決まっていない施設もあるため、できるだけ早期に施設廃止計画に

反映させていく必要があります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・早期に不具合を把握するため、各施設それぞれの管理手法にもとづく日常点検や法定点検を実

施し、点検結果を記録に残します。  

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・点検により不良箇所が発見された場合や故障が生じると判断した時は、各施設の用途を考慮し

たうえで修繕を行い、施設の健全な状態を維持するとともに、「施設保全計画」にもとづく予

防保全と改良保全を適切な時期に実施します。 

③安全確保の実施 

・日常的に利用する施設において危険箇所が発見された場合や危険が生じると懸念される時は、

最優先で対応するとともに、施設を利用する人の安全確保のため、必要に応じ利用制限をしま

す。 

④統合や廃止の考え方 

・施設評価で廃止グループに分類されているものの、当面保持に位置づけられている施設は、で

きるだけ早期に施設廃止計画に反映させていきます。 

・施設利用の変化に対し状況を把握し、施設の設置目的や利用形態などを確認しつつ、規模の縮

減など必要最小限のコストで建替えを検討します。 

・市ヶ谷ビルについて、引き続き建物を保持する場合は、貸付などを行って資産の有効活用を図

ります。 

・大気汚染測定局の吾妻局は将来的に廃止の方向で進めていきます。 
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３．インフラ系施設の分類ごとの取組                  

（１）施設管理の基本的な考え方 

①点検・診断等の実施 

施設の特性を考慮した定期的な点検を実施することにより劣化・損傷の程度など施設の健全度

を正確に把握・記録し、次の点検へつなげるメンテナンスサイクルを構築します。また、点検・

診断方法については新技術を積極的に活用することでコスト縮減に配慮します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

役割、機能、利用状況、重要性等を踏まえて優先度を評価、判断し、必要な維持管理、修繕や

更新等を効率的かつ効果的に実施します。また、安全性や経済性の観点や施設の特性により「予

防保全」型と「事後保全」型で維持管理する施設を選別し、中長期的な修繕計画を立案して維持

管理等を実施します。 

③安全確保の実施 

適切な点検、調査により施設の状態や地域状況の変化を把握し、事故や災害を未然に防止でき

るよう安全を確保するとともに、危険箇所が発見された場合は迅速に対応します。 

④耐震化の実施 

耐震化が未実施の施設については、可能な限り早期に診断を実施したうえで、施設の重要度、

他への影響などを考慮して計画的に耐震化を実施するとともに、災害時における安全確保と復旧

時間の短縮のための対策を図ります。

⑤長寿命化の実施 

点検・診断により状態を把握し、計画的な保全によって長寿命化を進めて大規模な修繕や更新

を回避し、維持管理・更新等に係るトータルコストを縮減して将来負担の軽減を図ります。

⑥統合や廃止の推進 

「健全度」や「重要度」などの項目による施設評価を実施し、社会構造の変化に伴う利用状況、

役割、求められる機能を踏まえた適正な配置を検討していきます。
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⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築 

ファシリティマネジメント統括部門と連携し、業務横断的な管理体制を構築するとともに、個

別施設計画の策定により計画的な予算執行を行います。また、県など様々な主体が主催する技術

研修会等への参加や技術継承が円滑に行える体制の構築により職員の専門的な知識や新技術の

習得をはかります。そして、地域コミュニティとの連携を密にすることにより、インフラの異変

等へ迅速に対応するとともに、国や県、他市町村等との連携による技術支援体制を構築します。 

（２）分類ごとの取組 

施設所管課が行うインフラ系施設の施設管理について、「１．現状」や「２．課題」を踏まえ

たうえで以下の４つの取組項目を「３．課題を踏まえた取組」で示します。 

①点検・診断等の実施 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

③安全確保の実施 

④統合や廃止の考え方 

※「④統合や廃止の考え方」については、目標年次である平成４７年度までの期間に限らず、より長期的な視点で

考え方を記載しています

※施設内訳の欄は、平成２７年３月末時点の内容になっています
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◆都市基盤系施設① ＜道路等＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 延べ面積 施設所管課 

道路（トンネル含む） 13,444 17,711,386 ｍ2 道路維持課 

橋りょう 1,304  道路建設課 

二川駅南北自由連絡通路 1 495 ｍ2 土木管理課 

豊橋駅東西自由連絡通路 1 3,222 ｍ2 土木管理課

豊橋駅東口ペデストリアンデッキ 1 6,395 ｍ2 土木管理課

歩道橋 13 道路維持課

牛川渡船場 1 2,117 ｍ2 土木管理課

豊橋駅前地下道 1 2,235 ｍ2 土木管理課

１．現 状

 高度経済成長期以降に整備された施設は、今後も一斉に老朽化が進行していきます。現状は、不

具合等が生じた時は対症療法的に劣化箇所を補修することに重きが置かれていますが、損傷が軽微

である早期段階に、計画的かつ予防的な修繕等を実施することで、施設機能の保持・回復を図る「予

防保全型」維持管理への転換が求められます。 

 施設の状態を把握することで、維持管理を効率的に行うとともに、第三者被害を防止する観点か

ら、平成 25 年度より道路ストック（路面性状、道路付属物等）点検調査を実施しています。平成

28 年度より路面下の空洞調査を実施しています。 

２．課 題

 大量に老朽化した道路施設の不具合を一度に修繕・更新すると、社会経済活動に対する影響も大

きくなり、サービスの低下が顕著になります。そのため、メンテナンスサイクルを構築し、中長期

の計画的な維持管理・更新等を実施するとともに、トータルコストの縮減や予算の平準化、並びに

保有量の適正化を図ることが必要です。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・定期的な点検等により、劣化及び損傷の程度や原因等を把握するとともに、劣化及び損傷が進

行する可能性や施設に与える影響等について評価（診断）します。また、日常の点検パトロー

ルと、５年に１回の頻度で点検等が義務化となった施設については、その点検や診断の結果お

よび措置の内容を記録し保存します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・道路等はすべてにおいて同程度のサービス水準で維持することは難しいことから、役割、機能、

重要性等の優先度を評価し、計画的かつ効率的に維持管理、修繕、更新等を行います。 

③安全確保の実施 

・道路利用者や第三者の安全を確保するため、点検等により危険箇所が発見された場合は速やか

に対応します。また、社会的影響が大きい施設に対しては予防保全における修繕計画にもとづ

き安全性を確保します。 

④統合や廃止の考え方 

・社会構造の変化や新たなニーズへ対応する取組を推進し、施設の保有量の適正化を図ります。

※道路の付帯施設となる街路樹については『◆都市基盤系施設③＜公園＞』において考え方を整理

しています 
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◆都市基盤系施設② ＜河川等＞ 

施設内訳 

施設名等 施設数 延長 施設所管課 

河川・排水路等 1,278.5 ｋｍ 河川課 

排水機場 28   河川課 

ため池・調整池等 135 農地整備課、河川課 

海岸施設   12.5 ｋｍ 農地整備課、河川課 

１．現 状 

 河川等の施設は、防災上重要であるとともに歴史の古いものが多く、その施設量も膨大です。ま

た、高度経済成長期以降に整備された施設は着実に老朽化が進行しています。現在、一定の施設が

整備され、維持管理や更新の段階となりつつあります。 

排水機場やため池は、地元土地改良区等と連携した定期的な点検等による施設管理を行い、国、

県等と連携した耐震化や長寿命化対策、更新を検討、実施しています。 

近年の集中豪雨や社会情勢の変化により、適正な施設の維持管理と施設能力の見直し等の施設整

備が必要となります。 

２．課 題

 古くに整備された施設は、整備年度や構造等が不明なものも多く、その施設量も膨大です。また、

周辺環境も様々であることから、すべての施設を一律に調査、点検することは難しく、老朽化状況

を把握することは容易ではありません。 

効率的な維持管理や更新には、点検結果や修繕履歴等を蓄積した施設管理台帳等を整備し、それ

を活用した計画的な維持管理や施設整備によってコスト縮減を図る必要があります。 

河川、排水路等は、適切な維持管理によって永続的に利用できる施設であることから、市民が安

心できる施設管理体制が必要であり、さらに浸水被害対策等の施設整備についても検討、実施して

いかなければなりません。 

排水機場等の重要施設については、予防保全型の維持管理を進めるとともに、効率的かつ計画的

な耐震化や長寿命化対策、更新について検討、実施する必要があります。  
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・施設の重要度に応じた定期的な現地調査、施設点検を実施し、その結果を記録し保存するとと

もに必要に応じて専門業者による診断等を行い、効率的な施設の維持管理や整備計画に反映さ

せます。また、電気や機械の施設、ポンプ等の施設は、専門業者による調査、点検を行います。

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・施設の重要度、点検結果等から優先度を考慮した維持管理等や地震等の防災対策を実施すると

ともに、履歴情報を施設管理台帳等に蓄積し、改築や更新等に活用します。また、コスト縮減

や維持管理のしやすい構造等について配慮します。 

③安全確保の実施 

・点検等により危険箇所が発覚した場合、直ちに必要な措置を講じ、利用者や第三者の安全を確

保します。また、排水機場等の施設操作人の安全にも配慮します。 

・周辺住民の生命や財産を守るため、地震等の防災対策を図ります。 

④統合や廃止の考え方 

・社会情勢等の変化に伴い必要性や機能がなくなった施設については、統廃合や他用途への利活

用について関係機関と調整や検討を行い、必要に応じて適切に対応していきます。 
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◆都市基盤系施設③ ＜公園＞ 

施設内訳 

施設名等 施設数 延べ面積 施設所管課 

都市公園 392 3,769,896 ｍ2 公園緑地課 

遊園 68 64,853 ｍ2 公園緑地課

児童遊園 9 9,966 ｍ2 こども未来政策課 

ちびっこ広場 36 31,984 ｍ2 公園緑地課 

多目的広場、しょうぶ園 3 23,644 ｍ2 公園緑地課 

その他の公園、緑地等 28 527,036 ｍ2 公園緑地課 

合計 536 4,427,379 ｍ2

１．現 状

・昭和 40年代後半以降に集中的に整備され、開設から 30年以上経過した公園が面積ベースで  

約 8 割になるなど、施設の老朽化が進んでいます。 

・人口減少と少子高齢化の進行に伴い、税収の減少等が見込まれますが、既に施設の維持管理や

更新費の確保が難しくなってきています。 

・公園の利用状況のほか防災機能の強化など公園を取り巻く環境も変化しています。 

・公園施設を適切に維持管理していくために必要な建設年度や構造形式、材質等の施設諸元が 

不明な施設も存在しています。 

・公園における樹木は植樹から 30年以上経過したものが全体の 8割ほどあり、巨木化や老朽化

が進んでいます。道路における街路樹と同様に危険木の解消など植栽密度の適正化の必要性が

年々高まってきています。 

２．課 題

(1)メンテナンスサイクルの構築 
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・市民の安全を確保するため、公園施設の点検の充実を図り、施設の健全度を把握し、修繕・更

新を実施していく必要があります。また、点検、修繕・更新の履歴を管理し、次の点検に活用

するメンテナンスサイクルを構築していく必要があります。 

(2)施設の適正管理 

・施設のライフサイクルコストの縮減や予算の平準化のため、公園施設長寿命化計画にもとづ 

き、事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換を推進していく必要があります。

また、改修・更新時においては時代のニーズを把握し、保有量の適正化を図る必要があります。 

(3)管理体制の充実 

・技術の進歩に伴う新技術の習得のほか、効率的に技術の継承ができるように管理体制の充実を

図る必要があります。 

(4)樹木の維持管理 

 ・樹木にかかる維持管理費は公園施設全体の約 4 割を占めており、更に増え続ける傾向にありま

す。維持管理にかかる予算を確保し、危険木の解消など樹木の適正化を図っていく必要があり

ます。 

３．課題を踏まえた取組 

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・適切な維持管理を行うため、遊具等の必要な日常点検、定期点検を実施します。 

・樹木について、人などの往来のあるところを中心に、定期的な樹木の点検や診断を実施します。

・点検結果をデータで管理し、施設の保全に反映します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・都市公園の予防保全を前提とした公園施設長寿命化計画にもとづき計画的に修繕や更新を行い

ます。その他の遊園等の予防保全は、次期計画の再編に併せて策定します。 

・樹木の診断結果にもとづき、植替えなどの更新を計画的に行い健全な状態を維持します。 

・修繕や更新の結果はデータで管理し、施設の保全に反映します。 

③安全確保の実施 

・点検等により危険箇所が発覚した場合、直ちに必要な措置を講じ、利用者の安全を確保します。

・遊具の安全規準等、各種基準を遵守し、基準変更があった際には随時対応していきます。 

・樹木に関しては、｢都市公園の樹木等の点検診断に関する指針(仮称)｣などにより、今後、適切

に対応していきます。 

④統合や廃止の考え方 

・施設の改修や更新時には利用者のニーズを的確に把握するほか、その保有量の適正化を検討す

るなどし、施設の統廃合の推進に努めます。 

・都市景観の緑としての役割を保ちながら、地域住民の意向を踏まえて樹木の適正化（整理）を

進めていきます。 
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◆都市基盤系施設④ ＜駐車場＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 延べ面積 施設所管課 

自動車駐車場 3 19,882 ｍ2 土木管理課 

自転車等駐車場 3 10,537 ｍ2 土木管理課 

合計 6 30,419 ｍ2

１．現 状

豊橋駅周辺は、鉄道や路面電車、路線バスなどの利便性の高い公共交通が集中する交通結節点で

あるため、駅前の地下に整備された自動車駐車場及び自転車等駐車場は、そのアクセス性の良さか

ら多くの駐車、駐輪需用があります。また、二川駅についても豊橋市の東の玄関口として通勤・通

学等の駐輪需要があります。 

迷惑駐車や放置自転車の防止などによる、市民生活の安全、秩序及び都市機能の維持を図り、良

好な都市環境の確保と、「まちなかの賑わい創出」に応えていくためにも、社会構造の変化や新た

なニーズに対応し、サービス提供を継続していく必要があります。 

２．課 題

○自動車駐車場 

駐車料金打切りによる長時間駐車を対象とする駅周辺の民間駐車場とは異なり、公共駐車場は利

用者の回転が速く、短時間駐車を特徴とし、いつでも駐車しやすい環境から多くの需用があり、路

上駐車防止による駅前の道路環境の向上に大きく貢献しています。しかしながら、サービス提供を

継続するうえで、天井や壁面からの漏水など古くからの地下構造物特有の課題を抱えており、漏水

対策のみならず場内塗装や設備類の更新など安全性や利便性の向上も視野に入れた改修を図る必

要があります。

○自転車等駐車場 

人口減少や高齢化により、自転車利用者の絶対数が減少に向かう一方で、チャイルドシート対応

自転車や電動自転車等の普及により、自転車が大型化・重量化しており、既存の駐輪ラックには収

まらない自転車が増加していることから、これらのような多様化したニーズを踏まえた駐輪ラック

の改修が課題となっています。なお、施設改修による駐輪場の一時的な閉鎖は駅周辺の道路環境に

著しい影響を及ぼす可能性があるため、計画的な改修が必要となります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・施設管理者施設保全マニュアル、公共建築物の定期点検結果等にもとづき、早期点検による劣

化や損傷の程度を把握し、劣化や損傷が進行する可能性や施設に与える影響等について評価（診

断）を実施します。また、新技術を積極的に活用することで、コスト縮減に配慮します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・役割、機能、利用状況、重要性等を踏まえ、修繕や更新等の優先順位を明確にし、効率的かつ

効果的に維持管理等を行います。 

③安全確保の実施 

・利用者の安全を確保することを優先に取組みます。 

・点検により、要修繕箇所が確認された場合、速やかに対応します。 

④統合や廃止の考え方 

・地下空間を活用して整備した施設であり、集約化や用途廃止はできないため、出来る限り既存

の施設を長寿命化するとともに利便性の向上に取組んでいきます。 
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◆都市基盤系施設⑤ ＜水道施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 延長 施設所管課 

管路（配水管、送水管、導水管）  2,202 ｋｍ  浄水課、水道管路課 

上下水道局庁舎 1   総務課 

取水場 1   浄水課 

浄水場 2   浄水課 

配水場 4   浄水課 

給水所 8   浄水課 

加圧所 8   浄水課 

計測所等 21   浄水課 

１．現 状

 安全で安心な水道水を安定的に供給するため、管路については、平成１４年度からすべての配水

管工事で耐震継手管による整備を実施してきました。平成１６年度からは、東海・東南海地震の被

害予測調査結果にもとづく耐震化や老朽管の更新を進め、平成２６年度に南海トラフ地震に対する

被害予測調査を実施し、これまでの調査では被害を受けないとされていた管路にも耐震化を実施す

ることとしました。 

 また、施設については、平成８年度から建物や配水池等の耐震対策を順次進め完了していますが、

老朽化設備の計画的な更新や災害時を含めた安定給水確保のための配水設備の増強などに取り組

んでいます。 

２．課 題

 法定耐用年数を迎えた管路をすべて更新するには、多大な費用が必要です。また、南海トラフ地

震に対する耐震化対策も急務となっています。 

 安全で安心な水道水を安定的に供給するためには、人口減少社会を迎える中での効率的な水道シ

ステムの構築が課題となります。  
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・管路の点検結果や修繕履歴等をマッピングシステムによりデータベース化を行うとともに、上

下水道ＧＩＳにより適切に管理を行うことで、優先度の高い配水管から効率良く更新整備を行

えるようにし、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・災害時においても安全で安心な水道水の安定供給を行うため、配水管整備事業にもとづき、災

害時の活動拠点となる医療機関や避難所への配水管路の耐震化及び濁水や出水不良の解消を

図るための計画的な老朽管の更新を行います。 

③安全確保の実施 

・配水ルートを多系統化することで、災害時の復旧時間の短縮や水道水を安定供給できる対策を

行います。 

④統合や廃止の考え方 

・人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、水道施設の最適化（管路のダウンサイジング等）を図

り、効率的な水道システムの構築を進めます。 
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◆都市基盤系施設⑥ ＜下水道施設＞ 

 施設内訳 

施設名等 施設数 延長 施設所管課 

管きょ 1,553 ｋｍ 下水道整備課 

処理場 18 下水道施設課 

ポンプ場 16 下水道施設課 

小規模ポンプ場 117 下水道施設課、下水道整備課

その他 22 下水道施設課、下水道整備課

１．現 状

生活環境の改善及び公共用水域の保全のため、下水道は未普及地区の解消などの拡張事業を進め

ています。一方で、南海トラフ地震等に備え市民の安全・安心を確保し地震対策を推進するため、

平成２５年度に下水道総合地震対策計画を策定して、その計画に沿った耐震診断の実施とその結果

にもとづく耐震対策を進めています。 

また、老朽化対策として管きょについては、老朽管調査を実施し、状況に応じた修繕や布設替え

を行っています。施設については、適切に維持管理しライフサイクルコストの削減を図るため、計

画的な改築、更新を進めるとともに統廃合や再構築に取り組んでいます。 

２．課 題 

布設後５０年を超える管きょが今後急速に増加する時期を迎え、また供用開始から長期間経過し

た処理場・ポンプ場が増加していることや、南海トラフ地震に対する耐震対策が急務にあることか

ら、施設の保全に要する費用が今後増加することが見込まれます。 

管きょの老朽化などによる道路陥没や処理場・ポンプ場の機能低下による公共用水域の水質汚濁

等の影響が懸念されるため、こうした点を踏まえた適切な維持管理を行っていく必要があります。 
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３．課題を踏まえた取組

取  組  内  容 

①点検・診断等の実施 

・長期的な点検や調査の全体量を見通すための調査計画を策定し、対象施設に対する具体的な点

検、調査方法、基準等をとりまとめ、診断業務を実施します。 

・診断業務の結果を反映することにより、改築や修繕の必要性を判断します。 

・点検や調査によって得られた情報を継続的に蓄積し、点検調査計画及び改築修繕計画の評価や

見直しに活用します。 

・既計画に沿った重要な施設から、詳細な耐震診断を実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施 

・長期的な改築や修繕の全体量を見通して費用の平準化を図る長期改築修繕計画を策定するとと

もに、具体的な対策を定める短期改築修繕計画を策定し、改築や修繕を行います。 

・改築や修繕によって得られる情報を継続的に蓄積し、施設管理の目標、点検調査計画及び改築

修繕計画の評価や見直しに活用します。 

・耐震診断の結果にもとづく耐震化工事を実施します。 

③安全確保の実施 

・適切な点検や調査により施設の状態を把握し、事故の発生を未然に防止します。また、点検等

により施設の異常が発見された場合は、必要な対応をとり、類似の施設についても早急に点検

を実施し、事故の未然防止に努めます。 

・災害に強いまちづくりを進めるため、施設の機能確保のための修繕管理、安全確保と復旧時間

の短縮のための対策を推進します。 

・定期パトロールを実施するとともに住民や他機関と連携し、異常箇所の早期把握に努めます。

④統合や廃止の考え方 

・人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、下水道施設の最適化（処理場の統廃合等）を図り、効

率的な下水道システムの構築を進めます。 
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参 考 資 料                      

資料１ 校区別人口推計 

資料２ 行財政改革懇談会意見書【一部抜粋】
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資料１ 校区別人口推計

校区別人口推計は、過去の実績値をもとに、以下に示す推計方法に従って一律的に計算した結果

を示したものです。あくまでも現時点での推計であり必要に応じて適宜見直しを行います。

【参考】＜校区別人口推計の推計方法＞ 

●推計方法 

コーホート要因法による。ここで言うコーホートは、平成22年国勢調査の「町丁・字等別，

男女別，年齢別（５歳階級）人口」を指し、これに対する出生、死亡、純移動（転入と転出）

という人口変動要因の将来値を仮定し、将来人口を推計した。 

●推計期間 

平成22年から平成47年までの５年ごとの25年間 

●基準人口 

平成22年国勢調査の「町丁・字等別，男女別，年齢別（５歳階級）人口」 

●出生（子ども女性比） 

出生は、０歳から４歳までの子ども数に対する15歳から49歳までの女性の数の比（子ども

女性比）をもとに、校区ごとの出生数を推計した。その将来値は、国立社会保障・人口問題

研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」の豊橋市の子ども女性比の推

移と同じと仮定し、将来の出生数を推計した。なお、０歳から４歳までの性比は、「愛知県

衛生年報」における平成17年から22年までの豊橋市の男女別出生数の性比を適用した。 

●死亡（生残率） 

死亡は、「愛知県衛生年報」における平成17年から22年までの豊橋市の死亡数から生残率

を求めた。その将来値は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の都道府県別将来推計人

口（平成19年５月推計）」における愛知県の生残率の推移と同じと仮定し将来の死亡数を推

計した。 

●人口移動（純移動率） 

人口移動（転入と転出）については、景気後退により流出傾向が強かった平成17年から22

年までと好況基調で流入傾向が強かった平成12年から17年までの純移動率の平均値になる

と仮定し、移動数を推計した。なお、大規模住宅開発等の特殊事情により人口の伸び率が異

常に高くなった校区については、純移動率に必要な補正を行った。計画段階の大規模住宅開

発は考慮していない。 

●小学校区の範囲設定 

本市の小学校区の範囲は、国勢調査の町丁・字の集まりと必ずしも一致しないため、各町

丁・字がどの校区に属するか、面積の多い方に割振りをした。ただし、二川、二川南、飯村、

幸、高師校区については、同一の町丁・字での按分も行った。 
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▼校区別人口推計（１） 

校区 区分 H27 H47 増減 校区 区分 H27 H47 増減

岩田 総人口 14,893 12,369 △ 2,524 汐田 総人口 8,003 10,266 2,263

０～14歳 1,973 1,163 △ 810 ０～14歳 1,162 1,408 246

15～64歳 9,471 7,021 △ 2,450 15～64歳 5,502 6,455 953

65歳以上 3,449 4,185 736 65歳以上 1,339 2,403 1,064

豊 総人口 7,022 5,263 △ 1,759 吉田方 総人口 17,585 22,981 5,396

０～14歳 919 575 △ 344 ０～14歳 3,020 3,362 342

15～64歳 4,198 2,961 △ 1,237 15～64歳 11,340 15,107 3,767

65歳以上 1,905 1,727 △ 178 65歳以上 3,225 4,512 1,287

東田 総人口 8,940 6,199 △ 2,741 高師 総人口 12,051 10,245 △ 1,806

０～14歳 1,060 573 △ 487 ０～14歳 1,623 1,096 △ 527

15～64歳 5,238 3,445 △ 1,793 15～64歳 7,255 6,000 △ 1,255

65歳以上 2,642 2,181 △ 461 65歳以上 3,173 3,149 △ 24

八町 総人口 3,053 2,324 △ 729 幸 総人口 15,280 13,820 △ 1,460

０～14歳 293 158 △ 135 ０～14歳 2,332 1,617 △ 715

15～64歳 1,824 1,311 △ 513 15～64歳 9,426 8,091 △ 1,335

65歳以上 936 855 △ 81 65歳以上 3,522 4,112 590

松葉 総人口 6,578 5,822 △ 756 芦原 総人口 9,833 8,305 △ 1,528

０～14歳 882 655 △ 227 ０～14歳 1,483 994 △ 489

15～64歳 3,883 3,494 △ 389 15～64歳 5,861 4,760 △ 1,101

65歳以上 1,813 1,673 △ 140 65歳以上 2,489 2,551 62

花田 総人口 8,245 6,452 △ 1,793 福岡 総人口 13,745 12,333 △ 1,412

０～14歳 966 593 △ 373 ０～14歳 1,725 1,133 △ 592

15～64歳 4,951 3,898 △ 1,053 15～64歳 8,978 7,394 △ 1,584

65歳以上 2,328 1,961 △ 367 65歳以上 3,042 3,806 764

松山 総人口 6,768 5,164 △ 1,604 中野 総人口 6,101 5,001 △ 1,100

０～14歳 786 397 △ 389 ０～14歳 755 391 △ 364

15～64歳 4,170 2,904 △ 1,266 15～64歳 3,909 2,749 △ 1,160

65歳以上 1,812 1,863 51 65歳以上 1,437 1,861 424

新川 総人口 4,541 2,976 △ 1,565 磯辺 総人口 12,691 12,534 △ 157

０～14歳 438 196 △ 242 ０～14歳 1,873 1,488 △ 385

15～64歳 2,608 1,570 △ 1,038 15～64歳 8,132 7,576 △ 556

65歳以上 1,495 1,210 △ 285 65歳以上 2,686 3,470 784

羽根井 総人口 8,457 7,909 △ 548 大崎 総人口 3,862 4,533 671

０～14歳 1,028 740 △ 288 ０～14歳 545 453 △ 92

15～64歳 5,289 4,736 △ 553 15～64歳 2,368 3,034 666

65歳以上 2,140 2,433 293 65歳以上 949 1,046 97

下地 総人口 6,216 5,809 △ 407 野依 総人口 8,331 12,721 4,390

０～14歳 868 605 △ 263 ０～14歳 1,668 2,139 471

15～64歳 3,922 3,602 △ 320 15～64歳 4,805 6,959 2,154

65歳以上 1,426 1,602 176 65歳以上 1,858 3,623 1,765

大村 総人口 3,634 3,452 △ 182 植田 総人口 4,932 4,432 △ 500

０～14歳 519 402 △ 117 ０～14歳 750 600 △ 150

15～64歳 2,127 1,949 △ 178 15～64歳 2,803 2,704 △ 99

65歳以上 988 1,101 113 65歳以上 1,379 1,128 △ 251

津田 総人口 3,969 3,879 △ 90 牛川 総人口 10,020 11,527 1,507

０～14歳 563 464 △ 99 ０～14歳 1,442 1,543 101

15～64歳 2,475 2,351 △ 124 15～64歳 6,321 7,176 855

65歳以上 931 1,064 133 65歳以上 2,257 2,808 551

牟呂 総人口 13,706 13,629 △ 77 鷹丘 総人口 11,983 10,064 △ 1,919

０～14歳 1,907 1,626 △ 281 ０～14歳 1,828 1,180 △ 648

15～64歳 9,177 8,276 △ 901 15～64歳 7,427 5,552 △ 1,875

65歳以上 2,622 3,727 1,105 65歳以上 2,728 3,332 604
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▼校区別人口推計（２）  

校区 区分 H27 H47 増減 校区 区分 H27 H47 増減

下条 総人口 1,447 1,168 △ 279 玉川 総人口 5,197 4,425 △ 772

０～14歳 181 100 △ 81 ０～14歳 664 439 △ 225

15～64歳 840 625 △ 215 15～64歳 3,167 2,595 △ 572

65歳以上 426 443 17 65歳以上 1,366 1,391 25

多米 総人口 12,006 12,612 606 嵩山 総人口 1,555 1,258 △ 297

０～14歳 1,832 1,353 △ 479 ０～14歳 160 80 △ 80

15～64歳 7,337 6,731 △ 606 15～64歳 775 491 △ 284

65歳以上 2,837 4,528 1,691 65歳以上 620 687 67

岩西 総人口 8,773 8,036 △ 737 石巻 総人口 2,923 2,771 △ 152

０～14歳 1,250 952 △ 298 ０～14歳 444 357 △ 87

15～64歳 5,381 4,861 △ 520 15～64歳 1,696 1,607 △ 89

65歳以上 2,142 2,223 81 65歳以上 783 807 24

飯村 総人口 11,274 11,185 △ 89 谷川 総人口 3,569 3,403 △ 166

０～14歳 1,777 1,291 △ 486 ０～14歳 422 268 △ 154

15～64歳 7,280 6,507 △ 773 15～64歳 2,417 2,255 △ 162

65歳以上 2,217 3,387 1,170 65歳以上 730 880 150

つつじが丘 総人口 10,104 10,281 177 小沢 総人口 2,733 2,721 △ 12

０～14歳 1,632 1,241 △ 391 ０～14歳 363 304 △ 59

15～64歳 6,642 6,016 △ 626 15～64歳 1,652 1,484 △ 168

65歳以上 1,830 3,024 1,194 65歳以上 718 933 215

旭 総人口 3,724 2,866 △ 858 細谷 総人口 2,814 2,251 △ 563

０～14歳 396 272 △ 124 ０～14歳 362 176 △ 186

15～64歳 2,088 1,583 △ 505 15～64歳 1,670 1,234 △ 436

65歳以上 1,240 1,011 △ 229 65歳以上 782 841 59

栄 総人口 14,866 11,771 △ 3,095 二川 総人口 7,857 7,962 105

０～14歳 1,973 1,246 △ 727 ０～14歳 1,052 829 △ 223

15～64歳 9,480 7,184 △ 2,296 15～64歳 4,609 4,407 △ 202

65歳以上 3,413 3,341 △ 72 65歳以上 2,196 2,726 530

天伯 総人口 5,601 6,250 649 二川南 総人口 9,160 9,915 755

０～14歳 775 751 △ 24 ０～14歳 1,315 1,066 △ 249

15～64歳 3,620 3,883 263 15～64歳 5,606 6,064 458

65歳以上 1,206 1,616 410 65歳以上 2,239 2,785 546

大清水 総人口 7,444 7,747 303 豊南 総人口 2,717 2,747 30

０～14歳 1,022 742 △ 280 ０～14歳 381 304 △ 77

15～64歳 4,434 4,178 △ 256 15～64歳 1,531 1,499 △ 32

65歳以上 1,988 2,827 839 65歳以上 805 944 139

富士見 総人口 7,774 6,508 △ 1,266 高根 総人口 2,508 2,963 455

０～14歳 1,206 681 △ 525 ０～14歳 520 501 △ 19

15～64歳 5,185 3,468 △ 1,717 15～64歳 1,506 1,874 368

65歳以上 1,383 2,359 976 65歳以上 482 588 106

向山 総人口 7,048 5,005 △ 2,043 老津 総人口 3,582 3,048 △ 534

０～14歳 768 417 △ 351 ０～14歳 456 329 △ 127

15～64歳 3,960 2,641 △ 1,319 15～64歳 2,105 1,691 △ 414

65歳以上 2,320 1,947 △ 373 65歳以上 1,021 1,028 7

前芝 総人口 3,981 3,511 △ 470 杉山 総人口 4,908 5,850 942

０～14歳 565 359 △ 206 ０～14歳 1,145 1,067 △ 78

15～64歳 2,469 1,971 △ 498 15～64歳 2,863 3,735 872

65歳以上 947 1,181 234 65歳以上 900 1,048 148

西郷 総人口 2,311 1,765 △ 546 賀茂 総人口 1,301 976 △ 325

０～14歳 267 155 △ 112 ０～14歳 135 91 △ 44

15～64歳 1,390 906 △ 484 15～64歳 757 486 △ 271

65歳以上 654 704 50 65歳以上 409 399 △ 10

※仮定値の条件設定により豊橋市の総人口と合計が一致していません



参 考 資 料

164 

資料２ 行財政改革懇談会意見書（平成27年10月29日）【一部抜粋】 

■ 最優先して豊橋市が推進すべき項目  

公共施設・インフラなどのあり方について  

豊橋市において今後、少子高齢化の進展に併せ、人口減少により公共施設・インフラなどの利用

需要は変化していく。  

学校、市民館や市営住宅などの公共施設については、複数の目的や機能を持たせる複合化・多機

能化、民間の施設や運営方法の活用、広域（近隣自治体との共有や共用を含む）による利用、統廃

合などを通じて、市の財政に見合った適正規模・最適配置を目指すべきである。そのためには、設

置目的にとらわれることなく見直しを行うことも避けられないかもしれない。また、見直しの際は、

市の特徴や特性を活かしながら、市民とともに検討することが重要である。市民もまた市の財政破

綻や将来世代への多額の負担について十分に斟酌
しんしゃく

し、合意を形成することが必要である。  

ハコモノとは異なって、市民生活に密着し、社会生活を支える役割を担っている道路、橋梁や上

下水道などのインフラについては、統廃合などの対応は難しい面がある。しかし、公共施設と同様

に、維持管理・更新等に係る費用の縮減や、将来の社会構造を踏まえた、統合や廃止の必要性を検

討し、出来ることから実行することを強く望む。水道事業についてはすでに広域化の事例も全国的

には散見されており、豊橋市の枠組を超えた行財政改革の発想をもつことが重要である。  

以上を踏まえた、具体的な指摘は次の４点に集約できる。  

○公共施設・インフラなどのあり方を検討するに当たっては、人口ビジョンにおける人口推計、

年齢構成の変化を踏まえ、さらに地域の特性を十分に考えて行う必要がある。特に、小中学校

については、校区ごとの児童・生徒数の推移予測をもとに、地域コミュニティを形成する観点

からも地元住民との話し合いを行い、統廃合を含めた学校の最適配置を検討すべきである。ま

た、地域コミュニティ活動の充実に併せて整備を進めた市民館についても、同様の対応を検討

すべきである。  

○公共施設に関する利用状況や維持管理に係る費用、施設の老朽度などの情報を市民に分かりや

すい形で提供することにより、公共施設の現状についての市民理解を深める必要がある。さら

に各地区の公共施設を市の保有施設から、地域が守り保有する施設へと認識を変化させていく

ことも検討すべきである。  

○文化施設やスポーツ施設などは、近隣の市町と相互利用を考えることが必要であり、施設の建

設や更新の際には、市が保有することにこだわらず民間の施設や運営方法を積極的に活用する

ことも視野に入れるべきである。  

○インフラについては、市民の安全・安心を確保しつつ、更新、改修、維持管理等に係る費用の

縮減を図るとともに、役割や機能を再確認し、統合や廃止を含め、その必要性を検討し、先送

りすることなく取組を実行することが重要である。  
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